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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サンプルを収容及び濃縮して、目的の検体が存在する場合にはそれを検出するように適
合されたサンプル検出容器であって、
　前記容器が、サンプルを受容するように構成された開放端部と、マイクロキャビティを
含む閉鎖端部と、前記マイクロキャビティまで延在する壁部と、を含み、
　前記マイクロキャビティは、開口上部、底部、及び前記マイクロキャビティの横断面に
対して垂直である長手方向軸を含み、前記マイクロキャビティは、目的のサンプルを保持
するための毛管力をもたらすように構成されており、
　前記マイクロキャビティの開口上部と隣接して位置する前記壁部のうち少なくとも一部
分は、前記マイクロキャビティの前記長手方向軸に対して有効角度αで配向される勾配を
有し、前記有効角度αは４５°より大きく、かつ９０°より小さく、前記有効角度αで配
向される、前記マイクロキャビティの前記開口上部と隣接して位置する前記壁部のうち少
なくとも前記部分は、前記マイクロキャビティの前記開口上部の横断寸法の少なくとも５
倍の長さを有する、サンプル検出容器。
【請求項２】
　サンプル中に目的の検体が存在する場合に、それを検出するためのシステムであって、
　フィルター部を含む第１の容器アセンブリであって、該フィルター部はフィルターを含
み、該フィルターは第１の側部を有し、前記第１の側部上に前記サンプルの濾過物を含む
、第１容器アセンブリと、
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　請求項１に記載のサンプル検出容器に連結された前記フィルター部を含む第２の容器ア
センブリであって、該フィルター部及び前記サンプル検出容器が、前記フィルターの前記
第１の側部が前記サンプル検出容器の前記マイクロキャビティと面するように一緒に連結
されている、第２の容器アセンブリと、を含む、システム。
【請求項３】
　サンプル中に目的の検体が存在する場合にそれを検出する方法であって、
　請求項１に記載のサンプル検出容器を提供する工程と、
　前記サンプル検出容器内にサンプルを配置する工程と、
　前記マイクロキャビティに向けて前記サンプル検出容器を遠心し、前記サンプルの沈降
物及び上澄みを形成する工程と、
　前記サンプル検出容器を遠心分離した後、前記サンプル検出容器を反転させ、前記サン
プルの濃縮物が前記マイクロキャビティに保持されるように、前記マイクロキャビティか
ら上澄みの少なくとも一部をデカントする工程であって、前記濃縮物が前記沈降物を含む
、工程と、を含む、方法。
【請求項４】
　サンプル中に目的の検体が存在する場合に、それを検出する方法であって、
　フィルター部を含む第１の容器アセンブリであって、前記フィルター部は前記サンプル
からの目的の検体を保持するように構成されたフィルターを含み、前記フィルターは第１
の側部を有し、かつ前記第１の側部上に前記サンプルの濾過物を含む、第１の容器アセン
ブリを提供する工程と、
　前記フィルター部を請求項１に記載のサンプル検出容器と連結させて、前記フィルター
の前記第１の側部が前記サンプル検出容器の前記マイクロキャビティに面するように、前
記フィルター部と前記サンプル検出容器とを一緒に連結する第２の容器アセンブリを形成
する工程と、
　前記マイクロキャビティに向けて前記第２の容器アセンブリを遠心し、前記濾過物を前
記フィルターから前記サンプル検出容器の前記マイクロキャビティに移動させ、前記サン
プルの沈降物及び上澄みを形成する工程と、
　前記第２の容器アセンブリを遠心した後、前記第２の容器アセンブリを反転させ、前記
サンプルの濃縮物が前記第２の容器アセンブリの前記サンプル検出容器の前記マイクロキ
ャビティに保持されるように、前記サンプル検出容器から前記上澄みの少なくとも一部を
デカントする工程であって、前記濃縮物が前記沈降物を含む、工程と、を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［分野］
　本発明は一般的に、細菌などの、目的の検体の検出、特に、サンプル体積が比較的大き
い場合に目的の検体を迅速に検出するためのシステム及び方法に関する。
【０００２】
［背景］
　微生物（例えば、細菌、ウイルス、菌類、胞子など）、及び／又は他の目的の検体（例
えば、毒素、アレルゲン、ホルモンなど）の存在の水性サンプルを試験することは、食物
及び水安全性、感染病分析、及び環境監視を含む、様々な用途において重要であり得る。
例えば、大衆によって消費される、食物、飲料、及び／又は公衆飲料などの可食サンプル
は、微生物又は他の検体を含有又は捕捉してもよく、これは、これらが存在する環境と関
連して繁殖又は成長し得る。このような増殖により、毒素を産生したり感染可能な量にま
で分裂しうる病原性生物の増殖につながりうる。更なる例として、各種の分析法を非食品
試料（例えば、地下水、尿など）の試料に対して行うことによって、試料が特定の検体を
含んでいるか否かを判定することができる。例えば、地下水の微生物又は化学毒素に関す
る検査、及び（例えば、糖尿病、妊娠などの）診断に有効である様々な診断指標に関する
尿検査が可能である。
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【０００３】
［概要］
　本開示のいくつかの態様は、サンプルを収容及び濃縮して、目的の検体が存在する場合
にはそれを検出するように適合されたサンプル検出容器を提供する。容器は、サンプルを
受容するように構成された開放端部及びマイクロキャビティを含む閉鎖端部を含み得る。
マイクロキャビティは、開口上部、底部、及びマイクロキャビティの横断面に対して垂直
である長手方向軸を含み得る。マイクロキャビティは、目的のサンプルを保持するための
毛管力をもたらすように構成され得る。容器は、マイクロキャビティへと延在する壁部を
更に含むことができ、マイクロキャビティの開口上部と隣接して位置する該壁部のうち少
なくとも一部分は、マイクロキャビティの長手方向軸に対して有効角度αで配向される勾
配を有する。有効角度αは４５°より大きく、９０°より小さくすることができ、有効角
度αで配向される、マイクロキャビティの開口上部と隣接して位置する壁部のうち少なく
とも前記部分は、マイクロキャビティの開口上部の横断寸法の少なくとも５倍の長さを有
し得る。
【０００４】
　本開示の他の特徴及び態様は、発明を実施するための形態及び添付図面を考慮すること
によって、明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】本開示の一実施形態による、サンプル検出容器の分解斜視図である。
【図２】図１のサンプル検出容器の分解側断面図である。
【図３】図１及び図２のサンプル検出容器の拡大側断面図である。
【図３Ａ】それぞれ本開示の別の実施形態による、サンプル検出容器の拡大側断面図であ
る。
【図３Ｂ】それぞれ本開示の別の実施形態による、サンプル検出容器の拡大側断面図であ
る。
【図３Ｃ】それぞれ本開示の別の実施形態による、サンプル検出容器の拡大側断面図であ
る。
【図４】図１～図３のサンプル検出容器の側面図を示し、本開示の一実施形態によるサン
プル検出方法を例示している。
【図５】図４に例示された図１～図４のサンプル検出容器の一部分の拡大概略部分断面図
である。
【図６】本開示の別の実施形態による、サンプル検出容器の分解斜視図である。
【図７】図６のサンプル検出容器の分解側断面図である。
【図８Ａ】容器を反転したときの比較サンプル検出容器での流体力学の概略図である。
【図８Ｂ】容器を反転したときの比較サンプル検出容器での流体力学の概略図である。
【図８Ｃ】容器を反転したときの比較サンプル検出容器での流体力学の概略図である。
【図８Ｄ】容器を反転したときの比較サンプル検出容器での流体力学の概略図である。
【図９Ａ】図１～図３、図４、及び図５のサンプル検出容器での流体力学の概略図である
。
【図９Ｂ】図１～図３、図４、及び図５のサンプル検出容器での流体力学の概略図である
。
【図９Ｃ】図１～図３、図４、及び図５のサンプル検出容器での流体力学の概略図である
。
【図９Ｄ】図１～図３、図４、及び図５のサンプル検出容器での流体力学の概略図である
。
【図１０】本開示の一実施形態による第１の容器アセンブリの分解斜視図であり、第１の
容器アセンブリは貯蔵部及びフィルター部を含む。
【図１１】図１０の第１の容器アセンブリの組立斜視図である。
【図１２】本開示の一実施形態による、第２の容器アセンブリの分解斜視図であり、第２
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の容器アセンブリは、図１０～図１１のフィルター部、並びに図１～図３、図４、及び図
５のサンプル検出容器を含む。
【図１３】図１２の第２の容器アセンブリの組立側断面図である。
【図１４】図１０～図１１の第１の容器アセンブリ及び図１２～図１３の第２の容器アセ
ンブリの側面図を示す、本開示の別の実施形態によるサンプル検出方法を例示している。
【図１５Ａ】実施例で使用した比較サンプル検出容器であるＳＭＤ１の側断面図であり、
ＳＭＤ１は単一のマイクロキャビティと、４５°の有効角度αを有する壁部とを含む。
【図１５Ｂ】図１５ＡのＳＭＤ１のマイクロキャビティの拡大側断面図である。
【図１６Ａ】実施例で使用した一実施例のサンプル検出容器であるＳＭＤ２の側断面図で
あり、ＳＭＤ２は単一のマイクロキャビティと、６０°の有効角度αを有する壁部とを含
む。
【図１６Ｂ】図１６ＡのＳＭＤ２のマイクロキャビティの拡大側断面図である。
【図１７Ａ】実施例で使用した比較サンプル検出容器であるＳＭＤ３の側断面図であり、
ＳＭＤ３は単一のマイクロキャビティと、４５°の有効角度αを有する壁部とを含む。
【図１７Ｂ】図１７ＡのＳＭＤ３のマイクロキャビティの拡大側断面図である。
【図１８Ａ】実施例で使用した一実施例のサンプル検出容器であるＳＭＤ４の側断面図で
あり、ＳＭＤ４は単一のマイクロキャビティと、６０°の有効角度αを有する壁部とを含
む。
【図１８Ｂ】図１８ＡのＳＭＤ４のマイクロキャビティの拡大側断面図である。
【図１９Ａ】図１５Ａ及び図１５ＢのＳＭＤ１のマイクロキャビティの光学顕微鏡写真で
ある。
【図１９Ｂ】図１５Ａ及び図１５ＢのＳＭＤ１のマイクロキャビティの光学顕微鏡写真で
ある。
【図１９Ｃ】図１５Ａ及び図１５ＢのＳＭＤ１のマイクロキャビティの光学顕微鏡写真で
ある。
【図１９Ｄ】図１５Ａ及び図１５ＢのＳＭＤ１のマイクロキャビティの光学顕微鏡写真で
ある。
【図２０Ａ】図１６Ａ及び図１６ＢのＳＭＤ２のマイクロキャビティの光学顕微鏡写真で
ある。
【図２０Ｂ】図１６Ａ及び図１６ＢのＳＭＤ２のマイクロキャビティの光学顕微鏡写真で
ある。
【図２０Ｃ】図１６Ａ及び図１６ＢのＳＭＤ２のマイクロキャビティの光学顕微鏡写真で
ある。
【図２０Ｄ】図１６Ａ及び図１６ＢのＳＭＤ２のマイクロキャビティの光学顕微鏡写真で
ある。
【図２１Ａ】図１７Ａ及び図１７ＢのＳＭＤ３のマイクロキャビティの光学顕微鏡写真で
ある。
【図２１Ｂ】図１７Ａ及び図１７ＢのＳＭＤ３のマイクロキャビティの光学顕微鏡写真で
ある。
【図２１Ｃ】図１７Ａ及び図１７ＢのＳＭＤ３のマイクロキャビティの光学顕微鏡写真で
ある。
【図２１Ｄ】図１７Ａ及び図１７ＢのＳＭＤ３のマイクロキャビティの光学顕微鏡写真で
ある。
【図２２Ａ】図１８Ａ及び図１８ＢのＳＭＤ４のマイクロキャビティの光学顕微鏡写真で
ある。
【図２２Ｂ】図１８Ａ及び図１８ＢのＳＭＤ４のマイクロキャビティの光学顕微鏡写真で
ある。
【図２２Ｃ】図１８Ａ及び図１８ＢのＳＭＤ４のマイクロキャビティの光学顕微鏡写真で
ある。
【図２２Ｄ】図１８Ａ及び図１８ＢのＳＭＤ４のマイクロキャビティの光学顕微鏡写真で
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ある。
【図２３Ａ】実施例であるＳＤＭ３及びＳＭＤ４のマイクロキャビティ内部の細菌の光学
顕微鏡写真である。
【図２３Ｂ】実施例であるＳＤＭ３及びＳＭＤ４のマイクロキャビティ内部の細菌の光学
顕微鏡写真である。
【図２４Ａ】実施例９に従って試験された様々な有効角度を有する容器の側断面図である
。
【図２４Ｂ】実施例９に従って試験された様々な有効角度を有する容器の側断面図である
。
【図２４Ｃ】実施例９に従って試験された様々な有効角度を有する容器の側断面図である
。
【図２４Ｄ】実施例９に従って試験された様々な有効角度を有する容器の側断面図である
。
【図２４Ｅ】実施例９に従って試験された様々な有効角度を有する容器の側断面図である
。
【図２４Ｆ】実施例９に従って試験された様々な有効角度を有する容器の側断面図である
。
【図２４Ｇ】実施例９に従って試験された様々な有効角度を有する容器の側断面図である
。
【図２４Ｈ】実施例９に従って試験された様々な有効角度を有する容器の側断面図である
。
【図２４Ｉ】実施例９に従って試験された様々な有効角度を有する容器の側断面図である
。
【図２４Ｊ】実施例９に従って試験された様々な有効角度を有する容器の側断面図である
。
【０００６】
　本開示のいずれかの実施形態を詳細に説明する前に、本発明は、以下の説明に記載され
るか、又は以下の図面に例示される構成の詳細及び構成要素の配置に、その適用が限定さ
れないことを理解されたい。本発明は、他の実施形態が可能であり、様々な態様で実施又
は実行することができる。また、本明細書で使用される専門語句及び専門用語は説明を目
的としたものであり、発明を限定するものとして見なされるべきものではない点は理解さ
れるべきである。「含む（including）」、「備える・含む（comprising）」、又は「有
する（having）」、及びこれらの変化形は、その後に列記される要素及びそれらの均等物
、並びに更なる要素を包含することを意味する。特に特定又は限定されないかぎり、「連
結された」なる用語及びその変形は広義で用いられるものであり、直接的及び間接的な連
結の両方を包含するものである。他の実施形態が利用されてもよく、また、構造的又は論
理的な変更が、本開示の範囲から逸脱することなくなされ得ることを理解されたい。更に
、「上部」、「下部」等のような用語は、要素の互いの関係を記載するためにのみ使用さ
れ、装置の特定の向きを述べること、又は装置に必要である又は要求される向きを指示す
ること、若しくは暗示すること、あるいは本明細書に記載される本発明が、使用中にどの
ように使用されるか、搭載されるか、表示されるか若しくは設置されるかを特定すること
を必要としない。
【０００７】
　目的とする検体の検査を要するサンプルは様々であり、検体がサンプル中に低濃度で存
在している可能性がある。例えば、水安全性試験の規制では、水１００ｍＬ中、１コロニ
ー形成単位（ＣＦＵ）の目的菌を検出可能な試験装置が要求される場合がある。このよう
な低濃度を適正な時間内で、まして「迅速な」時間枠で検出することは、以下に詳細を記
載するように困難又は不可能であり得る。検出時間を短縮するためには、場合によってサ
ンプルを小体積に濃縮する必要がある。すなわち、より短時間で分析技術の検出閾値に達
するように、目的の検体を適切な濃度に到達させるには、場合により数桁単位でのサンプ
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ルの濃縮が必要な場合がある。
【０００８】
　いくつかの既存のシステム及び方法において、遠沈管底部の可視の圧密化した「ペレッ
ト」を形成するために、十分に高い検体濃度（例えば、微生物濃度）を有するサンプルに
関して、遠心力を作用され得る。遠心力を作用させるプロセスから生じる上澄みはその後
、デカント又は吸引により取り出され得る。適切な量の上澄みが取り出されることを判定
するためにデカント及び吸引の両方において目視検査が使用され得、上澄みとペレットと
の間で大きな検体の損失が生じ得る。加えて、特に低濃度の目的の検体を有するサンプル
では、検体は遠心時に遠心フラスコの底部に移動し得るが、可視のペレットを形成せず、
緊密に圧密化されない場合がある。このような状況において検体は、デカント又は吸引中
に容易に変位することがあり、これは目的の検体の全体的な回収効率を低減させることが
あり、サンプル試験手順の正確性を損なう場合がある。
【０００９】
　結果として、一定の既存のシステム及び方法において、低濃度サンプルを圧縮するため
に濾過のみが使用される場合がある。濾過はサンプル内の目的の検体の濃度を増加させる
ことができるが、フィルターからの濃縮されたサンプルを回収することは、困難及び／又
は時間がかかる場合がある。例えば、いくつかの場合において、大きな溶出体積（例えば
、５～１００ｍＬ）は、特に大直径のフィルターを必要とし得る大きな初期サンプルに関
して、濃縮サンプルをフィルターからバックラッシュするか、洗い落とす必要があり得る
。
【００１０】
　本開示は一般的に、サンプル内、具体的には液体サンプル内、更に具体的には希釈水性
サンプル内における目的の検体の存在又は不在の検出のためのシステム及び方法に関連す
る。更に、本開示は一般的に、検体を迅速に検出するためのシステム及び方法に関連する
。いくつかの実施形態において、検体は、例えば水サンプル内における大腸菌又は他の大
腸菌類（例えば、その存在又は不在）を検出するために選択される。水サンプルにおける
目的の微生物（又は他の検体）の検出は、これらの微生物の濃度の低さのために困難であ
り得る。低濃度の結果として、既存のシステム及び方法での検出は非常に遅い場合があり
、これは微生物が検出可能な水準まで成長する（又は分析濃度が増加する）必要があり、
これに時間がかかり得るためである。本発明者はしかしながら、水サンプル、及び具体的
には希釈水サンプル内の目的の検体を検出するために必要な時間を大幅に削減する新規の
システム及び方法を発明した。
【００１１】
　本開示のシステム及び方法は、目的の検体を検出するためのサンプルの濃縮物を保持し
ながら、サンプルを収容及び（遠心などにより）濃縮するように適合されたサンプル検出
容器を用いる。このようなサンプル検出容器は、（例えば毛管力により）サンプルの濃縮
物を受容して保持するように構成された閉鎖端部にマイクロキャビティを備え得る。この
ような濃縮物は、遠心中に形成され得るサンプルの沈降物を含み得る。マイクロキャビテ
ィは、開口上部、底部、及び長手方向軸を備え得る。サンプル検出容器は、マイクロキャ
ビティへと延在する（例えば、マイクロキャビティに向かって円錐状になる）壁部（又は
側壁若しくは傾斜壁）を含むことができ、マイクロキャビティの開口上部と隣接して位置
する壁部の一部分は、マイクロキャビティの長手方向軸に対して有効角度αで配置される
勾配を有し得る。
【００１２】
　本開示の方法は、一般にサンプル検出容器を提供する工程と、サンプル検出容器内に、
試験されるサンプルを配置する工程と、マイクロキャビティに向けて第１の方向にサンプ
ル検出容器を遠心し、サンプルの沈降物及び上澄みを形成する工程と、サンプルの濃縮物
がマイクロキャビティに保持されるように、サンプル検出容器を遠心した後、サンプル検
出容器を反転させ、マイクロキャビティから上澄みの少なくとも一部をデカントする工程
であって、濃縮物が沈降物を含む、工程と、を含む。方法は、マイクロキャビティ内の濃
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縮物を検査して目的の検体を得ることを更に含む。
【００１３】
　本発明者らは上述の壁部の有効角度αが４５°より大きく、９０°より小さい場合に、
特段の利益及び利点を見出した。特に対象となる壁部分は、一般に、細孔の開口上部と隣
接して位置する壁部分である。いくつかの実施形態では、有効角度αで配向される「マイ
クロキャビティの開口上部と隣接する」壁部分は、有効角度αで配向される壁部分が、マ
イクロキャビティの大きさに対して、比較的大きくなるように、マイクロキャビティの代
表的な寸法の少なくとも５倍である壁部分であり得る。例えば、開口上部でのマイクロキ
ャビティの横断寸法（例えば、長手方向軸と直交する）を代表的な寸法として使用するこ
とができ、有効角度αで配向される壁部（又はその一部）はその寸法の少なくとも５倍で
ある。いくつかの実施形態では、マイクロキャビティに隣接して位置し、有効角度αで配
向される壁部分は、マイクロキャビティの代表的な寸法の少なくとも１０倍であり、いく
つかの実施形態では少なくとも１５倍であり、いくつかの実施形態では少なくとも２０倍
であり、いくつかの実施形態では少なくとも５０倍である。
【００１４】
　本発明者らは、有効角度αで配向され、少なくとも一部がマイクロキャビティに隣接す
る壁部を含むように容器を構成することにより、マイクロキャビティ内への目的の検体の
収集（及び保持）を最大化できると同時に、沈降（例えば、遠心）処理によって得られる
上澄みの大半が（例えば、容器の反転時に）マイクロキャビティから極限まで排流される
（すなわち、過剰な上澄みが、マイクロキャビティ上部（すなわち、マイクロキャビティ
の開口上部の上方又はマイクロキャビティの開口上部によって画定される面の上方）で容
器内に保持されない）ことを見出した。言い換えると、有効角度αで配向される壁部を含
む容器を構成することで、目的の検体の濃縮を最大化することができる。
【００１５】
　実施例の項に記載及び例示されているように、マイクロキャビティと繋がる壁部が４５
°～９０°（端点含まず）であるように最適化されていない容器では、検出は可能である
ものの、検出時間が長くなる場合がある。すなわち、本発明者らは検出時間を最小限に抑
えるためには、壁部の有効角度αは、例えば容器を反転させたときに、マイクロキャビテ
ィから上澄み（例えば、毛管力によって保持されないマイクロキャビティ外部の大量の上
澄み）を十分に排流できる程度に大きい必要があることを見出した。加えて、本発明者ら
は、壁部（又は少なくともマイクロキャビティに隣接して位置する部分）の有効角度αは
、沈降中に目的の検体が壁部と接触した場合に、目的の検体が下方のマイクロキャビティ
へと十分に移動できる程度に小さい必要があることを見出した。その結果、本発明者らは
有効角度を調整することで、上記現象のバランスを保ち得ることを見出した。
【００１６】
　有効角度αが小さすぎる場合、上澄みと容器との間の界面の表面張力により、マイクロ
キャビティ上方（例えば、マイクロキャビティの開口上部又はマイクロキャビティの開口
上部によって画定される面）の容器内に余分な上澄みが保持され得、マイクロキャビティ
の総体積と比較して、保持される総体積が大幅に増加し得る。このように保持される総体
積が多くなると、目的の検体（存在する場合）の濃度が減少し、その結果、検出時間が長
くなる可能性がある。有効角度αがマイクロキャビティからの上澄みの排流にどのように
影響し得るかについての詳細な記述を図８Ａ～図９Ｄに図示し、以下で説明する。
【００１７】
　結果的に、本発明者らは壁部の有効角度αを最適化することで、保持される体積を最小
化（すなわち、上澄みの排流を最大化）しつつ、マイクロキャビティ内の目的の検体の収
集を最大化することができ、その結果、得られる目的の検体の濃縮物が最大化され、それ
により検出時間が最小限に抑えられることを見出した。
【００１８】
　他の従来のシステム及び方法でもサンプルを濃縮した後、比較的早期に目的の検体を検
出できていたが、本開示のシステム及び方法は、結果が有効である、あるいは検出時間の
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最小化に関与すると以前は認識されていなかった変数、すなわちマイクロキャビティの開
口上部と隣接する容器の壁部（又はその一部）の有効角度αを最適化することにより、更
に早期の検出を達成した。
【００１９】
　加えて、一部の従来の既存システムでは、微細構造又は微細構造化表面内に実質的に収
容される濃縮物（例えば、図４及び図５の濃縮物１５４を参照）の捕捉は、反転工程中に
容器を反転させる速度に依存していた。しかし、本開示のサンプル検出容器は、反転速度
を問わず、マイクロキャビティ内に実質的に収容される濃縮物の捕捉に対して有効である
。例えば、実施例の項の実施例７を参照されたい。
【００２０】
　「実質的に収容された」とは一般的に、大体積のサンプル又は濃縮物を含み得るマイク
ロキャビティ上方に、可視の（すなわち、矯正していない、又は裸眼で見て）液滴を有し
ていない、マイクロキャビティ内に収容された濃縮物を指す。
【００２１】
　このような大体積は、本大体積中に存在する目的の検体を、少なくとも理由の１つとし
て、検体（存在する場合）がこれらの大体積において低い濃度を有するために、（例えば
、画像化、又は光学的検査中において）適切に検出することができないため、及び／又は
大体積が検出のために好適に位置付けられ得ないため不所望であり得る。
【００２２】
　フィルターからの濃縮されたサンプル（濾過物）の回収に関して、本開示のシステム及
び方法では、サンプル検出容器を使用して、溶出した濾過サンプルを更に濃縮することが
できる。すなわち、いくつかの実施形態では、本開示のシステム及び方法は、目的の検体
が存在する場合にはそれをサンプルから単離及び検出するために、濾過と、１つ以上のマ
イクロキャビティへの遠心との組み合わせを用いることができる。結果として、フィルタ
ーからの濾過物の溶出に大体積が必要とされる場合でも、溶出された濾過物サンプル（す
なわち、濾過により保持された濾過物と、溶出溶液などの希釈剤）を、マイクロキャビテ
ィに遠心力を作用させることによって更に濃縮させ、高濃度で小体積の（例えば、ｎＬ単
位の）サンプルのアリコートを得て、目的の検体を比較的迅速に検出することができる。
【００２３】
　例えば、大量の希釈水性サンプルが、目的の検体（存在する場合）を捕捉するために、
大きさ、電荷及び／又は親和性により、濾過され得る。検体はフィルターの第１の側部に
捕捉され得、この側部は以降の遠心分離プロセスの間マイクロキャビティに面するように
配向され得る。希釈剤（例えば、培地など）をフィルターに添加することができ、遠心に
より検体をマイクロキャビティ（複数も可）へと移動させることができる。このような実
施形態において、フィルター上の濾過物、及び添加されたいずれかの追加的な希釈剤は、
「サンプル」を形成することができ、サンプルはマイクロキャビティへと沈降し（例えば
、遠心により）、それによりサンプルの濃度（すなわち、開始サンプルよりも高い濃度を
有するサンプルの一部）がマイクロキャビティ中に保持され得、ここで濃縮物はサンプル
の沈降物を含み（すなわち、より高い密度の物質）、これは検体を含む（存在する場合）
。その後、マイクロキャビティを検査して、例えば検体の存在／不在を検出することによ
り、検体を検出することができる。本開示のシステムは、濾過から遠心力を作用させるこ
とへの移行に加えて、濾過工程と遠心工程を促進するように構成された容器アセンブリを
含み得る。加えて、本開示のシステム及び方法は、大体積のサンプルを（例えば、１つの
マイクロキャビティ内に）極小体積まで、例えば、約１Ｌから約１μＬまで、又は更には
約１ｎＬまで濃縮することを可能にする。
【００２４】
　特にいくつかの実施形態では、本開示のシステム及び方法は、１つ以上の目的の検体を
保持してフィルターの一側部に濾過物を形成するように構成されたフィルターを使用して
元のサンプルを濾過することを含む第１の濃縮工程と、場合よって濾過物に１つ以上の希
釈剤を添加して、濾過物及び任意の添加された希釈剤を新たな、すなわち第２のサンプル
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として使用する工程と、マイクロキャビティに第２のサンプルを（例えば、密度に基づき
）濃縮させることを含む濃縮工程を実行することであって、該マイクロキャビティを小体
積（例えば、μＬ又はｎＬ規模）の個別の「試験管」として機能させ、その結果、サンプ
ル中の目的の検体（存在する場合）を高濃度で得ることができる工程と、を含み得る。こ
の目的の検体の濃度の増加は、検体の検出、例えば検体の存在／不在の検出を促進及び迅
速化することができる。
【００２５】
　加えて、いくつかの既存のシステム及び方法において、サンプルの一部分は、濾過中に
フィルターに不可逆的に捕捉される場合がある。この閉じ込めは等孔性を使用して克服さ
れ得るが、等孔性を通じた濾過は遅い場合があり、当孔性フィルターの孔は濾過中に容易
かつ早く詰まる場合がある。しかしながら、本発明は、一定のフィルターが、目的の検体
（例えば、細菌などの微生物）のより良好な回収を可能にすることを見出した。例えば、
以下でより詳細に記載されるように「マルチゾーン」濾過膜（すなわち、多孔性の多数の
ゾーンを含むフィルター）は、フィルターから細菌を回収するために特に有用であり得る
。これは、そのｚ寸法（すなわち、深さ）と共に、フィルターの多孔率が変化するためで
ある。このようなマルチゾーンフィルターを使用し、フィルターの「第１の側部」として
最も小さい孔径を有するフィルターの側（すなわち、サンプルが最初に通過し、濾過物が
回収されるフィルターの側部）を使用することにより、目的の検体の回収における特定の
利益が達成され得る。
【００２６】
　しかしながら、上記のように、このようなマルチゾーンフィルターが使用されなくとも
、本開示のシステム及び方法は、従来の濾過のみのシステム及び方法よりも更に効率的で
あるが、これは、本開示のシステム及び方法は、例えば、遠心により溶出した濾過サンプ
ルをマイクロキャビティの中に更に濃縮し、目的の検体を検出するための時間を改善する
ためである。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、目的の検体は、目的の微生物自体であってもよく、いく
つかの実施形態においては、検体は、生存可能な目的の微生物のインジケータであっても
よい。いくつかの実施形態において、本開示は、微生物の指標である、目的の検体に関し
て検査することにより、サンプル中の目的の微生物の存在／又は不在を判定するためのシ
ステム及び方法を含み得る。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、迅速な検出とは、８時間以下、いくつかの実施形態にお
いては６時間以下、いくつかの実施形態においては５時間以下、いくつかの実施形態にお
いては４時間以下、及びいくつかの実施形態においては３時間以下の検出を指す場合があ
る。しかしながら、検出時間は、いくつかの微生物が他のものよりも早く成長し、よって
より早く検出可能な閾値に到達するために、検出される検体の種類に依存し得る。当業者
は、目的の検体（例えば、微生物）を検出する、好適なアッセイ（例えば、好適な酵素及
び酵素基質を含む）を特定する方法を理解する。しかしながら、所定の目的の検体におい
て、いずれのアッセイが使用されても、又はいずれの検体が選択されても、本開示のシス
テム及び方法は一般的に、標準的な培養技術（例えば、マイクロタイタープレートにおけ
る成長ベースの検出（例えば、９６ウェル））により達成されるよりも迅速な、時間対結
果を達成する。すなわち、本開示のシステム及び方法は、標準的な培養技術よりも少なく
とも２５％早く検体を検出することができ（例えば、各ウェルが１００μＬのサンプルを
含む）、いくつかの実施形態において５０％早く、いくつかの実施形態において少なくと
も７５％早く、かついくつかの実施形態において少なくとも９０％早い。
【００２９】
　目的の検体に関して分析されるこのようなサンプルは、様々な方法で得られる。例えば
、いくつかの実施形態において、分析されるサンプル自体は、希釈液体サンプル、及び／
又は希釈水性サンプルなどの、液体サンプルである。いくつかの実施形態において、サン
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プルは、希釈剤で、目的のソース（例えば、表面、フォーマイトなど）を洗浄するか、又
はすすぐことにより生じる液体を含み得る。いくつかの実施形態において、サンプルは、
目的のソースを適切な希釈剤と混合することにより生じる液体組成物を濾過するか、又は
沈降させることにより生じる濾液を含み得る。すなわち、本開示の方法を使用して分析さ
れるサンプルを形成するために、大きな不溶性物質、及び／又は目的の検体よりも低い又
は高い密度を有する物質、例えば、食物、フォーマイトなどが、第１の濾過又は沈降工程
において、液体組成物から除去され得る。
【００３０】
　用語「ソース」は、一般に、検体を試験することが必要とされる食物又は非食物を指す
ために使用され得る。供給源は、固体、液体、半固体、ゼラチン状物質、及びこれらの組
み合わせであってもよい。いくつかの実施形態において、ソースは、例えば、目的の表面
からソースを回収するために使用された基材（例えば、スワブ、又は拭き取り用品）によ
りもたらされる場合がある。特定の実施形態では、液体組成物は基質を含んでもよく、基
質は更に分解される（例えば、攪拌又は溶解プロセスの際に）ことによってソース及び目
的の検体とする任意の検体の回収を促進することができる。目的とする表面には、これら
に限定されるものではないが、壁（ドアを含む）、床、天井、排水管、冷蔵システム、ダ
クト（例えば、エアダクト）、通気口、トイレの便座、ハンドル、ドアノブ、手すり、ベ
ッドレール（例えば、病院における）、カウンタートップ、テーブルトップ、食事用表面
（例えば、トレイ、皿など）、作業面、機器表面、衣類など、及びこれらの組み合わせを
含む様々な表面の少なくとも一部分が含まれる。ソースの全部分又は一部分は、本開示の
方法を使用して、分析されるサンプルを得るために使用され得る。例えば、「ソース」は
、水源、又はパイプラインを通じて移動する水であってもよく、本開示のシステム及び方
法で試験されるサンプルを形成するために、比較的大容量のサンプルがこのソースからと
られてもよい。したがって、「サンプル」は、上記のソースのいずれかからのものであり
得る。
【００３１】
　用語「食料」は、一般に、固体、液体（例えば、溶液、分散液、乳濁液、懸濁液等、及
びこれらの組み合わせが含まれるが、これらに限定されない）、及び／又は半固体の食用
組成物を指すために使用される。食料の例には、肉、鶏肉、卵、魚、魚介類、野菜、果物
、加工食品（例えば、スープ、ソース、ペースト）、穀物製品（例えば、小麦粉、穀物、
パン）、缶詰、牛乳、その他の乳製品（例えば、チーズ、ヨーグルト、サワークリーム）
、油脂、油、デザート、香辛料、薬味、パスタ、飲料、水、動物用飼料、飲料水、その他
の好適な食材、及びこれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。
【００３２】
　「非食品」なる用語は、「食品」の定義に当てはまらず、一般的に食用とは考えられな
い目的ソースを指すものとして一般的に用いられる。非食料供給源の例には、臨床試料、
細胞可溶化物、全血又はその一部分（例えば血清）、その他の体液又は分泌物（例えば、
唾液、汗、皮脂、尿）、糞便、細胞、組織、臓器、生検、植物性物質、木材、土、堆積物
、薬剤、化粧品、栄養補助食品（例えば、朝鮮人参カプセル）、医薬品、媒介物、その他
の好適な非食用物質、及びこれらの組み合わせを挙げることができるが、これらに限定さ
れない。
【００３３】
　用語「感染媒介物」は、感染性生物を運搬、及び／又は移動することが可能な無生物又
は基質を指すものとして一般的に用いられる。媒介物は、布、モップヘッド、タオル、ス
ポンジ、拭取り布、食器、硬貨、紙幣、携帯電話、衣類（靴を含む）、ドアノブ、婦人用
製品、おむつ等、それらの一部分、及びこれらの組み合わせを挙げることができるが、こ
れらに限定されない。
【００３４】
　「検体」なる用語は、検出しようとする（例えば、実験室又はフィールド試験により）
物質を指すものとして一般的に用いられる。サンプルは、特定の検体の存在、量、及び／
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又は生存可能性を試験してもよい。こうした検体は、ソースの内部（例えば、内側）、又
はソースの外側（例えば、外表面）に存在しうる。検体の例としては、微生物、生体分子
、化学物質（例えば、殺虫剤、抗生物質）、金属イオン（例えば、水銀イオン、重金属イ
オン）、金属イオン含有錯体（例えば、金属イオン及び有機リガンドを含む錯体）、酵素
、補酵素、酵素基質、指標染料、ステイン、アデノシン三リン酸（ＡＴＰ）、アデノシン
二リン酸（ＡＤＰ）、アデニレートキナーゼ、ルシフェラーゼ、ルシフェリン、及びこれ
らの組み合わせが挙げられるがこれらに限定されない。
【００３５】
　目的の検体を同定及び／又は定量化するために、微生物学的アッセイ、生化学的アッセ
イ（例えば、イムノアッセイ）、又はそれらの組み合わせを含むが、それらに限定されな
い、様々な試験方法を用いることができる。いくつかの実施形態では、サンプル中の生細
胞から放出される酵素の検出、目的の検体を示す光の検出、吸収、反射、蛍光、若しくは
これらの組み合わせの検出、又はこれら検出法の組み合わせにより、遺伝学的に、免疫学
的に、比色的に、蛍光定量的に、発光測定的に目的の検体を検出することができる。すな
わち、いくつかの実施形態において、サンプルの検査（又はサンプルの濃縮）は、サンプ
ルを光学的に検査することを含み、これは、上記の、又は下記のいずれかの光学的検査を
含む場合がある。
【００３６】
　使用され得る試験方法の特定のサンプルとしては、抗原－抗体相互作用、分子センサー
（親和性結合）、熱分析、顕微鏡（例えば、光学顕微鏡、蛍光顕微鏡、免疫蛍光顕微鏡、
走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）、透過電子顕微鏡（ＴＥＭ））、分光法（例えば、質量分析法
、核磁気共鳴（ＮＭＲ）分光法、ラマン分光法、赤外線（ＩＲ）分光法、Ｘ線分光法、減
衰全反射分光法、フーリエ変換分光法、ガンマ線分光法など）、分光測光法（例えば、吸
光度、反射、蛍光、ルミネセンス、比色など）、電気化学分析、遺伝子技術（例えば、ポ
リメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）、転写介在増幅法（ＴＭＡ）、ハイブリダイゼーション保
護アッセイ（ＨＰＡ）、ＤＮＡ又はＲＮＡ分子認識アッセイなど）、アデノシン三リン酸
（ＡＴＰ）検出アッセイ、免疫学的アッセイ（例えば、酵素結合免疫吸着法（ＥＬＩＳＡ
））、細胞毒性アッセイ、ウイルスプラークアッセイ、細胞変性効果を評価するための技
術、他の好適な分析試験方法、又はこれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定さ
れない。
【００３７】
　用語「微生物」は、一般に、バクテリア（例えば、運動性若しくは増殖性、グラム陽性
、又はグラム陰性）、ウイルス（例えば、ノロウイルス、ノーウォーク・ウイルス、ロタ
ウイルス、アデノウイルス、ＤＮＡウイルス、ＲＮＡウイルス、エンベロープ型、無エン
ベロープ型、ヒト免疫不全ウイルス（ＨＩＶ）、ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）等）
、細菌胞子若しくは内生胞子、藻類、菌類（例えば、酵母、糸状菌、菌類胞子）、プリオ
ン、マイコプラズマ、及び原生生物の内の１つ以上が挙げられるが制限はない、任意の原
核性又は真核性の微生物を指すために使用される。特定の場合では、特に目的となる微生
物は病原性を有するものであり、「病原体」なる用語がすべての病原性微生物を指して用
いられる。病原体の例としては、腸内細菌科のメンバー、又はミクロコッカス科のメンバ
ー、又はブドウ球菌属種、連鎖球菌種、シュードモナス種、腸球菌種、サルモネラ種、レ
ジオネラ種、赤痢菌種、エルシニア種、エンテロバクター種、エシェリキア種、バチルス
種、リステリア種、カンピロバクター種、アシネトバクター種、ビブリオ種、クロストリ
ジウム種、及びコリネバクテリウム種が挙げられるが、これらに限定されない。特定の病
原体の例としては、腸管出血性大腸菌を含む大腸菌、例えば、血清型Ｏ１５７：Ｈ７、Ｏ
１２９：Ｈ１１；緑膿菌；セレウス菌；炭疽菌；腸炎菌；ネズミチフス菌；リステリア菌
；ボツリヌス菌；ウェルシュ菌；黄色ブドウ球菌；メチシリン耐性黄色ブドウ球菌；カン
ピロバクター・ジェジュニ；腸炎エルシニア；ビブリオ・バルニフィカス；クロストリジ
ウム・ディフィシル；バンコマイシン耐性腸球菌；エンテロバクター［クロノバクター］
・サカザキ；及びコリ型細菌が挙げられるが、これらに限定されない。微生物の増殖に影
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響する可能性がある環境要因には、栄養素の存在又は不在、ｐＨ、湿分含量、酸化－還元
電位、抗菌剤化合物、温度、雰囲気ガス組成、及び生物学的構造又は障壁を挙げることが
できる。
【００３８】
　「生体分子」なる用語は、生物の体内に存在するが、生物によって生成される分子又は
その誘導体を指すものとして一般的に用いられる。例えば、生体分子としては、これらに
限定されるものではないが、アミノ酸、核酸、ポリペプチド、タンパク質、ポリヌクレオ
チド、脂質、リン脂質、糖類、多糖類、及びこれらの組み合わせの少なくとも１つが挙げ
られる。生体分子の具体的な例には、代謝産物（例えば、ブドウ球菌外毒素）、アレルゲ
ン（例えば、ピーナッツアレルゲン、卵アレルゲン、花粉、チリダニ、菌、フケ、又はそ
れらの中に固有のタンパク質等）、ホルモン、毒素（例えば、下痢毒素菌（Bacillus dia
rrheal toxin）、アフラトキシン、クロストリジウム・ディフィシレ毒素等）、ＲＮＡ（
例えば、ｍＲＮＡ、全ＲＮＡ、ｔＲＮＡ等）、ＤＮＡ（例えば、プラスミドＤＮＡ、植物
ＤＮＡ等）、タグ付きタンパク質、抗体、抗原、ＡＴＰ、及びこれらの組み合わせを挙げ
ることができるが、これらに限定されない。
【００３９】
　「可溶性物質」及び「不溶性物質」なる用語は、特定の条件下で特定の培地に比較的可
溶又は不溶である物質を指すものとして一般的に用いられる。具体的には、所定の条件下
において、「可溶物」は溶液の中に入り、系の溶媒（例えば希釈剤）に溶解可能なもので
ある。「不溶物」は、所定の条件下において、溶液の中に入らず、系の溶媒中に溶けない
ものである。ソース、又はソースから取ったサンプルは、可溶性物質及び不溶性物質（例
えば、細胞残屑）を含む場合がある。不溶物は、微粒子、沈殿物又は残屑と称される場合
があり、ソース物質自体の一部分（すなわち、ソースの内側部分又は外側部分（例えば、
外側表面）から）、又は攪拌プロセスから生じるその他のソース残基若しくは残屑を含む
ことができる。加えて、ソース及び希釈剤を含む液体組成物は、より高密度の物質（すな
わち、混合物中の希釈剤及び他の物質よりも高い密度を有する物質）、及びより低密度の
物質（すなわち、混合物中の希釈剤及び他の物質よりも低い密度を有する物質）を含み得
る。結果として、サンプルの希釈剤は、目的の検体は、希釈剤よりも高密度であり、沈降
により濃縮され得るように選択され得る（例えば、遠心）。
【００４０】
　用語「希釈剤」は一般的に、ソースを分配し、溶解し、懸濁し、乳化し、洗浄及び／又
はすすぐために、ソース材料に添加する液体を指すものとして使用される。希釈剤は、液
体組成物の形成に使用され得、ここから、本開示の方法を使用して分析されるサンプルが
得られる場合がある。いくつかの実施形態において、希釈剤は無菌液である。いくつかの
実施形態では、希釈剤として、界面活性剤、若しくは後の検体の試験のためにソースの分
散、溶解、懸濁又は乳濁を助ける他の好適な添加剤、レオロジー添加剤、抗微生物中和剤
（例えば、防腐剤又は他の抗微生物剤を中和するもの）、栄養素（例えば、望ましい微生
物の選択的増殖を促進するもの）及び／若しくは増殖阻害剤（例えば、望ましくない微生
物の増殖を阻害するもの）を含む増菌又は成長培地、ｐＨ緩衝剤、酵素、指示薬分子（例
えば、ｐＨ又は酸化／還元指示薬）、胞子発芽剤、消毒剤を中和するための薬剤（例えば
、塩素のチオ硫酸ナトリウムによる中和）、細菌の甦生を促進することを目的とした薬剤
（例えば、ピルビン酸ナトリウム）、安定化剤（例えば、塩化ナトリウム、スクロールな
どの溶質を含む、目的の検体を安定化させるもの）、又はこれらの組み合わせなどの各種
の添加剤が挙げられるが、これらに限定されない。いくつかの実施形態では、希釈剤は、
滅菌水（例えば、滅菌二重蒸留水（ｄｄＨ２Ｏ））、ソースを選択的に溶解する、分散す
る、懸濁する、若しくは乳化する１つ以上の有機溶媒、水溶性有機溶媒、又はこれらの組
み合わせを含み得る。一部の実施形態では、希釈剤は、滅菌緩衝溶液（例えば、Ｅｄｇｅ
　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ、Ｍｅｍｐｈｉｓ　ＴＮから入手可能なＢｕｔｔｅｒｆｉｅｌｄ
’ｓ　Ｂｕｆｆｅｒ）である。いくつかの実施形態では、希釈剤は、希釈剤が所望の検体
（例えば、細菌）を選択的又は半選択的に成長するために使用できるような、選択的又は
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半選択的栄養製剤である。このような実施形態では、希釈剤をソースと一緒にある期間（
例えば、特定の温度で）培養して、所望の検体の増殖及び／又は成長を促進することがで
きる。
【００４１】
　増殖培地の例には、トリプシン大豆ブロス（ＴＳＢ）、緩衝ペプトン水（ＢＰＷ）、ユ
ニバーサル予備富化ブロス（ＵＰＢ）、リステリア富化ブロス（ＬＥＢ）、ラクトースブ
ロス、ボルトンブロス、又は他の一般的な非選択的な、又は当業者に既知の軽度に選択的
な培地を挙げることができるが、これらに限定されない。成長培地は、１つ以上の所望の
微生物（すなわち、目的の検体）の増殖を支持する栄養素を含みうる。
【００４２】
　増殖阻害剤の例としては、これらに限定されるものではないが、胆汁塩、デオキシコー
ル酸ナトリウム、亜セレン酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、硝酸ナトリウム、塩化リ
チウム、亜テルル酸カリウム、テトラチオン酸ナトリウム、スルファセタミドナトリウム
、マンデル酸、セレナイト　テトラチオン酸システイン、スルファメタジン、ブリリアン
トグリーン、マラカイトグリーンオキサレート、クリスタルバイオレット、タージトール
４、スルファジアジン、アミカシン、アズトレオナム、ナリジクス酸、アクリフラビン、
ポリミキシンＢ、ノボビオシン、アラフォスファリン、有機及び鉱酸、バクテリオファー
ジ、ジクロランローズベンガル、クロラムフェニコール、クロロテトラサイクリン、特定
の濃度の塩化ナトリウム、スクロース及び他の溶質、並びにこれらの組み合わせが挙げら
れる。
【００４３】
　用語「攪拌する」及びその派生語は、一般に、例えば、液体組成物の内容物を混合する
若しくは混和するために、前記液体組成物に動作を与えるプロセスを記述するために使用
される。手動振盪、機械的振盪、超音波振動、ボルテックス攪拌、手動攪拌、機械的攪拌
（例えば、機械プロペラ、電磁攪拌棒、又はボールベアリング等の他の攪拌補助手段によ
る）、手動叩解、機械的叩解、混合、混練、及びそれらの組み合わせを含むが、それらに
限定されない、様々な攪拌方法を使用することができる。
【００４４】
　用語「濾過」は一般的に、サイズ、電荷及び／又は機能で物質を分離するプロセスを指
すものとして使用される。例えば、濾過は、可溶物及び溶媒（例えば、希釈剤）を不溶物
からの分離する工程を含むことができ、あるいは、濾過は、可溶物、溶媒、及び比較的小
さな不溶物を、比較的大きな不溶物から分離する工程を含むことができる。結果として、
液体組成物は、本開示の方法を使用して分析されるサンプルを得るために、「事前濾過」
され得る。フィルター、他の好適な濾過方法、及びこれらの組み合わせを通じて液体組成
物（例えば、そこから濃縮されたサンプルが得られる、目的のソースを含む）液体組成物
を通すことが挙げられるがこれらに限定されない、様々な濾過方法が使用され得る。
【００４５】
　「沈降」とは一般的に、例えば、沈降又は沈殿させるために液体組成物内のより高い密
度の物質（すなわち、混合物中の希釈剤及び他の物質よりも高い密度を有する物質）を沈
降又は沈殿させることによって、並びに／又は液体組成物中のより低い密度の物質（すな
わち、混合物中の希釈剤及び他の物質よりも低い密度を有する物質）を上昇させるか又は
浮かせることによって、物質を分離させるプロセスを指す。沈殿は重力又は遠心によって
行うことができる。より高密度の物質は、より低密度の物質（すなわち、沈降していない
、又は浮いている）及び希釈剤をより高密度の物質から吸引するか、より低密度の物体及
び希釈剤をデカントするか、又はこれらの組み合わせによって、より低密度の物質（及び
希釈剤）から分離され得る。事前沈降工程は、本開示のサンプル検出システム、及び方法
を使用して濃縮されるサンプルを得るために、事前濾過することに加えて、又はその代わ
りに、事前沈降工程が使用されてもよい。
【００４６】
　「濾過」とは一般的に、可溶性物質（又は可溶性物質及び比較的小さい不溶性物質）、
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及び溶媒を、液体組成物中の不溶性物質（又は比較的大きな不溶性物質）から分離し、並
びに／又はサンプル濃縮中にサンプルを濾過するために使用される装置を表す。フィルタ
ーの例には、織布又は不織布メッシュ（例えば、ワイヤーメッシュ、布メッシュ、プラス
チックメッシュ等）、織布又は不織布高分子ウェブ（例えば、カレンダー加工され得る、
均一又は不均一なプロセスで固着される高分子繊維を含む）、表層フィルター、深層フィ
ルター、膜（例えば、セラミックス膜（例えば、Ｗｈａｔｍａｎ　Ｉｎｃ．、Ｆｌｏｒｈ
ａｍ　Ｐａｒｋ，ＮＪよりＡＮＯＰＯＲＥの商品名で入手可能な酸化アルミニウムセラミ
ックス膜フィルター）、ポリカーボネート膜（例えば、Ｗｈａｔｍａｎ　Ｉｎｃ．よりＮ
ＵＣＬＥＯＰＯＲＥの商品名で入手可能なトラックエッチングポリカーボネート膜フィル
ー）、ポリエステル膜（例えば、トラックエッチングポリエステル等を含む））、ふるい
、ガラス綿、フリット、ろ紙、発泡体等、及びこれらの組み合わせを挙げることができる
が、これらに限定されない。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、フィルターは、大きさ、電荷、及び／又は親和性により
サンプルから目的の微生物を分離するように構成され得る。例えば、いくつかの実施形態
において、フィルターは、フィルターに保持される濾過物が目的の微生物を含むようにし
て、目的の微生物を保持するように構成され得る。
【００４８】
　いくつかの実施形態において、サンプル中の目的の検体（例えば、目的の微生物）の少
なくとも３０％、いくつかの実施形態において、少なくとも５０％、いくつかの実施形態
において少なくとも８０％、いくつかの実施形態において少なくとも８５％、いくつかの
実施形態において少なくとも９０％、及びいくつかの実施形態において少なくとも９５％
を保持するように構成され得る。
【００４９】
　好適なフィルターの追加的なサンプルは、米国特許出願番号第６１／３５２，２２９号
に対する優先権を主張する、同時係属ＰＣＴ公開番号第ＷＯ２０１１／１５６２５１号（
Ｒａｊａｇｏｐａｌ，ｅｔ　ａｌ．）、米国特許出願番号第６１／３５２，２０５号への
優先権を主張するＰＣＴ公開番号第ＷＯ２０１１／１５６２５８号（Ｍａｃｈ　ｅｔ　ａ
ｌ．）、米国特許出願番号第６１／３５０，１４７号、及び同６１／３５１，４４１号に
対する優先権を主張するＰＣＴ公開番号第ＷＯ２０１１／１５２９６７号（Ｚｈｏｕ）、
米国特許出願番号６１／３５０，１５４号、及び同６１／３５１，４４７号に対する優先
権を主張する、ＰＣＴ公開番号ＷＯ２０１１／１５３０８５号（Ｚｈｏｕ）に記載され、
これら全ては本明細書において参照としてその全体が組み込まれる。
【００５０】
　いくつかの実施形態において、用語「濾液」は、一般に、液体組成物から不溶物（又は
少なくとも比較的大きな不溶物）を分離又は除去した後に残る液体を記述するために使用
される。いくつかの実施形態において、用語「上澄み」とは一般的に、より高密度の物質
が液体組成物から分離又は除去された後に残る液体を表すものとして使用される。このよ
うな濾液及び／又は上澄みは、本発明において使用されるサンプルを形成することができ
る。いくつかの実施形態において、濾液及び／又は上澄みは、目的の微生物を成長させる
ための時間にわたって培養され得、生じる培養された濾液及び／又は上澄みは、本開示で
使用するためのサンプルを形成し得る。いくつかの実施形態において、目的の微生物の成
長を保持するために成長培養物が添加され得る。
【００５１】
　いくつかの実施形態において、「濾過物」とは一般的に、可溶性物質から不要性物質を
分離するために、液体ソース（例えば、試験される水）が濾過された後に残る液体を記載
するために使用され得る。このような濾過物は、本開示で使用されるサンプルを形成する
ために、更に希釈、及び任意により攪拌、成長（例えば、成長培養物の添加により）、及
び／又は培養され得る。濾過物は、フィルターの一方の表面若しくは側面に存在してもよ
く、及び／又はフィルターの深さに少なくとも部分的に浸透してもよい。結果として、い
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くつかの実施形態において、フィルターからの濾過物の除去を促進するために、溶出液を
含む希釈剤、洗浄液などが使用され得る。いくつかの実施形態において、フィルター（例
えば、深さフィルターにわたって）からの濾過物の除去を促進及び向上させるために、表
面フィルターが好ましい場合がある。
【００５２】
　いくつかの実施形態において、続く遠心工程において濾過物に働くＧ力が、フィルター
からの濾過物の除去を助ける場合がある。いくつかの場合において、重力によって保持さ
れる生体有機物が変位することよってフィルターから溶出するように、フィルターを再配
置することによって保持される目的の検体（例えば、微生物）はフィルターから溶出され
得る。他の場合において、保持された検体は、保持された検体をフィルターから変位させ
るために、フィルターを手で振盪することによって、フィルターから溶出し得る。他の場
合において、保持された検体は、保持された検体をフィルターから変位させるためにフィ
ルターをボルテックスすることによって、フィルターから溶出し得る。他の場合において
、検体は、フォーム溶出によってフィルターから溶出し得る。
【００５３】
　目的の検体（例えば、微生物）が検出され、及び／又はフィルターから回収した後に軽
量される実施形態において、本開示の方法は、保持された目的の検体をフィルターから少
なくとも５０％溶出することを含み得るが、方法は、保持された検体の５０％未満をフィ
ルター溶出した後に行われてもよい。いくつかの実施形態において、フィルターから、保
持された検体の少なくとも６０％、いくつかの実施形態においては少なくとも７０％、い
くつかの実施形態においては少なくとも７５％、いくつかの実施形態においては少なくと
も８０％、いくつかの実施形態においては９０％、いくつかの実施形態においては９５％
が溶出し得る。
【００５４】
　いくつかの実施形態において、どんな形態の開始サンプルが入っていても、又はそれが
どのように得られても、本開示のシステム及び方法で分析されるサンプルを形成するため
に、サンプルが攪拌、成長（例えば、成長培養物を添加することにより）、及び／又は培
養され得る。いくつかの実施形態において、様々な試薬はプロセスの様々な段階で添加さ
れ得、例えば、元のサンプルに添加される、試験されるサンプルを形成するために、使用
される濾過物（例えば、希釈剤と共に）、若しくは上澄みに添加される、サンプルの濃縮
物の検出容器として機能する１つ以上のマイクロキャビティ内でコーティング及び／若し
くは乾燥されるが、これに限定されない。
【００５５】
　いくつかの実施形態において、用語「沈降物」は一般的に、より高密度な物質が、例え
ば遠心によって、液体組成物から分離又は除去された後に、上澄みから分離された「ペレ
ット」又は個体を記載するために使用される。
【００５６】
　用語「マイクロキャビティ」及びその派生語は一般に、液体、固体、半固体、ゼラチン
状材料、別の好適な材料、又はこれらの組み合わせを、特に通常の重力下でいかなる方向
でも（例えば、毛管力によって）保持するように構成された容器、凹部、くぼみ、又はウ
ェルを指す際に使用される。
【００５７】
　いくつかの実施形態において、「マイクロキャビティ」は、少なくとも２つの可能な寸
法において１０００μｍ以下、いくつかの実施形態においては５００μｍ以下、及びいく
つかの実施形態においては２００μｍ以下であり得る。しかしながら、本開示のいくつか
の実施形態において「マイクロキャビティ」は、サンプルの一部分（例えば、マイクロキ
ャビティに向けて遠心後のサンプルの液体濃縮物）を通常の重力下でいかなる方向でも保
持するために十分な任意の容器、凹部、くぼみ、又はウェルであり得る。したがって、本
開示のマイクロキャビティは、所与の表面張力のサンプル（例えば、サンプルの沈降物を
含む濃縮液）を保持するために、十分な毛管力をもたらす、十分な深さ（例えば、ｚ寸法
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）又はｚ寸法のｘ－ｙ寸法に対する比率（すなわち、「アスペクト比」）（又は逆）を有
することができる。マイクロキャビティの表面エネルギーは、保持を向上させるために制
御（例えば、表面処理による改質）され得るが、一般的に本開示のマイクロキャビティは
、目的のサンプルを保持するために必要な毛管力をもたらす、アスペクト比を有し得る。
【００５８】
　いくつかの実施形態において、アスペクト比は少なくとも約０．１、いくつかの実施形
態において、少なくとも約０．２５、いくつかの実施形態において、少なくとも約０．５
、いくつかの実施形態において、少なくとも約１、いくつかの実施形態において少なくと
も約２、いくつかの実施形態において少なくとも５、いくつかの実施形態において、少な
くとも約１０であり得る。いくつかの実施形態において、マイクロキャビティのｘ－ｙ寸
法（例えば、凹部）は、その深さ又はｚ寸法に沿って変化する場合があるため（例えば、
機構が抜き勾配を含む場合）、アスペクト比は、ｚ寸法の、「代表的な」ｘ－ｙ寸法に対
する比率であり得る。代表的なｘ－ｙ寸法は、一般にマイクロキャビティの長手方向軸と
直交する寸法であり、マイクロキャビティの深さ、すなわちｚ寸法と区別される。代表的
なｘ－ｙ寸法は、上部の寸法（すなわち、マイクロキャビティの開口上部におけるｘ－ｙ
寸法）、下部の寸法（例えば、マイクロキャビティの底部のｘ－ｙ寸法）、中間の寸法（
例えば、半分の深さ／高さの位置におけるｘ－ｙ寸法）、平均ｘ－ｙ寸法（例えば、深さ
／高さに沿った平均）、別の好適な代表的寸法などであり得る。
【００５９】
　いくつかの実施形態では代表的なｘ－ｙ寸法は、少なくとも約１μｍであり、いくつか
の実施形態では少なくとも約１０μｍであり、いくつかの実施形態では少なくとも約５０
μｍである。いくつかの実施形態では代表的なｘ－ｙ寸法は約１０００μｍ未満であり、
いくつかの実施形態では約５００μｍ未満であり、いくつかの実施形態では約１００μｍ
未満である。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、マイクロキャビティの深さ、すなわちｚ寸法（例えば、マイ
クロキャビティの閉鎖端部すなわち底部と、マイクロキャビティの開放端部すなわち開口
上部との間の距離）は、少なくとも約５μｍ、いくつかの実施形態では少なくとも約２０
μｍ、及びいくつかの実施形態では少なくとも約３０μｍである。いくつかの実施形態で
は、マイクロキャビティの平均深さは約１０００μｍ以下、特定の実施形態では２５０μ
ｍ以下、いくつかの実施形態では約１００μｍ以下、及びいくつかの実施形態では約５０
μｍ以下である。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、マイクロキャビティ体積は少なくとも約１ピコリットル（ｐ
Ｌ）であり、いくつかの実施形態では少なくとも約１０ｐＬであり、いくつかの実施形態
では少なくとも約１００ｐＬであり、いくつかの実施形態では少なくとも約１０００ｐＬ
（１ｎＬ）である。いくつかの実施形態では、マイクロキャビティ体積は約１，０００，
０００ｐＬ（１μＬ）以下であり、いくつかの実施形態では約１００，０００ｐＬ以下で
あり、いくつかの実施形態では約１０，０００ｐＬ以下である。いくつかの実施形態では
、マイクロキャビティ体積は１０ｎＬ（１０，０００ｐＬ）～１００ｎＬ（１００，００
０）ｐＬの範囲内である。
【００６２】
　用語「実質的に透明」とは、一般に紫外線から赤外線のスペクトルの選択される波長又
は選択される波長範囲内（例えば、約２００ｎｍから約１４００ｎｍ、「ＵＶ－ＩＲ」）
の、波長を有する電磁放射線の少なくとも５０％、いくつかの実施形態において、ＵＶ－
ＩＲスペクトルの選択される波長（又は範囲）の少なくとも約７５％、いくつかの実施形
態において、ＵＶ－ＩＲスペクトルの選択される波長（又は範囲）の少なくとも約９０％
を透過する本体又は基材を指す。
【００６３】
　用語「実質的に不透明」とは、紫外線から赤外線のスペクトルの選択される波長又は選
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択される波長範囲内（例えば、約２００ｎｍから約１４００ｎｍ、「ＵＶ－ＩＲ」）の、
波長を有する電磁放射線の５０％未満、いくつかの実施形態において、ＵＶ－ＩＲスペク
トルの選択される波長（又は範囲）の２５％未満、いくつかの実施形態において、ＵＶ－
ＩＲスペクトルの選択される波長（又は範囲）の１０％未満を透過する本体又は基材を指
す。
【００６４】
　「実質的に透明」及び「実質的に不透明」の様々な詳細は、ＰＣＴ特許公開番号第ＷＯ
２０１１／０６３３３２号に記載され、これは、本明細書において参照としてその全体を
組み込まれる。
【００６５】
　用語「疎水性」及び「親水性」は一般的に、当該技術分野において一般的に理解される
ように使用される。したがって、「疎水性」材料は水又は水性媒体に対して比較的、親和
性を殆ど又は全く有さず、一方で「親水性」材料は水又は水性材料に対して比較的強い親
和性を有する。必要とされるレベルの疎水性又は親水性はサンプルの性質によって異なり
得るが、様々な疎水性又は親水性表面に適用される際に、液体サンプルの単純な経験的観
測に基づき容易に調節され得る。
【００６６】
　いくつかの実施形態において、表面の疎水性／親水性を特徴付けるために、接触角測定
（例えば、静的及び／又は動的）が使用され得る。このような表面特徴は、バルク材料と
別個であり得る、表面自体による場合がある。すなわち、いくつかの実施形態において、
構造を形成するバルク材料の大部分が疎水性であったとしても、サンプルに接触する表面
は、例えば水性サンプルが修正された表面においてより高い親和性を有するように、親水
性であるように修正され得る。代表的な静的及び動的な接触角測定方法が、実施例１０及
び１１に記載される。
【００６７】
　いくつかの実施形態において、例えば本開示のマイクロキャビティが形成され得るサン
プル検出容器のうち少なくとも内部表面の静的な水表面接触角（例えば静的及び／又は動
的）は、少なくとも約５０°、いくつかの実施形態において約６５°、いくつかの実施形
態において少なくとも約７５°、いくつかの実施形態において少なくとも約８５°、いく
つかの実施形態において少なくとも約９５°、いくつかの実施形態において少なくとも約
１００°、いくつかの実施形態において少なくとも約１３０°であり得る。
【００６８】
　いくつかの実施形態において、例えば本開示のマイクロキャビティが形成され得るサン
プル検出容器のうち少なくとも内部表面の動的な前進表面接触角は、少なくとも約５０°
、いくつかの実施形態において少なくとも約６５°、いくつかの実施形態において少なく
とも約７５°、いくつかの実施形態において少なくとも約８５°、いくつかの実施形態に
おいて少なくとも約９５°、いくつかの実施形態において少なくとも約１００°、いくつ
かの実施形態において少なくとも約１３０°である。
【００６９】
　いくつかの実施形態において、例えば本開示のマイクロキャビティが形成され得るサン
プル検出容器のうち少なくとも内部表面の動的な後退表面接触角は、少なくとも約２５°
、いくつかの実施形態において少なくとも約３５°、いくつかの実施形態において少なく
とも約４５°、いくつかの実施形態において少なくとも約６５°、いくつかの実施形態に
おいて少なくとも約７５°、いくつかの実施形態において少なくとも約９０°、いくつか
の実施形態において少なくとも約１００°であり得る。
【００７０】
　いくつかの実施形態において、（例えば、実施例１３で参照する種々の位置に）有効角
度で配向されたサンプル検出容器（例えば、その内部表面）の壁部（例えば、その内部表
面）は、マイクロキャビティ内への目的の検体の収集を妨げないか、又は目的の検体の収
集を改善するような表面粗さを有し得る。いくつかの実施形態において、壁部の表面粗さ
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は、粗さ平均値（Ｒａ）が１．５ミクロン未満、いくつかの実施形態では１ミクロン未満
、いくつかの実施形態において７５０ｎｍ（０．７５ミクロン）未満、いくつかの実施形
態において５００ｎｍ（０．５ミクロン）未満、及びいくつかの実施形態では３００ｎｍ
（０．３ミクロン）未満であることを特徴とし得る。
【００７１】
　いくつかの実施形態において、壁部（例えば、その内部表面）の表面粗さは、二乗平均
平方根粗さ（Ｒｑ）値が１．５ミクロン未満、いくつかの実施形態において１ミクロン未
満、いくつかの実施形態において８００ｎｍ未満であることを特徴とし得る。
【００７２】
　いくつかの実施形態において、本開示のシステム及び方法は、微生物自体に関して、又
は微生物の存在を表す目的の検体に関して、サンプルを検査することによってサンプル内
の目的の微生物の存在又は不在を判定するために使用され得る。例えば、いくつかの実施
形態において、微生物自体がサンプル内で濃縮され（例えば、遠心により１つ以上のマイ
クロキャビティ内に沈降され）、１つ以上のマイクロキャビティ内で検出されてもよく、
いくつかの実施形態において、微生物の存在を表す検体がサンプル中で濃縮され（例えば
、遠心により１つ以上のマイクロキャビティ内に沈降され）、１つ以上のマイクロキャビ
ティ内で検出されてもよい。例えば、いくつかの実施形態において、適切な酵素による開
裂の後に沈殿するサンプルに基質が添加されてもよい（例えば、Ｘ－ｇａｌなどのβ－ガ
ラクトシダーゼ基質）。このような沈殿した基質は濃縮され（例えば、微生物／細胞と共
に、遠心により１つ以上のマイクロキャビティに沈降され）、濃縮しない大体積のサンプ
ル中での低濃度における場合よりも、迅速に検出及び／又は計量することができる。
【００７３】
　指標染料を含む、検体の様々な例を上記、及び実施例の項に記載している。いくつかの
実施形態において、このような指標染料としては、沈殿した染料及び／又は内部化した染
料が挙げられる。沈殿した染料の場合、多くの場合染料は、細胞から拡散する小さな分子
であり、これは、１つ以上のマイクロキャビティ中で濃縮されている場合であっても、検
出可能な濃度に達するまで十分な培養時間を必要とし得る。しかしながら、内部化した染
料の場合、細胞（すなわち、微生物）自体は、染料により「マーキング」すなわち染色さ
れる場合があり、細胞がマイクロキャビティ中に濃縮されるとすぐに、例えばマイクロキ
ャビティの底部を観察することにより、検出（例えば、存在／不在、及び／又は計量）が
行われ得る。
【００７４】
　本開示のシステム及び方法を使用して実行できる検出の別の具体的な例としては、サン
プルを１つ以上のマイクロキャビティに濃縮し、ＡＴＰ系検出を行うための試薬を加える
ことによって、化学発光を使用して微生物（例えば、存在／不在）を検出することを含む
。試薬は、試薬をマイクロキャビティにコーティングし、及び／又は乾燥させることによ
って、遠心の前又は後に添加され得る。このような実施形態において、試薬としては、細
胞溶解試薬、ルシフェリン（基質）、及びルシフェラーゼ（酵素）が挙げられる。細胞溶
解試薬は、ＡＴＰを解放するために細胞を破断させるために使用され得、これはルシフェ
ラーゼがルシフェリンを化学発光させるために必要である。結果として、目的の微生物を
含むマイクロキャビティが「マーキング」され（例えば、照明される）、微生物を含まな
いマイクロキャビティは「マーキング」されず（例えば、暗い）、それによって微生物の
存在／不在は間接的に検出され得る。
【００７５】
　図１は、本開示の一実施形態によるサンプル検出システム１００を例示する。いくつか
の実施形態において、サンプル検出システム１００はサンプルを濃縮して（例えば、図２
及び図３に示し、以下に詳細を説明するマイクロキャビティ１３６に）濃縮物を形成する
ために使用され得、更に、目的の検体に関して、すなわち目的の検体の存在又は不在を検
出するために、濃縮物を検査するために使用され得る。
【００７６】
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　図１に示すように、いくつかの実施形態において、サンプル検出システム１００は、サ
ンプル検出容器１０２を含み得る。サンプル検出容器１０２はキャップ１０４によって閉
じられるように構成され、それによりサンプル検出容器１０２及びキャップ１０４は互い
に取り外し可能に又は恒久的に連結され得る。
【００７７】
　サンプル検出容器１０２は、例えば、１つ以上の目的の検体に関して分析されるサンプ
ルを含むように適合され得る。サンプルは一般的には液体サンプルであり、いくつかの実
施形態においては希釈液体サンプルであり（すなわち、サンプルに存在するいずれかの目
的の検体が低濃度で存在する）、いくつかの実施形態においては希釈水性サンプルである
。サンプル検出容器１０２は、所望により、分析されるサンプルに適合する寸法及び形状
であり得、サンプル検出容器１０２及びキャップ１０４の形状及び構成は、単に例として
示される。
【００７８】
　図１に示すように、サンプル検出容器１０２は、閉鎖端部すなわち底部１１２（例えば
、先細の閉鎖端部１１２）と開放端部１１４とを有する伸長管であり得、キャップ１０４
は閉鎖端部すなわち底部１１６及び開放端部１１８を含み得る。キャップ１０４の開放端
部１１８は、サンプル検出容器１０２の少なくとも一部分、特にサンプル検出容器１０２
の開放端部１１４を受容するような寸法であり得、したがって、キャップ１０４及びサン
プル検出容器１０２を一緒に連結すると、サンプル検出容器１０２の開放端部１１４は閉
じられる及び／又は蓋をされる。
【００７９】
　一般的に、サンプル検出方法は、図１のサンプル検出システム１００を使用して以下の
ように行われ得る。サンプルはサンプル検出容器１０２内に配置でき、キャップ１０４を
サンプル検出容器１０２に連結すると、サンプル検出容器１０２を閉じることができる。
次に、閉じられた又はキャップされたサンプル検出容器１０２に、サンプル検出容器１０
２の閉鎖端部１１２に向けて遠心させられて、サンプル検出容器１０２内にサンプルの濃
縮物（例えば、マイクロキャビティ１３６内に保持されるもの）を形成することができる
。濃縮物は更に、サンプル検出容器１０２に保持される間に、目的の検体に関して検査さ
れ得る。したがって、いくつかの実施形態において、「濃縮物」（すなわちサンプルの高
濃度部分）を「保持液」と称する場合もある。いくつかの実施形態において、サンプル検
出容器１０２を反転させ、遠心により生じたサンプルの上澄みをマイクロキャビティ１３
６から排流し、サンプル検出容器１０２の閉鎖端部１１２を通してマイクロキャビティ１
３６内の濃縮物を検査することにより濃縮物を検査することができる。
【００８０】
　サンプル検出容器１０２を用いる代表的なサンプル検出方法は、図４を参照して以下で
より詳細に記載される。
【００８１】
　更なる例として、キャップ１０４は１つ以上の突出部１２１を含む内側表面１２０を含
み、サンプル検出容器１０２は開放端部１１４に隣接する１つ以上のトラック又はねじ１
２３を含む外側表面１２２を含む。キャップ１０４の突出部１２１は、キャップ１０４及
びサンプル検出容器１０２が一緒に連結し得るように、サンプル検出容器１０２のねじ１
２３と協調し、これと係合するように構成される。
【００８２】
　図１に示す突出部１２１及びねじ１２３のうちある種の種類は、一連の円周方向に離間
された突出部１２１及びねじ１２３を含み、それにより、キャップ１０４及びサンプル検
出容器１０２を互いに対して（例えば、４セットの突出部１２１／ねじ１２３が用いられ
、キャップ１０４の内部表面１２０及びサンプル検出容器１０２の外部表面１２２の周囲
に均等に離間されている場合は９０°）回転させることにより、キャップ１０４上のいず
れかの突出部１２１をサンプル検出容器１０２上のいずれかのねじ１２３と連結させ、ロ
ック解除位置からロック位置に変えることができる。図示された、サンプル検出容器１０
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２とキャップ１０４とを連結する機構は、サンプル検出容器１０２を閉じるための効率的
な手段として、単に例として示す。
【００８３】
　いくつかの実施形態において、サンプル検出容器１０２とキャップ１０４とは、サンプ
ル検出システム１００の内部を周囲雰囲気から密封する（例えば、液密封止、気密封止、
又はこれらの組み合わせを形成する）ような方法で共に連結され得る。例えば、いくつか
の実施形態において、１つ以上の封止（例えば、Ｏリング）をサンプル検出容器１０２と
キャップ１０４との間に用いても、サンプル検出容器１０２とキャップ１０４の一方又は
両方が１つ以上の封止（例えば、Ｏリング）を含んでいてもよい。
【００８４】
　サンプル検出容器１０２及びキャップ１０４は、様々な材料から作製され得、例えば、
ポリマー材料、金属（例えば、アルミニウム、ステンレス鋼など）、セラミックス、ガラ
ス、及びこれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。高分子材料の例に
は、ポリオレフィン類（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、これらの組み合わせ等
）、ポリカーボネート、アクリル樹脂類、ポリスチレン、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ
）、ポリプロピレン、自立型及び／又は自己支持型容器を形成することができるその他の
好適な高分子材料、又はこれらの組み合わせを挙げることができるが、これらに限定され
ない。用語「自己支持型」は、一般に、それ自身の重量下で倒壊又は変形することのない
物体を指すために使用される。例えば、袋は、典型的には、それ自身の重量下でその形状
を維持せず、むしろ倒壊又は変形する点から、「自己支持型」ではない。サンプル検出容
器１０２及びキャップ１０４は、同一又は異なる材料から形成され得る。
【００８５】
　サンプル検出容器１０２及びキャップ１０４、又はこれらの一部分は、検出されるサン
プルの種類、量及び／又は大きさ、並びに回収及び検査される濃縮物の種類、量、及び／
又は大きさによって、実質的に透明、不透明（すなわち、実質的に透明でない）、又はそ
の中間（例えば、半透明）であり得、任意の好適な大きさであり得る。サンプル検出容器
１０２又はマイクロキャビティ１３６に隣接する少なくとも一部分は、実質的に透明であ
ることが好ましい。いくつかの実施形態において、サンプル検出容器１０２は、少なくと
も１ｍＬ、少なくとも約５ｍＬ、少なくとも約１０ｍＬ、少なくとも約２５ｍＬ、少なく
とも約５０ｍＬ、少なくとも約１００ｍＬ又は少なくとも約２５０ｍＬの収容量を有し得
る。すなわち、いくつかの実施形態において、貯蔵部１０２の収容量又は体積は、約１ｍ
Ｌ～約２５０ｍＬの範囲であり得、及びいくつかの実施形態において、約１ｍＬ～約１０
０ｍＬの範囲であり得る。
【００８６】
　サンプル検出容器１０２及びキャップ１０４の形状、寸法、及び連結手段は、単に例と
して先に記載され、図１に示される。しかしながら、サンプル検出容器１０２及びキャッ
プ１０４の様々な形状及び寸法が使用され得ることが理解されるべきである。加えて、様
々な連結手段を用いて、サンプル検出容器１０２とキャップ１０４とを取り外し可能に及
び／又は恒久的に連結し得るが、例えば、（図示されたような、又はそれ以外の）スクリ
ューねじ、クランプ（例えば、ばね式クランプ、スナップ式クランプなど）；クリップ（
例えば、ばね式クリップなど）；結束（例えば、結束バンド）；１つ以上の磁石；テープ
；接着剤；粘着剤；スナップフィット係合（例えば、この場合、キャップ１０４は押し上
げ式キャップとして機能する）；圧力フィット係合（「摩擦フィット係合」又は「締りフ
ィット係合」と呼ばれる場合もある）；熱接着（例えば、構成部品の一方又は両方に熱及
び／又は圧力を加えて連結する）；溶接（例えば音波（超音波など）溶接）；他の好適な
連結手段；並びにこれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。
【００８７】
　図２及び図３に示すように、サンプル検出容器１０２の閉鎖端部１１２は、分析される
サンプルの濃縮物を保持するように適合された１つ以上のマイクロキャビティ１３６を含
み（すなわち、そこで終端され）得、マイクロキャビティ１３６はサンプル検出容器１０
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２の開放端部１１４に向かって開口し得る。マイクロキャビティ１３６は少なくとも１つ
のウェル、くぼみ、凹部、及びこれらに類するもの、並びにこれらの組み合わせを含み得
、その結果、マイクロキャビティ１３６は、サンプルの濃縮物を保持するように構成され
た内部体積（例えば、微小体積以下）を画定する。図１～図３、図４及び図５に示された
実施形態に記載されたような、いくつかの実施形態において、サンプル検出容器１０２は
単一のマイクロキャビティ１３６を含み得る。いくつかの実施形態において、サンプル検
出容器１０２は複数のマイクロキャビティ１３６を含み得るが、一般に、サンプルの濃縮
物を保持できる合計体積を最小化し、それにより保持されるサンプルの濃縮物中の目的の
検体（存在する場合）の濃度を最大限にするため、マイクロキャビティ１３６の数は可能
な限り少なくするよう留意すべきである。
【００８８】
　いくつかの実施形態において、サンプル検出容器１０２はマイクロキャビティ１３６を
取り囲む１つ以上の突出部１４３を含み得る。このような突出部又は支持構造１４３は、
配合時及び使用時にマイクロキャビティ１３６を支持することができる。
【００８９】
　いくつかの従来の既存システムでは、最終的に目的の検体１つだけ（例えば、１コロニ
ー形成単位（ｃｆｕ）の目的菌）が所与の１つのマイクロキャビティ内に得られる確率を
高めるため、多数のマイクロキャビティ、凹部、ウェルなどを用いていた。このような構
成は、所与のサンプル中に存在する目的の検体の数を定量化するのに特に有用であり得る
。この場合、多数のマイクロキャビティを走査して、例えば、目的の検体が存在している
かどうかを特定すると同時に、存在する検体の量を判定することができる。しかし、本発
明者らは、最大１つの（すなわち比較的少量の）目的の検体が所与の１つのマイクロキャ
ビティ内に存在する場合、その１つのマイクロキャビティ内の濃度は比較的低くなり、そ
の結果そのサンプルの検出時間が長くなり得ることを見出した。例えば、サンプルが１０
ｃｆｕの目的菌を含んでおり、１０ｃｆｕが、それぞれ個別のマイクロキャビティ内で得
られた場合、１０ｃｆｕ全てが同一のマイクロキャビティ内で得られた場合よりも存在の
検出に時間を要することになる。
【００９０】
　したがって、本発明者らはマイクロキャビティの数を最小限にできれば、サンプル中に
存在し得る目的の検体の全てが少数のマイクロキャビティ内で一緒に濃縮され、合計の体
積又は全体積が小さくなる可能性が高く、その結果、高濃度になり、検出時間をより一層
短縮できることを見出した。しかしながら、従来の教示では、マイクロキャビティの数を
最小限にすると目的の検体を定量化する能力が減少する又はなくなる（すなわち犠牲にな
る）という理由で、このような構造物は教示されていなかった。ところが、目的の検体の
存在又は不在を決定するための検出時間を大幅に短縮することができる。こうした理由に
より、単一のマイクロキャビティを用いることで特別な利点を得ることができる。
【００９１】
　したがって、いくつかの実施形態において、サンプル検出容器１０２は１０以下のマイ
クロキャビティを含むことができ、いくつかの実施形態においては８以下のマイクロキャ
ビティ、いくつかの実施形態においては５以下のマイクロキャビティ、いくつかの実施形
態においては４以下のマイクロキャビティ、いくつかの実施形態においては３以下のマイ
クロキャビティ、いくつかの実施形態においては２以下のマイクロキャビティ、いくつか
の実施形態においては１以下のマイクロキャビティを含むことができる。簡略化のため、
図１～図３、図４及び図５のマイクロキャビティ１３６は単一のマイクロキャビティとし
て記述されるが、２つ以上のマイクロキャビティを用いる場合は同じ記述が複数のマイク
ロキャビティ１３６に対して適用できると理解されるべきである。
【００９２】
　図３に示すように、いくつかの実施形態において、マイクロキャビティ１３６は開放端
部（開口部又は開口上部）１４４、１つ以上の側壁１４２、底部１４６、及び長手方向軸
Ａを含み得る。図１及び図２に示すように、マイクロキャビティ１３６の長手方向軸Ａは
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、サンプル検出容器１０２及びサンプル検出システム１００の長手方向軸Ａでもあり得る
。いくつかの実施形態において、図に示すように、マイクロキャビティ１３６、サンプル
検出容器１０２及びキャップ１０４は長手方向軸Ａを中心とし得る。長手方向軸Ａは一般
に、マイクロキャビティ１３６の横断面と直交（すなわち横断面に対して直角に配向）し
ており、マイクロキャビティ１３６の開口上部１４４及び底部１４６を通過し得る。この
ようなマイクロキャビティ１３６の横断面は、開口上部１４４と底部１４６との間のマイ
クロキャビティ１３６の高さ沿いであれば、どの場所を選択してもよい。長手方向軸Ａは
垂直軸、又は遠心／沈降の公称軸と称される場合もある。すなわち、サンプル検出容器１
０２内に位置するサンプルが、小半径（例えば卓上）遠心分離機の既知の効力によらず、
遠心下で遠心力を受ける軸を意味する。マイクロキャビティ１３６の他の可能な形状及び
構成を図３Ａ～３Ｃに示し、以下で更に詳細に記載する。
【００９３】
　図３に略台形の断面形状（すなわち円錐台形の三次元形状）を有するマイクロキャビテ
ィ１３６を示す。マイクロキャビティ１３６は、マイクロキャビティ１３６がサンプルの
濃縮物を保持できる形状である限り、様々な形状を含み得ると理解されるべきである。換
言すると、各凹部１３６は、サンプルの濃縮物のためのリザーバ又はウェルをもたらすよ
うな形状及び寸法であり得る。一般に、マイクロキャビティ１３６は、サンプル検出容器
１０２がどの向きであっても、（例えば毛管力により）マイクロキャビティ１３６内に濃
縮物１５４を保持するように構成される（例えば、形状及び寸法である）。
【００９４】
　マイクロキャビティ１３６がウェル、くぼみ、又はこれらの組み合わせのいずれを含む
場合でも、好適な凹部の形状の例としては、様々な多角形、平行六面体、プリズマトイド
、角錐台など、及びこれらの組み合わせが挙げられるがこれらに限定されない。例えば、
マイクロキャビティ１３６は、多面体、円錐、切頭円錐、角錐、接頭角錐、球、部分球、
半球、楕円体、ドーム形状、円筒形、キューブコーナー形状、他の好適な形状、及びこれ
らの組み合わせであってもよい。更にマイクロキャビティ１３６は、平行四辺形、角が丸
みを帯びた平行四辺形、長方形、正方形、円形、半円形、楕円形、半楕円形、三角形、台
形、星形、他の多角形、他の好適な断面形状、及びこれらの組み合わせのうち少なくとも
１つが挙げられるがこれらに限定されない、様々な断面形状（図３に示される垂直断面、
水平断面、又はこれらの組み合わせを含む）を有し得る。
【００９５】
　図１～図３に示すように、サンプル検出容器１０２は、サンプル検出容器１０２の内部
表面のうち少なくとも一部分を画定する壁部１３８（すなわち内部壁）を更に含み得る。
壁部１３８はマイクロキャビティ１３６まで延在し（マイクロキャビティ１３６に向かっ
て先細になり）、壁部１３８の少なくとも一部分はマイクロキャビティ１３６の開口上部
１４４と隣接して位置する。一般に、用語「マイクロキャビティの開口上部と隣接して位
置する」とは、（図示したように）マイクロキャビティ１３６の開口上部１４４の真上、
又はマイクロキャビティ１３６の横断寸法、すなわち上述した代表的なｘ、ｙ寸法の１倍
未満（理想的には０．５倍未満、若しくは０．２５倍未満）である位置の真上まで延在す
る壁部１３８（若しくはその一部分）を意味する。いくつかの実施形態において、代表的
な横断寸法は開口上部１４４の位置のマイクロキャビティ１３６の横断寸法であり得る。
【００９６】
　壁部１３８の少なくとも一部分は、マイクロキャビティ１３６に向かって傾斜しており
、マイクロキャビティ１３６の長手方向軸Ａに対して有効角度αで配向される勾配を有す
る。この有効角度αは、４５°よりも大きく、９０°よりも小さい角であり得る。上述の
ように、上限の９０°では、マイクロキャビティ１３６内への目的の検体の回収が容易で
ある。すなわち、有効角度αは、マイクロキャビティ１３６へのサンプルの回収及び沈降
を最大化するように設定されており、その結果、遠心下で目的の検体（例えば微細物）が
マイクロキャビティ１３６へと誘導される。更に上述したように、下限の４５°では、（
例えば、遠心後、サンプル検出容器１０２を反転させたとき）マイクロキャビティ１３６
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内に保持されていない残存する上澄みをマイクロキャビティ１３６から容易に排流し、保
持された量がマイクロキャビティ１３６によって画定される量とほぼ等しく（又はそれ未
満に）なるようにサンプルの濃縮物がマイクロキャビティ１３６内に単離される。
【００９７】
　いくつかの実施形態において、有効角度αは少なくとも４６°、いくつかの実施形態に
おいては少なくとも４７°、いくつかの実施形態においては少なくとも４８°、いくつか
の実施形態においては少なくとも４９°、いくつかの実施形態においては少なくとも５０
°、いくつかの実施形態においては少なくとも５５°、いくつかの実施形態においては少
なくとも６０°、いくつかの実施形態においては少なくとも６５°、いくつかの実施形態
においては少なくとも７０°であり得る。
【００９８】
　いくつかの実施形態において、有効角度αは８９°以下、いくつかの実施形態において
は８８°以下、いくつかの実施形態においては８７°以下、いくつかの実施形態において
は８６°以下、いくつかの実施形態においては８５°以下、いくつかの実施形態において
は８０°以下、いくつかの実施形態においては７５°以下であり得る。
【００９９】
　いくつかの実施形態において、有効角度αは５０°よりも大きく、９０°よりも小さい
角であり得る。いくつかの実施形態において、有効角度αは５０°～８０°の範囲内、い
くつかの実施形態において、６０°～８０°の範囲内であり得る。
【０１００】
　単に例として、図１～図３、図４及び図５のサンプル検出容器１０２の有効角度αは６
０°である。
【０１０１】
　壁部１３８、具体的にはその有効角度αは、マイクロキャビティ１３６内への目的の検
体の回収、及びマイクロキャビティ１３６内に得られる目的の検体の濃度を制御する。所
望の効果を得るためには、壁部１３８（例えば、壁部１３８の面積）はマイクロキャビテ
ィ１３６（例えば、マイクロキャビティ１３６の開口部の面積）と比較して、大幅に大き
くなければならない。したがって、有効角度αで配向される（及びマイクロキャビティ１
３６と隣接して位置する）壁部１３８の少なくとも一部分は、マイクロキャビティ１３６
の（例えば、長手方向軸Ａに対して直角な向きの）代表的な寸法の少なくとも５倍である
長さ（例えば、図３の長さＬを参照）を有し得る。例えば、いくつかの実施形態において
、壁部１３８（又は有効角度αで配向される、それに該当する部分）は、例えば開口上部
１４４での横断寸法の５倍の長さを有し得る。図３は、マイクロキャビティ１３６の開口
上部１４４の横断寸法Ｘを示している。図３を更に参照すると、図示されている壁部１３
８の長さＬの部分は、明らかに少なくとも５倍の長さを有している。
【０１０２】
　いくつかの実施形態において、壁部１３８は少なくとも１０倍、いくつかの実施形態に
おいては少なくとも１５倍、いくつかの実施形態においては少なくとも２０倍、いくつか
の実施形態においては少なくとも５０倍、いくつかの実施形態においては少なくとも１０
０倍、いくつかの実施形態においては少なくとも２００倍、いくつかの実施形態において
は少なくとも５００倍、いくつかの実施形態においては少なくとも１０００倍の幅を有し
得る。
【０１０３】
　壁部１３８とマイクロキャビティ１３６との間の界面は技術上、重要である（例えば、
マイクロキャビティ１３６内に回収される目的の検体を最大化する一方で、サンプル検出
容器１０２を反転させたときなどに、上澄みをマイクロキャビティの開口上部１４４から
溢れさせ開口上部でピンチオフできる）ことから、開口上部の横断（すなわちｘ、ｙ）寸
法が、一般に本開示において代表的な横断寸法として使用される。ただし、代表的な寸法
が、壁部の長さに対するマイクロキャビティ１３６の大きさを示す限り、他の寸法を代表
的な寸法として使用してもよい。例えば、いくつかの実施形態において、マイクロキャビ
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ティ１３６の底部１４６（例えば、平坦な底部を用いる場合）を使用しても、又は平均横
断寸法の代わりにマイクロキャビティ１３６の高さなどを使用してもよい。
【０１０４】
　壁部１３８の有効角度αを制御することで得られる利点は、特にマイクロキャビティ１
３６の数を最小限にする（例えば、単一のマイクロキャビティである）場合に見出し得る
。マイクロキャビティ１３６の数が、例えば数百又は数千へと増加するにつれ、壁部１３
８の有効角度αが結果に及ぼす効果は減少し得る。例えば、サンプル検出容器１０２の閉
鎖端部１１２が数千のマイクロキャビティを含んでいた場合、サンプル検出容器１０２の
一方の側にあるマイクロキャビティに隣接して位置する壁部１３８の部分は、サンプル検
出容器１０２の反対側（例えば、１８０°反対側）にあるマイクロキャビティに隣接して
位置する壁部１３８の部分の近くにはならない。このような構造では、マイクロキャビテ
ィからのマイクロキャビティ上方の上澄みの排流は、壁部１３８の有効角度αよりも、マ
イクロキャビティを画定する微細構造化された上壁部表面によって制御される可能性が高
くなる。これは、本開示のマイクロキャビティ１３６の数を最小限にするもう一つの理由
である。
【０１０５】
　いくつかの実施形態において、図３に示すように、マイクロキャビティ１３６は、マイ
クロキャビティ１３６の１つ以上の側壁部１４２が対応する底部１４６に対してゼロでな
く、直角でない角度で向けられるように、抜け勾配βを含み得る。いくつかの実施形態に
おいて、抜け勾配βは、マイクロキャビティ１３６の側壁部１４２と、垂直線（すなわち
、平坦な底部１４６と垂直又は直角な直線又は平面）との間の角度として記録され得る。
いくつかの実施形態において、抜け勾配βは約５°、いくつかの実施形態において少なく
とも約１０°、いくつかの実施形態において少なくとも約１２．５°、及びいくつかの実
施形態において少なくとも約１５°であり得る。いくつかの実施形態において、抜け勾配
βは約５０°以下であり、いくつかの実施形態において約３０°以下であり、いくつかの
実施形態において約２５°以下であり、いくつかの実施形態において約２０°以下である
。いくつかの実施形態において、抜け勾配βは約１０°～約１５°の範囲である。いくつ
かの実施形態において、抜け勾配βは１４°である。
【０１０６】
　図３に示す実施形態において、マイクロキャビティ１３６の底部１４６は平坦及び平面
状（すなわち面積を有する）であり、長手方向軸Ａに対して実質的に直角に配向される。
しかし、マイクロキャビティ１３６の他の形状が可能であるため、底部１４６は平面状で
ある必要はないが、開口上部１４４から最も離れた距離にある点又は線を含み得る。更に
、平面状の底部１４６を用いた実施形態であっても、底部１４６は全体的に平坦である必
要はなく、少なくとも一部が湾曲している、平坦である、又はこれらの組み合わせであっ
てもよい。更に、平坦かつ平面状の底部１４６を用いた実施形態であっても、底部１４６
は長手方向軸Ａと直交している必要はない。
【０１０７】
　更に、図３に例示される実施形態において、マイクロキャビティ１３６は、様々な対称
線を有するものとして示されており、底部１４６は、開口部１４４に対して中心合わせさ
れている。しかしながら、凹部１３６は対称線を有さずともよく、底部１４６が（底部１
４６が点、線、又は面積を有しているか否かとは関係なく）凹部１３６の開口部１４４に
対して中央に配置される必要はないことが理解されるべきである。
【０１０８】
　２つ以上のマイクロキャビティ１３６を用いる場合、マイクロキャビティ１３６は同一
の寸法及び形状を有し得る。ただし、マイクロキャビティ１３６の全てが同一の寸法又は
形状である必要はないことを理解されるべきである。すなわち、凹部１３６はすべてが概
ね同じ形状及び大きさに形成されてもよく、同じ又は似た形状であるが異なる大きさのも
のとして形成されてもよく、異なる形状及び大きさのものとして形成されてもよく、ある
いはこれらの組み合わせであってもよい。
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【０１０９】
　図３Ａ～図３Ｃは、本開示の追加実施形態によるサンプル検出容器１０２Ａ、１０２Ｂ
、及び１０２Ｃの拡大図を示す。各サンプル検出容器１０２Ａ、１０２Ｂ、１０２Ｃは、
マイクロキャビティ１３６Ａ、１３６Ｂ、１３６Ｃ、長手方向軸Ａ’、Ａ’’、Ａ’’’
及び各々有効角度α’、α’’、α’’’で配向される壁部１３８Ａ、１３８Ｂ、１３８
Ｃを含む。
【０１１０】
　図３Ａは、壁部１３８Ａが湾曲しており、その結果複合勾配を含むサンプル検出容器１
０２Ａを示す。例えば、有効角度α’、α２’及びα３’を例示目的として示す。しかし
、マイクロキャビティ１３６Ａに隣接して位置する壁部１３８Ａの部分はマイクロキャビ
ティ１３６Ａの開口上部１４４Ａの横断寸法の少なくとも５倍であり、湾曲した壁部１３
８Ａの複合勾配（すなわち複数の有効角度α’、α’’及びα’’’）は各々、４５°よ
りも大きく、９０°よりも小さい。したがって、図３Ａは、複合勾配が、マイクロキャビ
ティの長手方向軸に対して４０°超かつ９０°未満である有効角度αで全て配向され、か
つ勾配域にわたる全長が所望の効果を得るのにほぼ十分な長さ、すなわち開口上部でのマ
イクロキャビティの横断寸法の少なくとも５倍の全長を有する限り、本開示によるサンプ
ル検出容器の「壁部」が湾曲していても、複合勾配を含んでいてもよいことを示している
。
【０１１１】
　図３Ｂは、壁部１３８（又は有効角度α’’で配向される壁部の一部分）とマイクロキ
ャビティ１３６との間に位置する平坦な領域（すなわち、長手方向軸Ａ’’に対して９０
°で配向される）を含むサンプル検出容器１０２Ｂ（又は壁部１３８）を示す。しかし、
平坦な領域はマイクロキャビティ１３６又は壁部１３８と比較して大きな寸法ではなく、
開口上部１４４Ｂでのマイクロキャビティ１３６Ｂの横断寸法Ｘの１倍未満、いくつかの
実施形態においては０．５倍未満、いくつかの実施形態においては０．２５倍未満である
長さＲを有する。サンプル検出容器１０２は、平坦な領域以外、図１～図３のサンプル検
出容器１０２に示したものと実質的に同様である。
【０１１２】
　図３Ｃは円形状の底部及び円形状の開口上部を有するマイクロキャビティ１３６Ｃを示
す。変曲点Ｉは、マイクロキャビティ１３６Ｃが壁部１３８Ｃと、又は有効角度α’’’
で配向する壁部の部分と交わる位置を画定する。記載のように、いくつかの実施形態にお
いて、変曲点Ｉはマイクロキャビティ１３６Ｃの開口上部１４４Ｃを画定でき、このよう
な実施形態においては、マイクロキャビティ１３６Ｃの横断寸法Ｘは変曲点Ｉの高さで計
測される。このようなマイクロキャビティ１３６Ｃに対して湾曲した上面は、成形アーテ
ィファクトにより生じ得る。しかし、本開示の「壁部」１３８Ｃは、マイクロキャビティ
１３６に対して実質的に十分な寸法があり、壁部１３６Ｃは単なる成形アーチファクトで
はない。本開示のサンプル検出容器の「壁部」は、マイクロキャビティに対して相当の寸
法であり、「壁部」は成形加工の単なるアーティファクト（すなわち、例えば意図しない
結果）を意味しない。
【０１１３】
　図１～図３の実施形態を引き続き参照すると、いくつかの実施形態において、マイクロ
キャビティ１３６は（例えば、サンプル検出容器１０２のそれ以外の部分と比較して）、
目的の濃縮物を容易に保持するために表面改質（例えば、親水性／親油性の表面処理又は
コーティングなど）を含み得る。
【０１１４】
　いくつかの実施形態において、図に示すように、サンプル検出容器１０２は、サンプル
検出容器１０２の内部（すなわち「内側」）に概ね面し、かつサンプル検出容器１０２の
内側表面１２４又はその部分を概ね含む、サンプル検出容器１０２の第１の側部１４０に
マイクロキャビティ１３６を含むように記載されている場合がある。特に、第１の側部１
４０は、マイクロキャビティ１３６の開口上部１４４がサンプル検出容器１０２の第１の
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側部１４０に向けて、及びサンプル検出容器１０２の内部に向けて開口しているように、
マイクロキャビティ１３６を形成し得る内側表面１２４を含み得る。サンプル検出容器１
０２は更に、第１の側部１４０及び内側表面１２４それぞれのほぼ反対側である、外側表
面１４９（例えば、図３参照）を有する第２の側部１４１を含み得る。第２の側部１４１
は、サンプル検出容器１０２の外側、例えばサンプル検出容器１０２の反対側に面する場
合がある。結果として、サンプル検出容器１０２内（すなわちマイクロキャビティ１３６
内）に保持される濃縮物は、例えば、サンプル検出容器１０２の少なくとも一部分（例え
ば、閉鎖端部又は底部１１２及び／又は第２の側部１４１）が実質的に透明である実施形
態において、第２の側部１４１から検査され得る。
【０１１５】
　上記のように、いくつかの実施形態において、サンプル検出容器１０２の体積（すなわ
ち、サンプル検出容器１０２の容量）は、約１ｍＬ～約２５０ｍＬの範囲であり得る。結
果として、いくつかの実施形態において、サンプルの体積は、少なくとも約１ｍＬ、いく
つかの実施形態において少なくとも約１０ｍＬ、及びいくつかの実施形態において少なく
とも約１００ｍＬであり得る。いくつかの実施形態において、サンプルの容積は約２００
ｍＬ以下であり、いくつかの実施形態において、約１００ｍＬ以下であり、いくつかの実
施形態において、約７５ｍＬ以下であり、いくつかの実施形態において約５０ｍＬ以下で
ある。いくつかの実施形態において、サンプルの体積は、約１ｍＬ～約１００ｍＬの範囲
である。
【０１１６】
　いくつかの実施形態において、サンプル検出容器１０２が有する濃縮物の体積を保持す
る収容量、及び／又はマイクロキャビティ１３６の体積（若しくは複数のマイクロキャビ
ティ１３６の総体積）は１μＬ以下であり、いくつかの実施形態において５００ナノリッ
トル（ｎＬ）以下、いくつかの実施形態において２５０ｎＬ以下、いくつかの実施形態に
おいて２００ｎＬ以下、いくつかの実施形態において１００ｎＬ以下、いくつかの実施形
態において５０ｎＬ以下、いくつかの実施形態において２５ｎＬ以下及びいくつかの実施
形態において１０ｎＬ以下である。
【０１１７】
　いくつかの実施形態において、マイクロキャビティ１３６内に保持されるサンプルの濃
縮物（又は「保持液」）の体積に対する、サンプル検出容器１０２（すなわち容器１０８
の「貯蔵」部分）の体積の比率は、少なくとも約１００：１（１０２：１）、いくつかの
実施形態において、少なくとも約１０００：１（１０３：１）、いくつかの実施形態にお
いて、少なくとも約１０，０００：１（１０４：１）、いくつかの実施形態において、少
なくとも約１００，０００：１（１０５：１）、いくつかの実施形態において、少なくと
も約１０８：１、いくつかの実施形態において、少なくとも約１０９：１、いくつかの実
施形態において、少なくとも約１０１０：１、及びいくつかの実施形態において、少なく
とも約１０１１：１である。いくつかの実施形態において、サンプル検出容器１０２の体
積の、マイクロキャビティ１３６内の濃縮物の体積に対する比率は、約１００：１～約１
０１１：１の範囲である。
【０１１８】
　いくつかの実施形態において、濃度上昇率（すなわち、マイクロキャビティ１３６内に
保持された生成濃縮物の（すなわち、目的の検体などの高密度の物質の）濃度を初期サン
プルの濃度で乗算して表される比）は、少なくとも約１００：１（１０２：１）であり、
いくつかの実施形態において、少なくとも約１０００：１（１０３：１）、いくつかの実
施形態において、少なくとも約１０，０００：１（１０４：１）、及びいくつかの実施形
態において、少なくとも約１００，０００：１（１０５：１）であり得る。いくつかの実
施形態において、濃度係数は、約１０：１～約１０５：１の範囲である。
【０１１９】
　図４を参照して、サンプル検出方法１５０をここで説明するが、図１～図３のサンプル
検出システム１００を引き続き参照し、マイクロキャビティ１３６は例示目的で概略的に
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示す。
【０１２０】
　図４に示すように、第１工程１５０Ａでは、サンプル１５２はサンプル検出の位置にあ
り、キャップ１０４はサンプル検出容器１０２を閉じるため、サンプル検出容器１０２と
連結され得る。第２工程１５０Ｂに示すように、サンプル検出システム１００（すなわち
サンプル検出容器１０２）はマイクロキャビティ１３６に向かう第１の方向（又は向き）
Ｄ１に遠心され得る。このような遠心プロセスは、サンプル１５２の濃縮物１５４及び上
澄み１５６を形成し、サンプル１５２の高密度物質を含む濃縮物１５４（図５を参照）を
マイクロキャビティ１３６へと移動させることができる。「濃縮物」１５４は一般的に、
遠心プロセスの結果として形成されるサンプル、の沈降物を含むが、また、図５を参照し
て以下でより詳細に記載されるように、サンプルの上澄み、又は希釈剤の少なくとも一部
を含み得る。
【０１２１】
　図４の工程１５０Ｂに示される遠心工程において、マイクロキャビティ１３６に濃縮物
１５４を形成及び保持するために必要な遠心Ｇ力、持続時間、及び／又は周期数は、サン
プル１５２の組成物、目的の検体などの１つ以上によって変動し得る。いくつかの実施形
態において、目的の検体の濃縮に必要なＧ力の規模は、検体の大きさ及び密度、希釈剤の
密度及び速度、並びにサンプル検出容器１０２内のサンプル１５２のサンプルの体積に依
存し得る（すなわち、サンプル検出容器１０２のサンプル１５２の高さが、特定のＧ力下
で検体がマイクロキャビティ１３６に到達するまでに移動する必要がある距離を規定する
）。沈降速度（Ｖ、１秒当たりのセンチメートル（ｃｍ／ｓ））は、等式１を用いて近似
値を与えられる。
　Ｖ＝２ｇａ２（ρ１－ρ２）／９η　　（１）
　式中、ｇ＝加速度（ｃｍ／ｓ２）（すなわち、Ｇ力＝ｇｓ＊９８０ｃｍ／ｓ２）、ρ１
＝検体密度（ｇ／ｃｍ３）、ρ２＝サンプル媒体の密度（例えば希釈剤）（ｇ／ｃｍ３）
、η＝粘度係数（ポワズ）（ｇ／ｃｍ／ｓ）、及びａ＝検体半径（ｃｍ）（球形であるこ
とを想定する）である。いくつかの遠心分離機では、一定の遠心力を作用させることにお
いて、回転速度（例えば、１分当たりの回転（ＲＰＭ））、及び回転中心からのサンプル
の距離によって決定され得る（すなわち、サンプルは、これがローターから離れている場
合に同じ回転速度においてより高いＧ力を経験する）。結果として、マイクロキャビティ
１３６から最も遠い、サンプル１５２中に位置し得る目的の検体を回収するために、ロー
ターの中心とローターに最も近く位置するサンプル１５２の高さとの距離が計算されて、
目的の検体の回収を最大化するためにサンプル１５２中において目的の検体を最も遠い距
離で移動させるために必要なＧ力を推定することができる。
【０１２２】
　上記の等式を使用して沈降速度が計算され得、その後目的の検体（存在する場合）が移
動するべき距離（例えば、最大距離）を、沈降速度で割ることによって、遠心力を作用さ
せる時間（すなわち、持続時間）が計算され得る。あるいは、沈降速度を推定するために
、所望の時間及び距離が使用され得、その後必要なＧ力が等式１を使用して算出され得る
。
【０１２３】
　いくつかの実施形態において、遠心工程におけるＧ力は、いくつかの実施形態において
、少なくとも約５００・ｇ（例えば、地球上、海水位において５００＊９．８ｍ／ｓ２）
、いくつかの実施形態において少なくとも１０００・ｇ、及びいくつかの実施形態におい
て少なくとも約５０００・ｇである。いくつかの実施形態において、遠心工程におけるＧ
力は、１００，０００・ｇ以下、いくつかの実施形態において約５０，０００・ｇ以下、
及びいくつかの実施形態において約１０，０００・ｇ以下である。
【０１２４】
　いくつかの実施形態において、遠心力を作用させる工程の持続時間は少なくとも約１分
、いくつかの実施形態において少なくとも約５分であり、いくつかの実施形態において少
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なくとも約１０分である。いくつかの実施形態において遠心力を作用させる工程は、約１
２０分以下、いくつかの実施形態において約６０分以下、及びいくつかの実施形態におい
て約２０分以下であり得る。
【０１２５】
　図４の工程１５０Ｃに示すように、サンプル検出容器１０２（すなわちサンプル検出シ
ステム１００）は次に、遠心工程から得られる上澄み１５６をマイクロキャビティ１３６
からデカントすると同時に、濃縮物１５４はマイクロキャビティ１３６内に保持されたま
まになるように、反転され得る。用語「反転する」とは、本明細書において向きの変化を
指し、様々な角度に向けることを含み、向きを１８０°変えることに限定されない場合が
ある。マイクロキャビティ１３６は、通常の重力下において濃縮物１５４を保持するよう
に適合され得る（例えば、標準重力下において、すなわち、海水位における地球の重力加
速度の標準的値９．８ｍ／ｓ２）。
【０１２６】
　いくつかの実施形態において、反転工程は、容器１０８を少なくとも２０°（例えば、
－１０°～＋１０°又は０°～＋２０°など）、いくつかの実施形態においては少なくと
も４５°、いくつかの実施形態においては少なくとも６０°、いくつかの実施形態におい
ては少なくとも９０°、及びいくつかの実施形態においては１８０°反転させることを含
むべきである。例えば、図４の工程１５０Ａ及び１５０Ｂに示すように、キャップ１０４
が（例えば、水平面から）－９０°に向けられる実施形態において、容器１０８は、マイ
クロキャビティ１３６内に保持される濃縮物１５４から上澄み１５６を適切に排除するた
めに、少なくとも９０°（例えば、０°まで）又はそれ以上反転させる必要がある。
【０１２７】
　上述のように、本開示のサンプル検出容器の反転速度は、濃縮物１５４がマイクロキャ
ビティ１３６内に実質的に収容され、及び／又は上澄み１５６が排流されるときの乱流か
ら保護されることが保証される限り、厳密に制御する必要はない。
【０１２８】
　図４の工程１５０Ｄに示されるように、マイクロキャビティ１３６内の濃縮物１５４は
その後、（大きな矢印によって表される）サンプル検出容器１０２の外側又は外面から、
すなわち、サンプル検出容器１０２の第２の側部１４１から（例えば光学的に）検査され
得る。大きな矢印は、真下からマイクロキャビティ１３６の方向（すなわちマイクロキャ
ビティの底部１４６）を向いているが、マイクロキャビティ１３６は所望するいかなる方
向からも検査できることを理解されるべきである。上述のように、サンプル検出容器１０
２又は少なくともその一部分は、第２の側部１４１から濃縮物１５４を（例えば、光学的
に）検査することを可能にするために、実質的に透明であり得る。また、このような実施
形態は、一緒に恒久的に連結されたサンプル検出容器１０２及びキャップ１０４を用いて
、検出又は検査工程がサンプル検出システム１００の外側から行われ得るため、キャップ
１０４を検査工程のためにサンプル検出容器１０２から分離する必要がない。また、この
ような実施形態において、図４の工程１５０Ｄに示されるように、上澄み１５６は、検出
／検査プロセスが完了する前に、濃縮物１５４の実質的な蒸発を避けるために、湿度リザ
ーバとして機能し得る。
【０１２９】
　濃縮物１５４の問い合わせは、光学的走査、画像化、上記の方法のいずれかなどの、光
学的検査方法を含む、サンプル中の目的の検体を検出するための、上記の検出方法のいず
れかを含み得る。例えば、蛍光検出法は、マイクロキャビティ１３６の濃縮物１５４に電
磁エネルギーを第１の周波数で向ける工程と、マイクロキャビティ１３６の濃縮物１５４
から放出される電磁エネルギーを第２の周波数で検出する工程とを含む。更なる例として
、比色検出法は、広域周波数（すなわち、広域スペクトル光）でマイクロキャビティ１３
６の濃縮物１５４に電磁エネルギーを放出する工程と、マイクロキャビティ１３６の濃縮
物１５４の透過性及び吸収性のうちの少なくとも一方を検出する工程とを含み得る。
【０１３０】
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　いくつかの実施形態において、マイクロキャビティ１３６は、サンプル検出容器１０２
の第２の側部（又は第２の主要表面）１４１の少なくとも一部分によって形成される底部
１４６を含み、この底部は、マイクロキャビティ１３６の内容物が、サンプル検出容器１
０２の第２の側部１４１から（すなわち、サンプル検出システム１００の外側から）見え
ることができるように、実質的に透明である。このような実施形態において、凹部１３６
のいずれかの側壁は、ウェルの間のクロストークを阻止し、検出、特に光学的検出又は検
査を向上させるように、実質的に不透明であり得る。
【０１３１】
　いくつかの実施形態において、サンプル検出容器１０２の少なくとも一部分は、実質的
に透明な光学窓を含み得る。光学窓は、マイクロキャビティ１３６（及びこれらの内容物
）がサンプル検出容器１０２の外側から、特に、サンプル検出容器１０２の第２の側部１
４１の外側から見えるように、少なくとも一部が、マイクロキャビティ１３６と、同一の
広がりを有する（すなわち、重なる）場合がある。
【０１３２】
　図５は、サンプル検出容器１０２のマイクロキャビティ１３６内に濃縮物１５４が保持
されている、サンプル検出容器１０２の概略的な拡大断面図を示す。図５に示すように、
マイクロキャビティ１３６はサンプル検出容器１０２の内側表面１２４（又は第１の側部
１４０）に形成され得る。
【０１３３】
　いくつかの実施形態において、図５に示されるように、濃縮物１５４は、不溶性物質１
５８及び液体１６０を含む場合があり、これはまた、可溶性物質、及び特に、不溶性物質
１５８よりも低い密度を有する可溶性物質を含み得る。濃縮物１５４、及び特に不溶性物
質１５８（存在する場合）は、目的の検体（例えば、目的の微生物、又は目的の微生物を
表す検体）（サンプル１５２、に存在する場合）を含み得る。液体１６０は、サンプル１
５２の上澄み１５６の少なくとも一部分を含み得る。
【０１３４】
　図４に例示され、かつ先に記載されたサンプル検出方法１５０は、サンプル１５２及び
／又は濃縮物１５４の損失を最小にして、サンプル１５２の濃縮物１５４（すなわち、及
びサンプル１５２に存在し得るいずれかの目的の検体）の効率的な回収をもたらし得る。
例えば、効率的な回収は、図４に例示される遠心工程１５０Ｂ中にサンプル検出容器１０
２へ濃縮物１５４（存在する場合、目的の検体を含む）を本質的に「捕捉する」ことによ
って達成され得る。濃縮物１５４は一般的には、サンプル１５２に存在し得るいずれかの
目的の検体のサンプル１５２、よりも遥かに高い濃度を有し得る。
【０１３５】
　遠心工程で利用される遠心パラメータ、及び／又はサンプル検出容器１０２で利用され
るマイクロキャビティ１３６の数、形状及び寸法に基づき、サンプル検出容器１０２に保
持される濃縮物１５４の質量及び／又は体積が決定され得る。すなわち、サンプル検出容
器１０２（及び／又は遠心工程）は、濃縮するサンプル１５２で所望する目的の検体に応
じて、構成され得る。いくつかの実施形態において、サンプル検出容器１０２のマイクロ
キャビティ１３６の体積は一定であるため、サンプル検出容器１０２は、毎回予測可能な
体積を得るために使用され得る。サンプル検出容器１０２のマイクロキャビティ１３６に
ついて、ここでより詳細に説明する。
【０１３６】
　図５に更に示すように、マイクロキャビティ１３６はサンプル検出容器１０２の内側表
面１２４に形成され得る。いくつかの実施形態において、１つ以上のマイクロキャビティ
１３６は、成形（例えば射出成形）、他の好適な技術、又はこれらの組み合わせが挙げら
れるがこれらに限定されない、様々な微細複製方法を含む、様々な方法で形成され得る。
いくつかの実施形態において、マイクロキャビティ１３６を製造する器具（例えば、成形
型）は、コーティング、鋳造、エッチング（例えば、化学エッチング、機械的エッチング
、反応性イオンエッチングなど、及びこれらの組み合わせ）、アブレーション（例えば、
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レーザーアブレーションなど）、フォトリソグラフィ、ステレオリソグラフィ、微細機械
加工、ローレット加工（例えば、切削ローレット加工若しくは酸強化ローレット加工）、
スコアリング、カッティングなど、又はこれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限
定されない様々な方法によって形成され得る。
【０１３７】
　マイクロキャビティ１３６は、図４及び上記の遠心工程１５０Ｂから生じる濃縮物１５
４を保持するように適合される。
【０１３８】
　図５に例示する実施形態において、マイクロキャビティ１３６は縁部又は角部を（例え
ば、マイクロキャビティの底部１４６に）含むように形成される。このような縁部又は角
部は、濃縮物１５４を凹部１３６内に保持することを促進し、通常の重力において濃縮物
１５４が、凹部１３６から取り除かれるのを阻止する。例えば、濃縮物１５４が高い表面
エネルギーを有するか、又は濃縮物１５４がサンプル検出容器１０２の内側表面１２４を
構成する材料の分子に引きつけられる分子を含む実施形態において、濃縮物１５４は、平
滑な単一の表面よりも、マイクロキャビティ１３６の縁部及び／又は角部に優先的に引き
つけられる（すなわち、濃縮物１５４が２つ以上の表面と接触したままであり得る）場合
がある。
【０１３９】
　上述のように、壁部１３８の有効角度αを制御すると、上澄み１５６が排流されたとき
、すなわち遠心及び反転後に保持される濃縮物１５４の体積を最小化することができる。
特に、４５°よりも大きい有効角度αでは、マイクロキャビティ１３６内に保持されない
残存する上澄みをマイクロキャビティ１３６から容易に排流し、（例えば、遠心後に、サ
ンプル検出容器１０２を反転させたとき）保持される量がマイクロキャビティ１３６によ
って画定される量とほぼ等しく（又はそれ未満に）なるようにマイクロキャビティ１３６
内にサンプル１５２の濃縮物１５４が単離される。
【０１４０】
　すなわち、サンプル検出容器１０２は、マイクロキャビティの体積に対する濃縮物１５
４の保持される総体積の比率が約１となるように構成され得る。いくつかの実施形態にお
いて、マイクロキャビティの体積に対する、（濃縮物１５４の）保持される総体積の比率
は５未満であり、いくつかの実施形態においては２以下、いくつかの実施形態においては
１．５以下、いくつかの実施形態においては１．２５以下であり得る。
【０１４１】
　図５に示すように、有効角度αが６０°の場合、保持される体積はマイクロキャビティ
の体積と等しいか、又はそれ未満であり得る。サンプル検出容器１０２内に保持される体
積が多いと思われる場合の一例を破線１５５で示す。実施例の項の実施例４及び５では、
有効角度αと、マイクロキャビティ１３６の体積に対する保持される総体積の比率との間
の関係に加え、検出時間を実証する。
【０１４２】
　図６及び図７は、本開示の別の実施形態によるサンプル検出システム２００を示したも
のであり、同様の参照符合は同様の要素を表わしている。図６及び図７のサンプル検出シ
ステム２００は、図１～図５に関して上述したサンプル検出システム１００と同一の要素
、特徴、機能のうちの多くを共有する。図６及び図７に図示される実施形態の特徴部及び
要素（並びに特徴部及び要素の代替）をより完全に説明するために、図１～図５に関して
なされた上記説明を参照する。図１～図５に関する上述の特徴のいずれかを、図６及び図
７の実施形態に適用してもよく、その逆も同様である。
【０１４３】
　サンプル検出システム２００は、サンプル検出容器２０２及びキャップ２０４を含む。
図６及び図７に示すように、サンプル検出容器２０２は、閉鎖端部すなわち底部２１２（
例えば、先細の閉鎖端部２１２）及び開放端部２１４を有する伸長管であり得る。単に例
として、キャップ２０４は、サンプル検出容器２０２の開放端部２１４に受容されるよう
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に寸法設定された部分（例えば突起部）２１３を含むものとして図示されている。キャッ
プ２０４は更に、所望する場合にサンプル検出容器２０２からキャップ２０４を容易に取
り外しするためのタブすなわちフランジ２１５を含むものとして図示されている。単に例
として、サンプル検出容器２０２及びキャップ２０４は、スナップフィット型係合により
共に連結されるように構成されている。いくつかの実施形態において、サンプル検出容器
２０２及びキャップ２０４を共に連結するときに容器が密封されるように、サンプル検出
容器２０２及びキャップ２０４の一方又は両方は、それと連結される、又はそれによって
一体化される封止（例えば、Ｏリング）を含み得る。
【０１４４】
　サンプル検出容器２０２の閉鎖端部２１２は、分析されるサンプルの濃縮物を保持する
ように適合された１つ以上のマイクロキャビティ２３６を含み（すなわち、そこで終端さ
れ）得、マイクロキャビティ２３６はサンプル検出容器２０２の開放端部２１４に向かっ
て開口し得る。閉鎖端部２１２は更に、マイクロキャビティ２３６まで延在し、有効角度
αで（すなわち長手方向軸Ａ’に対して）配向される壁部２３８を含み得る。閉鎖端部２
１２は更に、マイクロキャビティ２３６を取り囲む１つ以上の突出部２４３を含み得る。
【０１４５】
　図６及び図７のサンプル検出システム２００と、図１～図５のサンプル検出システム１
００との主な違いは、サンプル検出容器１０２、２０２の全体のサイズ／体積、及びアス
ペクト比（横断寸法（例えば、直径又は幅）に対する長さの比）である。サンプル検出容
器１０２はサンプル検出容器２０２よりもアスペクト比が小さい。
【０１４６】
　加えて、サンプル検出容器１０２はサンプル検出容器２０２の直径よりも大きい横断寸
法（例えば、直径）を有している。結果として、マイクロキャビティ１３６がマイクロキ
ャビティ２３６と同一、又は同一の大きさである場合、サンプル検出容器１０２の横断寸
法（例えば、直径）に対するマイクロキャビティ１３６の比率は、サンプル検出容器２０
２の横断寸法（例えば、直径）に対するマイクロキャビティ２３６の比率よりも低い。
【０１４７】
　しかし、サンプル検出容器１０２及びサンプル検出容器２０２はいずれも、４５°より
大きく、９０°より小さい有効角度αで配向される壁部１３８、２３８を有する。例とし
て、サンプル検出容器２０２は６０°の有効角度αを有する。図１～図３、図４及び図５
並びに図６～図７に示すように構成されたサンプル検出容器を試験し（実施例を参照）、
遠心後にサンプルの一部分を保持しつつ、保持された体積を最小（すなわち、マイクロキ
ャビティ１３６、２３６上方の液滴又は液状の溜まり（liquid hang-ups）を最小）にす
るのに、いずれも有効であることがわかった。
【０１４８】
　図８Ａ～図８Ｄ及び図９Ａ～図９Ｄは、容器を反転させたときの、比較例（図８Ａ～図
８Ｄ）のサンプル検出容器と本開示のサンプル検出容器の流体力学を示す概略図である。
図８Ａ～図８Ｄの比較例は、例示目的として挙げる。実施例８に更に詳しく記載されてい
るように、高速イメージングシステムを使用して、容器の反転時に容器内で起こっている
流体力学の映像を撮影した。図８Ａ～図８Ｄ及び図９Ａ～図９Ｄに示す４つの画像は、映
像の４つの時点から取得した実際のスナップショットから抽出した。様々な有効角度αを
有する他の容器も、図８Ａ～図９Ｄで表われたものと同様の現象を示すことを目視により
観察した。上述のようなこのような反転工程は、一般に、サンプルを濃縮してサンプルの
沈殿物（すなわち、サンプルの最も高密度な部分）をマイクロキャビティへと送るための
遠心工程後に行われるものである。
【０１４９】
　図８Ａ及び図８Ｄのサンプル検出容器は、４５°の有効角度αを備える比較例の容器で
ある。図９Ａ～図９Ｄのサンプル検出容器は、本開示の一実施形態であり、単に例として
６０°の有効角度αを備える。
【０１５０】
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　図８Ａ～図８Ｄ及び図９Ａ～図９Ｄに示すように、容器を傾けると、液体（例えば、サ
ンプルの上澄み）は、容器の下部表面（すなわち、図８Ａ～図８Ｄに示されるような「下
部」表面）に沿って形成される液体の薄膜を通って容器の外へと排流され、その力により
気液界面は更に容器内へと（マイクロキャビティ方向へと）移動する。同時に、空気、液
体及び固体の相が接する接触線は容器の上部表面から滑り落ち、最終的にマイクロキャビ
ティに近づく。容器の上部表面上の接触線がマイクロキャビティの角部に達する前に、気
液界面が容器の底部壁と接触する場合、容器内、すなわちマイクロキャビティの上方に過
剰な液体が残留することになり、その結果マイクロキャビティの体積よりも明らかに大き
い体積が保持されることになる。他方で、残留液体（すなわち、マイクロキャビティ上方
）の体積は、重力によって液滴を取り除くにはまだ小さく、かつ表面張力が妨げとなり過
剰な液体をマイクロキャビティから簡単に排流されない。結果として、本発明者らは、容
器の壁部と相互作用する界面を移動させる力学が、それによってマイクロキャビティの上
方に保持される何らかの過剰な液体の有無を特定する際に重要な役割を果たすことを見出
した。
【０１５１】
　図８Ａ～図８Ｄと図９Ａ～図９Ｄとの比較により示したように、本発明者らは意外にも
、有効角度αが４５°のときは過剰な液体がマイクロキャビティ上方の容器内に残留する
が、有効角度αが６０°（又は、４５°よりも大きい他の有効角度α。６０°は単に例と
して９Ａ～９Ｄに示す）のときは残留しないことを見出した。理論に束縛されるものでは
ないが、本発明者らはこれを２つの関連するメカニズムの結果であり得ると理論付けてい
る。第一に、気液界面と容器内の底部壁との間のピンチオフ事象は、有効角度αが小さい
と、（図８Ａ～図８Ｄとに示すように）マイクロキャビティと隣接して位置する容器壁部
が界面に「近づく」ため、一般的に有効角度αの小さい容器の方が迅速に発生する。第二
に、接触線の速度は、（図９Ａ～図９Ｄに示すように）有効角度αが大きい表面で一般的
に速くなるため（すなわち、反転時）、接触線がマイクロキャビティの縁部に達して、そ
の位置で直ちに、すなわち、４５°ではなく６０°が有効角度αの方が直ちに止まる。
【０１５２】
　図１０～図１４は、本開示の一実施形態によるサンプル検出システム３００を示したも
のであり、同様の参照符合は同様の要素を表わしている。図１０～図１４のサンプル検出
システム３００は、図１～図５及び図６～図７それぞれに関して上述したサンプル検出シ
ステム１００及び２００と同一の要素、特徴、機能のうちの多くを共有する。図１０～図
１４に図示される実施形態の特徴部及び要素（並びに特徴部及び要素の代替）をより完全
に説明するために、図１～図７に関してなされた上記説明を参照する。図１～図５又は図
６～図７に関する上述の特徴のいずれかを、図１０～図１４の実施形態に適用してもよく
、その逆も同様である。
【０１５３】
　サンプル検出システム３００は、図１～図３、図４及び図５のサンプル検出容器１０２
（又は図６～図７のサンプル検出容器２０２）をどのように濾過用構成部品と共に用い得
るかを例示したものであり、この濾過用構成部品を使用すると、サンプル検出容器１０２
を使用してサンプルを濃縮する前に、サンプルを前濾過することができる。単に例として
サンプル検出容器１０２を示しているが、本開示のいかなるサンプル検出容器も代わりに
サンプル検出システム３００に用いられ得ると理解されるべきである。
【０１５４】
　サンプル検出システム３００は、第１の容器（又は「第１の容器アセンブリ」）３０３
（図１０、図１１及び図１４参照）、及び第２の容器（又は「第２の容器アセンブリ」）
３０５（図３、図４及び図５参照）を含み得る。第２の容器３０５はサンプル検出容器１
０２を含み得る。いくつかの実施形態において、サンプル検出システム３００は濃縮物を
形成するためにサンプルを濃縮するのに使用され得（例えば、下記のようなマイクロキャ
ビティ１３６中）、更に、目的の検体に関して、すなわち目的の検体の存在又は不在を検
出するために、濃縮物を検査するために使用され得る。
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【０１５５】
　図１０、図１１及び図１４に示されるように、第１の容器３０３は、サンプル（例えば
、大体積の水性サンプル）を収容するように適合された貯蔵部（又は「第１部」）３０６
、及び存在する場合にサンプルからの目的の検体を保持するように構成され得るフィルタ
ー３１２を含むフィルター部（又は「第２部」）３０８を含む。フィルター部３０８、及
び貯蔵部３０６は、第１の容器３０３を形成するように、取り外し可能に一緒に連結され
るように構成され得る。
【０１５６】
　図１２～図１４に示すように、第２の容器３０５はフィルター部３０８（すなわち、サ
ンプルフィルター部３０８）、及び「検出部」又は「第３部」とも呼ばれる場合があるサ
ンプル検出容器１０２を含み得る。フィルター部３０８はしたがって、第１の容器３０３
及び第２の容器３０５の両方において使用され得る。上述のように、サンプル検出容器１
０２は、第２の容器３０５が遠心力を受けたときサンプルの濃縮物を受容するように適合
され、更に、通常の重力下（例えば、標準重力下、すなわち、海面での地球の重力加速度
の標準値である９．８ｍ／ｓ２）でサンプルの濃縮物の少なくとも一部分を保持するよう
に適合される、マイクロキャビティ１３６を含み得る。
【０１５７】
　一般的に第１の容器３０３は、フィルター部３０８を通じて、及び特に、フィルター３
１２にサンプルを通すことによってサンプルを濾過し、サンプルの濾液及び濾過物を形成
するために使用され得る。フィルター部３０８はその後、第１の容器３０３の貯蔵部３０
６から取り除かれ、第２の容器３０５を形成するためにサンプル検出容器１０２に連結さ
れる。次に、第２の容器３０５はマイクロキャビティ１３６に向けて遠心されて、フィル
ター３１２からの濾過物の少なくとも一部分をマイクロキャビティ１３６へと移動させる
ことができる。このようにして、サンプルの沈降物及び上澄みが形成され得る。上澄みは
、例えば、第２の容器３０５を反転させることによって、マイクロキャビティ１３６から
デカントされ得、かつ濃縮物がマイクロキャビティ１３６に保持され得る。濃縮物は、沈
降物を含む場合があり、これは（サンプル中に存在する場合）１つ以上の目的の検体を含
む場合がある。
【０１５８】
　本開示の代表的なサンプル検出方法は、図１４を参照として以下でより詳細に記載され
る。サンプル検出システム３００はここで、より詳細に記載される。
【０１５９】
　第１の容器３０３、及び具体的に貯蔵部３０６は、例えば、１つ以上の目的の検体につ
いて分析されるサンプルを収容するように適合され得る。第１の容器３０３（又は貯蔵部
３０６）は、所望により、分析されるサンプルに適合する寸法及び形状であり得、貯蔵部
３０６及びフィルター部３０８の形状及び構成は、単に例として示される。
【０１６０】
　貯蔵部３０６及びフィルター部３０８は様々な材料、例えば、限定するものではないが
、図１～図３、図４及び図５のサンプル検出容器１０２及びキャップ１０４に関して上述
した材料から形成され得る。貯蔵部３０６、フィルター部３０８及びサンプル検出容器１
０２は同一の又は異なる材料から形成され得る。
【０１６１】
　貯蔵部３０６は、リザーバ３１８を少なくとも部分的に画定する第１の端部３１４、及
びフィルター部３０８に連結される（すなわち、直接的又は間接的）ように構成された第
２の端部３１６を含み得る。第１の端部３１４は、開放端部又は閉鎖端部のいずれかであ
り得る。単に例として、図１０及び図１１において、第１の端部３１４は閉じられ、第２
の端部３１６は開かれており、それにより、例えば貯蔵部３０６をフィルター部３０８と
連結する前に第２の端部３１６を通じてリザーバ３１８にサンプルを添加することができ
る。しかし、いくつかの実施形態において、第１の端部３１４を通じてリザーバ３１８に
サンプルを添加できるように第１の端部３１４を開放しておくことができ、また第１の端
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部３１４は開いたままでも、カバー又は蓋によって閉じることもできる。
【０１６２】
　図１０に示されるように、第１の容器３０３は、フィルター部３０８及び貯蔵部３０６
を一緒に連結するためフィルター接続アセンブリ３２０を更に含む場合がある。いくつか
の実施形態において、フィルター接続アセンブリ３２０は、貯蔵部３０６に連結される場
合があり（例えば、取り外し可能に又は恒久的に）、いくつかの実施形態において、フィ
ルター接続アセンブリ３２０は、貯蔵部３０６と一体的に形成されてもよい。単に例とし
て、フィルター接続アセンブリ３２０は、貯蔵部３０６とフィルター部３０８とを連結す
るように適合されるものとして、図１０及び図１１に例示されている。
【０１６３】
　図１０に示されるように、いくつかの実施形態において、フィルター接続アセンブリ３
２０は、コネクタ３２２及びガスケット３２４を含み得る。ガスケット３２４は、コネク
タ３２２と貯蔵部３０６とを連結するように構成され得る。いくつかの実施形態において
、図に示すように、ガスケット３２４は貯蔵部３０６の第２の端部３１６内に受容される
ように寸法設定され得、更にコネクタ３２２の第１の端部３２３を受容するように寸法設
定された穴、すなわち開口部３２６を含み得る。例えば、穴３２６はコネクタ３２２の接
続管３２１を受容するように形状及び寸法設定され得る。このような構成は、第１の容器
３０３の内部を周囲雰囲気から密封するために、貯蔵部３０６とフィルター部３０８との
間に封止（例えば、液密封止、密封封止又はこれらの組み合わせ）を形成し、一方で内部
に形成される開口部３２６を通じた貯蔵部３０６とフィルター部３０８との間の流体連通
を維持することを助け得る。ガスケット３２４、コネクタ３２２及び貯蔵部３０６の第２
の端部３１６の形状及び構成は単に例として示されるが、これら要素のいかなる形状及び
構成、並びに相対的な構造も、同じ機能を達成するように用いられ得ると理解されるべき
である。
【０１６４】
　上述のように、コネクタ３２２は、貯蔵部３０６に連結されるように構成された第１の
端部３２３、及びフィルター部３０８に連結されるように構成された第２の端部３２５を
含み得る。単に例として、第２の端部３２５は、上記で説明し、図１及び図２に示したサ
ンプル検出容器１０２上のねじ又はトラック１２３と実質的に同様であるねじ３２７を含
むものとして示されている。コネクタ３２２上のねじ３２７は、フィルター接続アセンブ
３２０及び貯蔵部３０６を連結させるために、フィルター部３０８がフィルター接続アセ
ンブリ３２０に螺着されるようにするために、フィルター部３０８の突出部３２９（図１
２を参照）と協調及び係合する。単に例として（図１２に示すように）、フィルター部３
０８（及び特に、フィルターハウジング３３２）は、サンプル検出システム１００のキャ
ップ１０４上の突出部１２１と実質的に同様である突出部３２９を含み得る。いくつかの
実施形態において、貯蔵部３０６又はフィルター部３０８はそれ自体がフィルター接続ア
センブリ３２０の機構の全てを含むことができる。あるいは、いくつかの実施形態におい
て、貯蔵部３０６及びフィルター部３０８は、互いに直接連結されるように構成され得る
。
【０１６５】
　フィルター部３０８と貯蔵部３０６との（又はフィルター部３０８とサンプル検出容器
１０２との）ねじ式接続を単に例として示すが、いくつかの実施形態において、これら構
成要素間に「摩擦フィット（例えば、圧力フィット）」型又は「スナップフィット」型の
連結手段を用いることによって生産性を強化してもよい。
【０１６６】
　図１０及び図１１に示されるように、フィルター接続アセンブリ３２０（例えば、コネ
クタ３２２）は、特に、貯蔵部３０６の第１の端部３１４が閉じられる実施形態において
、濾過プロセス中において、空気入口として機能し得る、通気ポート３２８及び濾過プラ
グ３３０を更に含む場合がある。フィルタープラグ３３０は、濾過プロセス中において第
１の容器３０３に入ってくる、吸気を濾過するために使用され得る。いくつかの実施形態
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においてフィルタープラグ３３０は、通気ポート３２８からのサンプルの漏れ、及び汚染
物質が通気ポート３２８内に入るのを防ぐために、疎水性材料（例えば、ポリプロピレン
、ポリエチレン、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）又はこれらの組み合わせ）で
形成され得る。
【０１６７】
　フィルター部３０８は、フィルター３１２を収容及び保持するように構成されたフィル
ターハウジング３３２を含む場合がある。単に例として図１２に示すように、フィルター
３１２はフィルターハウジング３３２の第１、すなわち上方表面３３１側に配置され得る
。図１２に更に示されるように、フィルターハウジング３３２の上方表面３３１は、出口
３３９（図１０及び図１１を参照）と流体連通する複数の開口部３３７を含むか、又はそ
の少なくとも一部を画定する。このような出口３３９は、第１の容器３０３及び／又はフ
ィルター部３０８の出口として機能することができ、かつ貯蔵部３０６、フィルター接続
アセンブリ３２０（利用される場合）、及びフィルター部３０８を通じてサンプルを移動
させて濾過工程を行うために吸引源（図示されない）に連結され得る。
【０１６８】
　いくつかの実施形態において、フィルター３１２（例えば、その周辺部）は、フィルタ
ーハウジング３３２に超音波により溶接され得る（例えば、フィルター３１２の周辺部が
上に位置するハウジング３３２内の棚又はフランジ）。このような超音波溶接は、フィル
ター３１２をフィルターハウジング３３２に連結する手段をもたらすことに加えて、密封
封止をもたらすことができる。更にいくつかの実施形態において、フィルター３１２は、
フィルターハウジング３３２と一体的に形成され得るか、又は２つの主要部品間に挟まれ
得る。
【０１６９】
　フィルター部３０８（フィルターハウジング３３２）は、フィルター３１２及び出口３
３９を含む第１の端部３４４、並びに貯蔵部３０６（すなわち、例えばフィルター接続ア
センブリ３２０を介して直接又は間接的に）及びサンプル検出容器１０２に（例えば、取
り外し可能に）連結されるように構成された第２の端部３４５を含み得る。例えば、図１
２に示されるように、いくつかの実施形態において、第２の端部３４５は、フィルター接
続アセンブリ３２０（又はフィルター接続アセンブリ３２０が利用されない場合は貯蔵部
３０６）のねじ３２７とサンプル検出容器１０２のねじ１２３とを連結するためのねじ３
２９を含む。加えて、単に例として、いくつかの実施形態において、第２の端部３４５は
、フィルター接続アセンブリ３２０の第２の端部３２５に受容される（又はその逆）よう
な寸法であり得る。あるいは、フィルター接続アセンブリ３２０が利用されないとき、第
２の端部３４５は、貯蔵部３０６に直接連結されるように構成され得る。
【０１７０】
　加えて、図１０及び図１２に示すように、いくつかの実施形態において、ガスケット（
例えば、Ｏリング）３３５はフィルターハウジング３３２（すなわちフィルター３１２）
とフィルター接続アセンブリ３２０（又はフィルター接続アセンブリ３２０が利用されな
い場合は貯蔵部３０６）との間、及び／又はフィルターハウジング３３２（すなわち、フ
ィルター３１２）とサンプル検出容器１０２との間に用いられ得る。このようなガスケッ
ト３３５は、貯蔵部３０６（例えば、又はフィルター接続アセンブリ３２０）とフィルタ
ー部３０８との間の封止を強化し得る。単に例として、同様のガスケット３３５は、第１
の容器３０３（図１０）及び第２の容器３０５（図１２）で用いられるものとして示され
ている。しかしながら、必ずしもそうである必要はない。
【０１７１】
　上記のように、フィルター３１２は、存在する場合、サンプルからの目的の検体を保持
するように構成され得る。フィルター３１２は、大きさ、電荷、親和性、又は目的の検体
を保持するために好適な手段のいずれかによって構成され得る。上記のフィルター又は膜
のいずれかが、本開示において利用され得る。
【０１７２】
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　特に代表的なフィルター３１２は、例えば、ＴＩＰＳ（熱的に誘発された相分離）プロ
セス、ＳＩＰＳ（溶媒誘発された相分離）プロセス、ＶＩＰＳ（気体誘発された相分離）
プロセス、伸展プロセス、飛跡エッチング、又は電界紡糸（例えば、ＰＡＮ繊維膜）によ
り作製され得る。適切な膜材料は、例えば、ポリオレフィン（例えば、ポリエチレン及び
／又はポリプロピレン）、エチレン－クロロトリフルオロエチレンコポリマー、ポリアク
リロニトリル、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリアミド、ポリスルホン、ポリエー
テルスルホン、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、セルロースエステル及び／又はそれ
らの組み合わせを含む。
【０１７３】
　適切な膜は、多孔質膜又はナノファイバ膜として特徴付けされ得る。ナノファイバフィ
ルタ膜は、例えば、１μｍ未満等の、５μｍ未満の繊維直径を有することができる。ナノ
ファイバ膜は、例えば、ポリアクリロニトリル、ポリフッ化ビニリデン、セルロースエス
テル、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール及び／又はそれら
の組み合わせから調製され得る。
【０１７４】
　特定のＴＩＰＳポリオレフィン膜は、それらが、各ゾーンが異なる細孔微細構造を有す
る、単一の均質化ゾーンの膜構造を保有するように調製され得る。他の場合において、Ｔ
ＩＰＳ膜は、各ゾーンが異なる細孔微細構造を有する、２つ以上のゾーンを含むマルチゾ
ーン膜として調製され得る。マルチゾーンＴＩＰＳ膜は、別々のゾーンを含有することが
できるか、又は代替的に、２つの他の別々のゾーンの間に移行ゾーンを保有することがで
きる。このようなマルチゾーンフィルターは、効果的な溶出のために、本開示のシステム
及び方法において特に有用であり得る。このようなマルチゾーンフィルターを利用する実
施形態において、最小の孔径を含むフィルターの側は、第１の側面３１３として利用され
得る。
【０１７５】
　代表的なフィルター膜としては、例えば、米国特許番号第４，５３９，２５６号、同第
４，７２６，９８９号、同第４，８６７，８８１号、同第５，１２０，５９４号、同第５
，２６０，３６０号、国際特許公開番号第ＷＯ２０１０／０７８２３４号、同第ＷＯ２０
１０／０７１７６４号、ＰＣＴ公開番号第ＷＯ２０１１／１５２９６７号、及び同第ＷＯ
２０１１／１５３０８５号に記載される膜を含む。
【０１７６】
　フィルター３１２は、濾過工程中に貯蔵部３０６に面し、遠心工程中にサンプル検出容
器１０２（及び、特にマイクロキャビティ１３６）に面する第１の側面３１３と、出口３
３９に面する第２の側部３１５とを含み得る。濾過中、サンプルは、フィルター３１２の
第１の側部３１３に保持される濾過物３５１（図１３及び図１４を参照する）、及び濾液
に分離される。上記のように、濾液は、廃棄されるか、又は目的の検体を更に得るために
サンプル処理を通じて再利用されてもよく、ないしは別の方法で処理される。
【０１７７】
　濾過物３５１は、フィルター３１２の第１の側部３１３に保持されるものとして記載さ
れ得るが、これは濾過物３５１がフィルター３１２のいずれの深さにも存在しないことを
必ずしも意味するものではない（広範な孔径分布を持つ多孔性ポリマーフィルムの場合の
ように）。むしろこれは、サンプルがフィルター３１２を通じて第１の側部３１３から第
２の（反対側）側部へと濾過されること、かつ第１の側部３１３が濾過中において貯蔵部
３０６に、及び遠心力の作用中において検出部１０２に、双方に面する、フィルター３１
２の側部であることを意味する。濾過物の少なくともいくらかが、フィルター３１２の第
１の側部３１３の表面下、すなわち、フィルター３１２の深さの少なくともやや内部に存
在する可能性がある。しかしながら、濾過物３５１をフィルター３１２から回収するのに
かなりの時間及び溶出労力を必要とするため、フィルター３１２のあまりに深い場所にサ
ンプルが移動しないようにするため、特定のフィルター、又はフィルターの種類（例えば
、マルチゾーンフィルター）が利用されてもよい。
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【０１７８】
　図１４に示されるように、フィルター部３０８（例えば、フィルターハウジング３３２
）の第２の端部３４５、及びフィルター接続アセンブリ３２０の第２の端部３２５（又は
貯蔵部３０６の第２の端部３１６）が一緒に連結され、第１の向き（例えば直立）で配置
される。サンプル３５２は、所蔵部３０６のリザーバ３１８に添加されてもよく、フィル
ター部３０８の出口３３９は吸引源に連結され得、サンプル３５２は第１の方向Ｄ１でフ
ィルター３１２に向かって濾過され得、サンプル３５２の濾液がフィルター部３０８の外
に移動させ、サンプル３５２の濾過物３５１がフィルター３１２の第１の側部３１３に保
持される。
【０１７９】
　貯蔵部３０６及びフィルター部３０８、又はその一部分は、検出されるサンプルの種類
、量及び／又は大きさ、並びに回収及び検査される濃縮物の種類、量及び／又は大きさに
よって、実質的に透明、不透明（すなわち、実質的に透明でない）又はその中間（例えば
、半透明）であり得、任意の好適な大きさであり得る。
【０１８０】
　図１２～図１４を参照し、第２の容器３０５がここで記載される。上記のように、第２
の容器３０５は、フィルター部３０８及びサンプル検出容器１０２を含み得る。サンプル
検出容器１０２はマイクロキャビティ１３６を含み得る。
【０１８１】
　サンプル検出容器１０２の第１の端部１１２はマイクロキャビティ１３６を含み、第２
端部１１４はフィルター部３０８の第２の端部３４５と連結されるように構成される。図
１２に示すように、いくつかの実施形態において、サンプル検出容器１０２の第２の端部
１１４は、フィルター部３０８（すなわちフィルターハウジング３３２）内に受容される
ように寸法設定され得、また、ねじ１２３は、図１～図３、図４及び図５のサンプル検出
システム１００のキャップ１０４の突出部１２１とねじ１２３が協調及び係合するのと同
じ方法で、フィルター部３０８の突出部３２９（図１２を参照）と協調及び係合するよう
に構成され得る。このような係合は、サンプル検出容器１０２とフィルター部３０８とを
一緒に螺着させる、特に共に取り外し可能に連結することを可能にし得る。しかしながら
、いくつかの実施形態において、フィルター部３０８及び検出部１０２は他の手段（例え
ば、上記のもののいずれか）によって取り外し可能に連結され得、又は、例えば、検出部
１０２及びフィルター部３０８を分離する必要がない実施形態において互いに恒久的に連
結され得る。このような実施形態において、第２の容器３０５全体が使い捨てであっても
よく、検出プロセスの後に廃棄されてもよい。しかしながら、いくつかの実施形態におい
て、サンプル検出容器１０２は代わりに、フィルターハウジング３０８の少なくとも一部
分を受容するような寸法であり得ることが理解されるべきである。
【０１８２】
　単に例として、サンプル検出容器１０２は、サンプル検出容器１０２が第２の容器３０
５の管又はリザーバとして機能し、フィルター部３０８が第２の容器３０５のキャップ又
はカバーとして機能するように、第２の容器３０５の大きい方の部分として例示される。
しかしながら、第２の容器３０５の大きさ、形状、及び相対的な寸法は、特定のサンプル
又は状況に適合するように調節され得ることが理解されるべきである。
【０１８３】
　サンプル検出容器１０２の第１の側部１４０（図２、図３及び図１３）は、一般に第２
の容器３０５の内部に面し、サンプル検出容器１０２の第２の側部１４１は、一般に第２
の容器３０５の外部に面する。第２の側部１４１はしたがってまた、フィルター部３０８
と反対側を向く。結果として、サンプル検出容器１０２に保持される濃縮物は、例えば、
サンプル検出容器１０２の少なくとも一部分（例えば、第１の（閉鎖）端部１１２及び／
又は第２の側部１４１）が実質的に透明である実施形態において、第２の側部１４１から
検査され得る。いくつかの実施形態において、マイクロキャビティ１３６の少なくとも一
部分（例えば、その底部１４６）は、マイクロキャビティ１３６の内容物が第２の側部１
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４１から観察、検出、及び／又は検査されるようにするため、実質的に透明であり得る。
【０１８４】
　図１２及び１３に示されるように、いくつかの実施形態において、濾液を除去し、第１
サンプル濃縮工程を実行するために、濾過工程で使用される、フィルター部３０８の出口
３３９は、例えばキャップ３１７によって封止又は閉鎖され得る。例えば、キャップ３１
７は濾過工程の後、特に第２の容器３０５を形成するようにフィルター部３０８及び検出
部１０２が連結する際に出口３３９に連結され得る。
【０１８５】
　いくつかの実施形態において、目的の検体に関して試験される元のサンプル体積（すな
わち、濾過及び／又は遠心力を作用させる工程を含むいずれかの遠心力を作用させる工程
の前）は、少なくとも約５ｍＬ、いくつかの実施形態においては少なくとも約１０ｍＬ、
いくつかの実施形態においては少なくとも約２５ｍＬ、いくつかの実施形態においては少
なくとも約５０ｍＬ、いくつかの実施形態においては少なくとも約１００ｍＬ、いくつか
の実施形態においては少なくとも約５００ｍＬ、いくつかの実施形態においては少なくと
も約１Ｌ、いくつかの実施形態においては少なくとも約２Ｌ、いくつかの実施形態におい
ては少なくとも約５Ｌ、いくつかの実施形態においては少なくとも約１０Ｌであり得る。
【０１８６】
　いくつかの実施形態において、サンプル検出容器１０２又は第２の容器３０５の体積は
、約１ｍＬ～約２５０ｍＬの範囲であり得る。結果として、いくつかの実施形態において
、サンプルの体積（例えば、元のサンプル３５２の濾過物３５１から形成されるサンプル
、及び濾過後に添加される１つ以上の希釈剤）は、少なくとも約１ｍＬであり得、いくつ
かの実施形態では、少なくとも約１０ｍＬ、及びいくつかの実施形態においては少なくと
も約１００ｍＬである。いくつかの実施形態において、サンプルの容積は約２００ｍＬ以
下であり、いくつかの実施形態において、約１００ｍＬ以下であり、いくつかの実施形態
において、約７５ｍＬ以下であり、いくつかの実施形態において約５０ｍＬ以下である。
いくつかの実施形態において、サンプルの体積は、約１ｍＬ～約１００ｍＬの範囲である
。
【０１８７】
　いくつかの実施形態において、サンプル検出容器１０２内に保持されるサンプルの濃縮
物（又は保持液）の体積に対する、サンプル検出容器１０２又は第２の容器３０５の体積
の比率は、少なくとも１００：１（１０２：１）、いくつかの実施形態において、少なく
とも約１０００：１（１０３：１）、いくつかの実施形態において、少なくとも約１０，
０００：１（１０４：１）、いくつかの実施形態において、少なくとも約１００，０００
：１（１０５：１）、いくつかの実施形態において、少なくとも約１０８：１、いくつか
の実施形態において、少なくとも約１０９：１、いくつかの実施形態において、少なくと
も約１０１０：１、及びいくつかの実施形態において、少なくとも約１０１１：１である
。いくつかの実施形態において、サンプル検出容器１０２内に保持されるサンプルの濃縮
物の体積に対する、サンプル検出容器１０２又は第２の容器３０５の体積の比率は、約１
００：１～約１０１１：１の範囲である。
【０１８８】
　図１～図３、図４、及び図５のサンプル検出システム１００と同様に、いくつかの実施
形態において、濃度上昇率（すなわち、サンプル検出容器１０２内に保持された生成濃縮
物の（すなわち、目的の検体などの高密度の物質の）濃度を初期サンプル（濾過前又は濾
過後）の濃度で乗算して表される比）は、少なくとも約１００：１（１０２：１）であり
、いくつかの実施形態において、少なくとも約１０００：１（１０３：１）、いくつかの
実施形態において、少なくとも約１０，０００：１（１０４：１）、及びいくつかの実施
形態において、少なくとも約１００，０００：１（１０５：１）であり得る。いくつかの
実施形態において、濃度係数は、約１０：１～約１０５：１の範囲である。
【０１８９】
　いくつかの実施形態において、図１０及び図１１の貯蔵部３０６は、少なくとも１ｍＬ
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、少なくとも約５ｍＬ、少なくとも約１０ｍＬ、少なくとも約２５ｍＬ、少なくとも約５
０ｍＬ、少なくとも約１００ｍＬ又は少なくとも約２５０ｍＬの収容量を有し得る。すな
わち、いくつかの実施形態において、貯蔵部３０６の収容量又は体積は、約１ｍＬ～約２
５０ｍＬの範囲であり得、及びいくつかの実施形態において、約１ｍＬ～約１００ｍＬの
範囲であり得る。いくつかの実施形態において、フィルター部３０８、検出部１０２、及
び／又は第２の容器３０５は、約１ｍＬ以下、約２ｍＬ以下、約５ｍＬ以下又は約１０ｍ
Ｌ以下の収容量を有し得る。
【０１９０】
　貯蔵部３０６、フィルター部３０８、及びサンプル検出容器１０２の形状、寸法、及び
連結手段は、先に記載され、図１０～図１４に単に例として例示されている。しかしなが
ら、貯蔵部３０６、フィルター部３０８及び検出部１０２の様々な形状及び寸法が使用さ
れ得ることが理解されるべきである。加えて、様々な連結手段を用いて、貯蔵部３０６と
フィルター部３０８とを、並びにフィルター部３０８とサンプル検出容器１０２とを取り
外し可能に及び／又は恒久的に連結し得るが、例えば、（図示されたような）スクリュー
ねじ、クランプ（例えば、ばね式クランプ、スナップ式クランプなど）；クリップ（例え
ば、ばね式クリップなど）；結束（例えば、結束バンド）；１つ以上の磁石；テープ；接
着剤；粘着剤；面ファスナー；スナップフィット係合（例えば、この場合、フィルターハ
ウジング３０８は押し上げ式キャップとして機能する）；圧力フィット係合（「摩擦フィ
ット係合」又は「締りフィット係合」と呼ばれる場合もある）；熱接着（例えば、構成部
品の一方又は両方に熱及び／又は圧力を加えて連結する）；溶接（例えば音波（超音波な
ど）溶接）；他の好適な連結手段；並びにこれらの組み合わせが挙げられるが、これらに
限定されない。
【０１９１】
　図１４を参照して、サンプル検出方法３５０をここで説明するが、図１０～図１３のサ
ンプル検出システム３００を引き続き参照し、マイクロキャビティ１３６は例示目的で概
略的に示す。
【０１９２】
　サンプル検出方法３５０の第１工程、すなわち、濾過工程が、第１の容器３０３を参照
して先に記載された。濾過工程は場合によりサンプル検出方法３５０の第１濃縮工程と称
される場合があり、その後の遠心工程は第２濃縮工程と称される場合があり、よってサン
プル検出方法３５０は、目的の検体に関して検査され得るサンプルの濃縮物を得るために
、２つの濃縮工程を含むものとして記載され得る。
【０１９３】
　フィルター３１２の第１の側部３１３に保持されるサンプル３５２の濾過物３５１はそ
の後、溶出、攪拌、洗浄、フィルター３１２から濾過物３５１を回収するための好適な手
段、又はこれらの組み合わせが挙げられるがこれらに限定されない様々な手段を使用して
、フィルター３１２から回収され得る。例えば、いくつかの実施形態において、濾過物３
５１の回収には、１つ以上の希釈剤（例えば、溶出溶液及び／又は洗浄溶液）をフィルタ
ー部３０８（又は第２の容器３０５）に追加する工程を含み得る。溶出溶液は、濾過物３
５１とフィルター３１２との間の親和性を断絶させることによってフィルター３１２から
濾過物３５１を溶出させるように構成され得る。いくつかの実施形態において、１つ以上
の希釈剤がフィルター部３０８に追加された後、検出部１０２がフィルター部３０８に連
結されて第２の容器３０５を形成することができ、第２の容器３０５は、濾過物３５１を
フィルター３１２から回収するのを補助するために攪拌され得る。したがって、濾過物３
５１及び添加されるいずれかの希釈剤を含む、新しい「サンプル」３５２’が形成され得
る。
【０１９４】
　特に、図１０～図１４に例示される実施形態において、第２の容器３０５の形成におい
て、サンプル検出容器１０２の第２の（開放）端部１１４は、フィルター部３０８の第２
（開放）端部３４５に挿入され得、フィルター部３０８の突出部３２９とサンプル検出容
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器１０２のねじ１２３とが一緒に螺着され得る。
【０１９５】
　次に図１４の第３工程に示すように、第２の容器３０５を第２の向きに反転させ、サン
プル検出容器１０２に向かう第２の方向（又は向き）Ｄ２に遠心させ得る（図１４の第４
工程を参照）。このような遠心処理により、元のサンプル３５２（及び濾過されたサンプ
ル３５２’）のうち、より高密度の物質を含む濃縮物３５４が、サンプル検出容器１０２
へ、特にサンプル検出容器１０２内に形成されるマイクロキャビティ１３６へと移動され
得る。「濃縮物」３５４は一般的に、遠心処理の結果として形成されるサンプル３５２、
３５２’の沈降物を含むが、上述のように、サンプル３５２、３５２’の上澄み、又は希
釈剤の少なくとも一部も含み得る。
【０１９６】
　図１４の第４工程に示す遠心工程は、一般に上述のような図４の遠心工程１５０Ｂに準
拠し、マイクロキャビティ１３６内のサンプル３５２、３５２’の濃縮物３５４、及びサ
ンプルの上澄み３５６を形成する。
【０１９７】
　次に、図１４の第５工程に示されるように、第２の容器３０５は、遠心後、濃縮物３５
４がマイクロキャビティ１３６に保持されたままである一方で、遠心工程の結果生じる上
澄み３５６がマイクロキャビティ１３６からデカントされるように、反転される。図１４
の第５工程に示す反転工程は、一般に上述のような図４の反転工程１５０Ｃに準拠し得る
。
【０１９８】
　次に、図１４の最終（第６）工程に示すように、マイクロキャビティ１３６内の濃縮物
３５４は、大きい矢印で表されるように検査（例えば、光学的に検査）され得る。大きな
矢印は、真下からマイクロキャビティ１３６の方向を向いているが、マイクロキャビティ
１３６は所望するいかなる方向からも検査できることを理解されるべきである。図１４の
検査（又は検出）工程は、一般に上述のような図４の検査工程１５０Ｄに準拠し得る。
【０１９９】
　図１４に示すように、いくつかの実施形態において、第２の容器３０５のフィルター部
３０８及びサンプル検出容器１０２は、遠心工程、反転工程、及び検出又は検査工程中に
、（例えば、取り外し可能な連結又は恒久的な連結により）一緒に連結されたままであり
得、上澄み３５６は、検出／検査処理が完了する前に、濃縮物３５４の実質的な蒸発を避
けるために、湿度リザーバとして機能し得る。
【０２００】
　いくつかの実施形態において、上澄み３５６は第２の容器３０５から取り除かれ、後続
の処理工程（例えば、反復した遠心工程）で廃棄又は使用され得る。
【０２０１】
　それぞれ図１４に例示され、かつ先に記載されたサンプル検出方法３５０は、サンプル
３５２、３５２’及び／又は濃縮物３５４の損失を最小にして、サンプル３５２、３５２
’の濃縮物３５４（すなわち、及びサンプル３５２、３５２’に存在し得るいずれかの目
的の検体）の効率的な回収をもたらし得る。例えば、効率的な回収は、図１４の第４工程
において例示される遠心力を作用させる工程中における検出部１０２の濃縮物３５４（存
在する場合、目的の検体を含む）を本質的に「捕捉する」ことによって達成され得る。濃
縮物３５４は一般的には、サンプル３５２、３５２’に存在し得た、いずれかの目的の検
体のサンプル３５２、３５２’よりも遥かに高い濃度を有し得る。
【０２０２】
　上述され、図に示された実施形態は、単に例として示され、本開示の概念及び原理にお
ける限定を意図しない。このように、要素並びにそれらの構成及び配列における様々な変
化が、本開示の趣旨及び範囲から逸脱することなく可能であることは、当業者であれば認
識するであろう。
【０２０３】
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　本明細書において引用された全ての参照及び刊行物は、その全体が参照することによっ
て本開示に明確に援用される。
【０２０４】
　以下の実施形態は、本開示の説明を目的としたものであって、限定するものではない。
【０２０５】
　実施形態
　１．サンプルを収容及び濃縮して、目的の検体が存在する場合にはそれを検出するよう
に適合されたサンプル検出容器であり、該容器が、
　サンプルを受容するように構成された開放端部と、
　マイクロキャビティを含む閉鎖端部であって、該マイクロキャビティは開口上部、底部
、及びマイクロキャビティの横断面に対して垂直である長手方向軸を含み、目的のサンプ
ルを保持するための毛管力をもたらすように構成されたマイクロキャビティである、閉鎖
端部と、
　マイクロキャビティまで延在する壁部であって、マイクロキャビティの開口上部と隣接
して位置する該壁部のうち少なくとも一部分は、マイクロキャビティの長手方向軸に対し
て有効角度αで配向される勾配を有し、該有効角度αは４５°より大きく、９０°より小
さく、有効角度αで配向される、マイクロキャビティの開口上部と隣接して位置する壁部
のうち少なくとも一部分は、マイクロキャビティの開口上部の横断寸法の少なくとも５倍
の長さを有する壁部と、を含む。
　２．実施形態１のサンプル検出容器であって、長手方向軸はマイクロキャビティの開口
上部及び底部を通過する。
　３．実施形態１又２のサンプル検出容器であって、マイクロキャビティは単一のマイク
ロキャビティである。
　４．実施形態１～３のいずれかのサンプル検出容器であって、サンプル検出容器は１０
以下のマイクロキャビティを含む。
　５．実施形態１～４のいずれかのサンプル検出容器であって、サンプル検出容器は５以
下のマイクロキャビティを含む。
　６．実施形態１～５のいずれかのサンプル検出容器であって、マイクロキャビティは、
サンプルを含む容器が遠心力を受けるときサンプルの濃縮物を受容するように構成され、
かつ該マイクロキャビティは通常の重力下でサンプルの濃縮物の少なくとも一部分を保持
するように適合される。
　７．実施形態１～６のいずれかのサンプル検出容器であって、有効角度αは、遠心力下
でマイクロキャビティ内にサンプルを濃縮させるのに十分でありながら、サンプル検出容
器の反転時に、マイクロキャビティの開口上部によって画定される面の上方に位置する液
体が過剰にならないように、上澄みを十分に排流してマイクロキャビティ内にサンプルの
濃縮物を保持するのに十分な角度である。
　８．実施形態１～７のいずれかのサンプル検出容器であって、マイクロキャビティは体
積を有し、マイクロキャビティ及び壁部は、マイクロキャビティの体積に対する、サンプ
ル検出容器内に保持される濃縮物の体積の比が２以下となるように構成される。
　９．実施形態１～８のいずれかのサンプル検出容器であって、マイクロキャビティは体
積を有し、マイクロキャビティ及び壁部は、マイクロキャビティの体積に対する、サンプ
ル検出容器内に保持される濃縮物の体積の比が１．５以下となるように構成される。
　１０．実施形態１～９のいずれかのサンプル検出容器であって、マイクロキャビティは
体積を有し、マイクロキャビティ及び壁部は、マイクロキャビティの体積に対する、サン
プル検出容器内に保持される濃縮物の体積の比が１以下となるように構成される。
　１１．実施形態１～１０のいずれかのサンプル検出容器であって、有効角度αは少なく
とも５０°である。
　１２．実施形態１～１１のいずれかのサンプル検出容器であって、有効角度αは少なく
とも６０°である。
　１３．実施形態１～１２のいずれかのサンプル検出容器であって、有効角度αは８０°
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以下である。
　１４．実施形態１～１３のいずれかのサンプル検出容器であって、有効角度αは５０°
～８０°の範囲である。
　１５．実施形態１～１４のいずれかのサンプル検出容器であって、マイクロキャビティ
が更に側壁を含み、該側壁は、少なくとも１０°の抜け勾配を有する。
　１６．実施形態１～１５のいずれかのサンプル検出容器であって、サンプル検出容器は
少なくとも１種のポリオレフィン、環状オレフィンコポリマー、ポリカーボネート、アク
リル樹脂、ポリスチレン、又はこれらの組み合わせから形成される。
　１７．実施形態１～１６のいずれかのサンプル検出容器であって、マイクロキャビティ
の開口上部と隣接して位置する壁部のうち少なくとも一部分は、少なくとも６５°の静的
な水表面接触角を有する。
　１８．実施形態１～１７のいずれかのサンプル検出容器であって、マイクロキャビティ
の開口上部と隣接して位置する壁部のうち少なくとも一部分は、少なくと２５°の動的な
水表面後退接触角を有する。
　１９．実施形態１～１８のいずれかのサンプル検出容器であって、マイクロキャビティ
の開口上部と隣接して位置する壁部のうち少なくとも一部分は、５００ｎｍ未満の粗さ平
均値（Ｒａ）を特徴とする表面粗さを有する。
　２０．実施形態１～１９のいずれかのサンプル検出容器であって、マイクロキャビティ
は１マイクロリットル以下の容積に規定される。
　２１．実施形態１～２０のいずれかのサンプル検出容器であって、マイクロキャビティ
は１００ナノリットル以下の容積に規定される。
　２２．実施形態１～２１のいずれかのサンプル検出容器であって、マイクロキャビティ
は１０ナノリットル以下の容積に規定される。
　２３．実施形態１～２２のいずれかのサンプル検出容器であって、マイクロキャビティ
の底部は、マイクロキャビティの内容物がサンプル検出容器の外側から見えるように実質
的に透明である。
　２４．実施形態２３のサンプル検出容器であって、マイクロキャビティの側壁が実質的
に不透明である。
　２５．実施形態１～２４のいずれかのサンプル検出容器であって、マイクロキャビティ
は試薬を含む。
　２６．実施形態２５のサンプル検出容器であって、試薬は少なくとも１つの基質、酵素
、増殖試薬、細胞溶解試薬、又はこれらの組み合わせを含む。
　２７．実施形態１～２６のいずれかのサンプル検出容器であって、目的の検体は少なく
とも１つの大腸菌及び大腸菌類を含む。
　２８．実施形態１～２７のいずれかのサンプル検出容器であって、サンプルは水である
。
　２９．サンプル中に目的の検体が存在する場合に、それを検出するためのシステムであ
って、該システムは、
　フィルター部を含む第１の容器アセンブリであって、フィルター部はフィルターを含み
、フィルターは第１の側部を有し、第１の側部上にサンプルの濾過物を含む、第１の容器
アセンブリと、
　実施形態１～２８のいずれかのサンプル検出容器に連結されたフィルター部を含む第２
の容器アセンブリであって、フィルター部及びサンプル検出容器が、フィルターの第１の
側部がサンプル検出容器のマイクロキャビティと面するように、一緒に連結される第２の
容器アセンブリと、を含む。
　３０．サンプル中に目的の検体が存在する場合にそれを検出する方法であって、該方法
は、
　実施形態１～２８のいずれかのサンプル検出容器を提供する工程と、
　サンプル検出容器内にサンプルを配置する工程と、
　マイクロキャビティに向けてサンプル検出容器を遠心し、サンプルの沈降物及び上澄み
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を形成する工程と、
　サンプル検出容器を遠心した後、サンプル検出容器を反転させ、サンプルの濃縮物がマ
イクロキャビティに保持されるように、マイクロキャビティから上澄みの少なくとも一部
分をデカントする工程であって、濃縮物が沈降物を含む工程と、を含む。
　３１．実施形態３０の方法であって、目的の検体についてマイクロキャビティ内の濃縮
物を検査する工程を更に含む。
　３２．サンプル中に目的の検体が存在する場合にそれを検出する方法であって、該方法
は、
　フィルター部を含む第１の容器アセンブリを提供する工程であって、フィルター部はサ
ンプルからの目的の検体を保持するように構成されたフィルターを含み、フィルターは第
１の側部を有し、第１の側部上にサンプルの濾過物を含む、工程と、
　フィルター部を実施形態１～２８のいずれかのサンプル検出容器と連結して第２の容器
アセンブリを形成する工程であって、フィルターの第１の側部がサンプル検出容器のマイ
クロキャビティに面するように、フィルター部とサンプル検出容器とを一緒に連結する、
工程と、
　マイクロキャビティに向けて第２の容器アセンブリを遠心し、濾過物をフィルターから
サンプル検出容器のマイクロキャビティに移動させ、サンプルの沈降物及び上澄みを形成
する工程と、
　第２の容器アセンブリを遠心した後、第２の容器アセンブリを反転させ、サンプルの濃
縮物が第２の容器アセンブリのサンプル検出容器のマイクロキャビティに保持されるよう
に、サンプル検出容器から上澄みの少なくとも一部分をデカントする工程であって、濃縮
物が沈降物を含む、工程と、を含む。
　３３．実施形態３２の方法であって、目的の検体についてマイクロキャビティ内の濃縮
物を検査する工程を更に含む。
　３４．サンプル中の目的の検体の存在を検出する方法であって、存在する場合、該方法
は、
　サンプルを収容するように適合された貯蔵部、及び貯蔵部に取り外し可能に連結される
ように適合されたフィルター部を含む第１の容器アセンブリを提供する工程であって、該
フィルター部はサンプルから目的の検体を保持するように構成されたフィルターを含み、
該フィルターは第１の側部を含む、工程と、
　貯蔵部からフィルターの第１の側部へと第１方向にサンプルを移動させることによって
サンプルを濾過し、フィルターの第１の側部にサンプルの濾過物を形成する一方でサンプ
ルの濾液を除去する工程と、
　第１の容器アセンブリの貯蔵部及びフィルター部を分離する工程と、
　フィルター部を実施形態１～２８のいずれかのサンプル検出容器と連結して第２の容器
アセンブリを形成する工程であって、フィルターの第１の側部がサンプル検出容器のマイ
クロキャビティに面するように、フィルター部とサンプル検出容器とを一緒に連結する、
工程と、
　第２の容器アセンブリを遠心して、フィルターから第２の容器アセンブリのサンプル検
出容器のマイクロキャビティへと第２の方向に濾過物を移動させ、サンプルの沈降物及び
上澄みを形成する工程であって、第２の方向は第１の方向と異なる、工程と、
　第２の容器アセンブリを遠心した後、第２の容器アセンブリを反転させ、サンプルの濃
縮物がサンプル検出容器のマイクロキャビティに保持されるように、サンプル検出容器か
らサンプルの上澄みの少なくとも一部分をデカントする工程であって、濃縮物が沈降物を
含む工程と、
　目的の検体に関して、マイクロキャビティの濃縮物を検査する工程と、を含む。
　３５．実施形態３１、３３及び３４のいずれかの方法であって、目的の検体が存在する
場合、それを３時間未満でマイクロキャビティ内で検出する。
　３６．実施形態３１、３３～３５のいずれかの方法であって、反転後及び検査前にサン
プル検出容器を培養する工程を更に含む。



(44) JP 6240785 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

　３７．実施形態３１、３３～３６のいずれかの方法であって、マイクロキャビティ内の
濃縮物を検査する工程は、吸収度、透過性、蛍光、化学発光、及びこれらの組み合わせの
うち少なくとも１つに関して検査する工程を含む。
　３８．実施形態３１、３３～３７のいずれかの方法であって、マイクロキャビティ内の
濃縮物を検査する工程が、マイクロキャビティ内の濃縮物を光学的に検査する工程を含む
。
　３９．実施形態３８の方法であって、光学的に検査する工程が、マイクロキャビティ内
の濃縮物の蛍光性を検査する工程を含む。
　４０．実施形態３８又は３９の方法であって、光学的に検査する工程は、
　マイクロキャビティ内の濃縮物に向かって第１の周波数で電磁エネルギーを向ける工程
と、
　マイクロキャビティ内の濃縮物から放出される、第２の周波数の電磁エネルギーを検出
する工程と、を含む。
　４１．実施形態３８の方法であって、光学的に検査する工程は、濃縮物を比色的に検査
する工程を含む。
　４２．実施形態３８又は４１の方法であって、光学的に検査する工程は、
　マイクロキャビティ内の濃縮物に対して、広範な周波数の電磁波を放射する工程と、
　マイクロキャビティ内の濃縮物の少なくとも一部分の透過性及び吸収度の少なくとも一
方を検出する工程と、を含む。
　４３．実施形態３１、３３～４２のいずれかの方法であって、マイクロキャビティ内の
濃縮物を検査する工程は、目的の検体の指標である光を検出する工程を含む。
　４４．実施形態３１、３３～４３のいずれかの方法であって、マイクロキャビティ内の
濃縮物を検査する工程は、吸収度、反射率及び蛍光のうち少なくとも１つによって光を検
出する工程を含む。
　４５．実施形態３１、３３～４４のいずれかの方法であって、マイクロキャビティ内の
濃縮物を検査する工程は、目的の検体を免疫学的に検出する工程を含む。
　４６．実施形態３１、３３～４５のいずれかの方法であって、マイクロキャビティ内の
濃縮物を検査する工程は、目的の検体を遺伝学的に検出する工程を含む。
　４７．実施形態３１、３３～４６のいずれかの方法であって、マイクロキャビティ内の
濃縮物を検査する工程は、サンプル中の生細胞から放出された酵素を検出する工程を含む
。
　４８．実施形態３１、３３～４７のいずれかの方法であって、マイクロキャビティ内の
濃縮物を検査する工程は、目的の検体を比色、蛍光定量、発光測定、又はこれらの組み合
わせにより検出する工程を含む。
　４９．実施形態３１、３３～４８のいずれかの方法であって、マイクロキャビティは、
サンプル検出容器の第１の側部に形成され、第１の側部は遠心中にフィルター部に面する
ように配置され、サンプル検出容器は第１の側部と反対側の第２の側部を更に含み、マイ
クロキャビティ内の濃縮物を検査する工程は、マイクロキャビティ内の濃縮物をサンプル
検出容器の第２の側部から検査する工程を含む。
　５０．実施形態４９の方法であって、検出部の第２の側部は、実質的に透明な光学窓を
含む。
　５１．実施形態５０の方法であって、光学窓は、マイクロキャビティの少なくとも一部
分と同一の広がりを有する。
　５２．実施形態３１、３３～５１のいずれかの方法であって、第２の容器アセンブリの
フィルター部及びサンプル検出容器が、遠心工程、反転工程、及び検査工程中に一緒に連
結されたままである。
　５３．実施形態３１、３３～５２のいずれかの方法であって、マイクロキャビティ内の
濃縮物を検査する工程は、第２の容器アセンブリのサンプル検出容器が第２の容器アセン
ブリのフィルター部に連結されたままである間に行われ、それにより上澄みが湿度リザー
バとして機能する。
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　５４．実施形態３１、３３～５３のいずれかの方法であって、上澄みが湿度リザーバと
して機能するように、検査工程中、第２の容器アセンブリ内に位置する。
　５５．実施形態３０～５４のいずれかの方法であって、フィルター部に溶出溶液を添加
する工程を更に含み、溶出溶液はフィルターから濾過物を溶出させるように適合される。
　５６．実施形態３０～５５のいずれかの方法であって、フィルター部に溶出溶液を添加
する工程は、フィルター部をサンプル検出容器に連結して第２の容器アセンブリを形成す
る前に行われる。
　５７．実施形態３０～５６のいずれかの方法であって、遠心工程の前に第２の容器アセ
ンブリのうち少なくともフィルター部を攪拌する工程を更に含み、攪拌はフィルターから
濾過物を取り除くのを助ける。
　５８．実施形態３０～５７のいずれかの方法であって、第２の容器アセンブリを遠心す
る前にフィルター部に希釈剤を添加する工程を更に含む。
　５９．実施形態３０～５８のいずれかの方法であって、第２の容器アセンブリを遠心す
る前に第２の容器アセンブリを攪拌する工程を更に含む。
　６０．実施形態３０～５９のいずれかの方法であって、攪拌は第２の容器アセンブリが
第１の向きにあるときに行われ、遠心は第２の向きで行われ、第２の向きは第１の向きと
異なる。
　６１．実施形態３０～６０のいずれかの方法であって、サンプル中に微生物が存在する
場合にそれを増殖させるため、遠心前に容器を培養する工程を更に含む。
　６２．実施形態２９のシステム又は実施形態３０～６１のいずれかの方法であって、フ
ィルターは、ポリオレフィン多孔質膜、エチレンクロロトリフルオロエチレンコポリマー
多孔質膜、ポリアクリロニトリル多孔質膜、ポリカーボネート多孔質膜、ポリエステル多
孔質膜、セルロースエステル多孔質膜、ポリアミド多孔質膜、ポリエーテルスルホン多孔
質膜、ポリスルホン多孔質膜、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）多孔質膜、ポリアクリ
ロニトリルナノ繊維膜、ＰＶＤＦナノ繊維膜、セルロースエステルナノ繊維膜、ポリビニ
ルアセテート、又はアルコールナノ繊維膜、若しくはポリビニルブチラールナノ繊維膜、
又はこれらの組み合わせのうちの少なくとも１つを含む。
　６３．実施形態２９若しくは６２のシステム又は実施形態３０～６２のいずれかの方法
であって、該フィルターは、
　熱相分離（ＴＩＰＳ）プロセスによって形成される膜と、
　ナノ繊維膜のうちの少なくとも一方と、を含む。
　６４．実施形態２９、６２及び６３のいずれかのシステム、又は実施形態３０～６３の
いずれかの方法であって、フィルターは、多孔性ごとの複数のゾーンを含み、フィルター
の第１の側部が最小の多孔性ゾーンを含む。
【０２０６】
　以下の実施例は、本開示の説明を意図するものであって、限定することを意図するもの
ではない。
【実施例】
【０２０７】
　定義
　・ＳＭＤ：単一マイクロキャビティのデバイス
　・マイクロキャビティ：マイクロキャビティは熱可塑性又は熱硬化性材料で適切に形成
される。マイクロキャビティは、開口上部、１つ以上の側壁及び底部（すなわち、底）を
有する、二次元（例えば、断面）形状（例えば、正方形、六角形、円形）であることを特
徴とする。マイクロキャビティの概算の体積は、以下の式で計算される：
　Ｖ＝１／３ｈ（Ａ１＋Ａ２＋√Ａ１．Ａ２）
　ここで、ｈは深さ／高さ、Ａ１は底部の面積、及びＡ２は開口上部の面積である。
【０２０８】
　体積は、（ｉ）底部の面積、（ｉｉ）開口上部の面積、（ｉｉｉ）（ｉ）及び（ｉｉ）
の積の平方根を合計し、次に、求めた合計を深さ（高さ）で乗算し、３で除算して算出さ
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れる。
【０２０９】
　・開始：画像上で蛍光が最初に観察される時間。マイクロキャビティの画像が、一定の
間隔（例えば、１時間、２時間、３時間など）でとられる。実施例において記録される時
間は、画像において蛍光が最初に観察される時間を表す。実際の開始時間は、蛍光を呈す
る画像と前の画像との間の時間である。
【０２１０】
　材料及び器具
　・ＣＯＣ－Ｓ－０４－透明な環状オレフィンコポリマー、高水分バリア；Ｔｏｐａｓ（
登録商標）８００７Ｓ－０４、Ｔｏｐａｓ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ　Ｇｍ
ｂｈ（Ｆｌｏｒｅｎｃｅ，ＫＹ）製
　・ＰＭＭＡ－ＷＦ１００ポリ（メチルメタクリレート）、Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ　Ｒａ
ｙｏｎ　Ｃｏ　Ｌｔｄ（Ｔｏｋｙｏ，Ｊａｐａｎ）製
　・Ｃｏｌｉｌｅｒｔ（商標）培養物－Ｃｏｌｉｌｅｒｔ（商標）大腸菌類／大腸菌試験
培養物、ＩＤＥＸＸ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｗｅｓｔｂｒｏｏｋ，ＭＥ
）製。培養物は、実施例のため、１００ｍＬの滅菌水として、１００ｍＬサンプルとして
Ｓｎａｐ　Ｐａｃｋからの培養物を混合して調製された。
　・フィルターＡ－使用される装置にフィットする３０ｍｍ直径、ＰＣＴ特許公開番号第
ＷＯ　２０１１／１５６２５１号、表題「Ｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎ
ｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」の実施例及び記載に従って調製されたポリエチレングリコール（Ｒ
１９３３－７／ＰＥＧ）でコーティングされた０．３４μｍマルチゾーンＴＩＰＳ膜。膜
は、ＰＣＴ特許公開番号第ＷＯ　２０１１／１５３０８５号、表題「ＰＲＯＣＥＳＳ　Ｆ
ＯＲ　ＭＡＫＩＮＧ　ＣＯＡＴＥＤ　ＰＯＲＯＵＳ　ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ」に記載の材料
及び手順を使用して、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）でコーティングされた。
　・フィルターＢ－使用される装置にフィットする３０ｍｍ直径のＩｓｏｐｏｒｅ膜、０
．４０μｍポリカーボネート、Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ（Ｂｉｌｌｅｒｉｃａ，ＭＡ）製
　・フィルターＣ－使用される装置にフィットする３０ｍｍ直径、ＭＦ－Ｍｉｌｌｉｐｏ
ｒｅ　Ｍｅｍｂｒａｎｅ（型番ＨＡＷＰ、０．４５μｍ混合セルロースエステル）、Ｍｉ
ｌｌｉｐｏｒｅ（Ｂｉｌｌｅｒｉｃａ，ＭＡ）製
　・多目的遠心管－双方ともＥｐｐｅｎｄｏｒｆ（Ｈａｕｐｐａｕｇｅ　ＮＹ）により製
造された、スイングバケットローター（Ａ－４－８１）を備える、多目的遠心管（モデル
５８１０Ｒ）
　・イメージングシステム－照明（照明イメージャ）又は蛍光灯（蛍光イメージャ）のい
ずれかを使用した、照明／蛍光ステレオ顕微鏡モデルＳｔｅＲＥＯ　Ｌｕｍａｒ．Ｖ１２
、画像はＡｘｉｏＣａｍ　ＭＲｃ　５カメラ及びＡｘｉｏＶｉｓｉｏｎ　Ｒｅｌｅａｓｅ
　４．６．３プログラムを用いて取得した（全てＣａｒｌ　Ｚｅｉｓｓ　Ｍｉｃｒｏｉｍ
ａｇｉｎｇ，Ｉｎｃ．，Ｔｈｏｒｎｗｏｏｄ　ＮＪから入手）。
　・真空アセンブリ－真空アセンブリ－ＡＩＲ　ＣＡＤＥＴ真空／圧力ステーション、型
番４２０－３９０１、Ｔｈｅｒｍｏ　Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｉｎｃ．，
（Ｗａｌｔｈａｍ，ＭＡ）製
【０２１１】
　サンプル検出容器の作製
　１－射出成形された単一マイクロキャビティを有する１．５ｍＬサンプル検出容器（Ｓ
ＭＤ１～ＳＭＤ２）
　単一マイクロキャビティを有する１．５ｍＬサンプル検出容器を射出成形するため、精
密機械加工を使用して単一マイクロキャビティを含む挿入工具を作製した。最初に、単一
マイクロキャビティ（図１５Ａ及び図１５Ｂ）を有する光学的に透明な１．５ｍＬ容器を
成形するための単一マイクロキャビティデバイスのコア（ＳＭＤコア１）を作製するＣＡ
Ｄ設計を行った。設計は、４５°の有効角度αを有する容器の底に、円錐台状のマイクロ
キャビティを成形することを目的とした。容器の口縁は、標準の１．５ｍＬ微量遠心管容
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器のキャップを用いて閉じることができるように設計した。ＣＡＤファイルを使用して、
精密機械加工により鋼鉄製のコアを作製し、コアに所望の形状の反転型を形成した。成形
型は、様々なマイクロキャビティ、例えばマイクロキャビティの寸法、マイクロキャビテ
ィの形状、有効角度などを有する容器を成形するために、単一マイクロキャビティを成形
するための挿入工具が他の挿入工具と互換可能であるように設計した。
【０２１２】
　図６及び図７、特に図１６Ａ及び図１６Ｂに示す、６０°の有効角度を有する容器の底
に円錐台のマイクロキャビティを有するような容器を成形するためのＳＭＤコア２を作製
する第２のＣＡＤ設計を行った。成形された容器ＳＭＤ１及びＳＭＤ２内の単一マイクロ
キャビティの特徴を表１に示す。
【０２１３】
　単一マイクロキャビティを有する１．５ｍＬ容器、すなわちＳＭＤ１又はＳＭＤ２は、
ＫｒａｕｓｓＭａｆｆｅｉ射出成形機（Ｍｏｄｅｌ　Ｋ６５－ＣＸ、ＫｒａｕｓｓＭａｆ
ｆｅｉ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（Ｍｕｎｉｃｈ，Ｇｅｒｍａｎｙ）製）にて、樹脂Ｃ
ＯＣ－Ｓ－０４又はＰＭＭＡを用いて射出成形した。各蓋のための樹脂ペレットを溶融さ
せた後（ＣＯＣ－Ｓ－０４を２３２～２３８℃で、ＰＭＭＡを２１５～２２７℃で）、１
６，０００ｐｓｉで射出した。いずれの樹脂も成形温度は６６℃に維持し、射出時間は０
．７８秒であった。各容器は個別に成形した。
【０２１４】
【表１】

【０２１５】
　２－射出成形された単一マイクロキャビティを有する１０ｍＬ容器（ＳＭＤ３～ＳＭＤ
４）
　それぞれ有効角度４５°及び６０°を有する容器の底に、円錐台状のマイクロキャビテ
ィを有する１０ｍＬ容器を成形するため、ＳＭＤコア３（図１７Ａ及び図１７Ｂ）及びＳ
ＭＤコア４（図１８Ａ及び図１８Ｂ）を作製するＣＡＤ設計を行った。各容器の口縁は、
図１、図２、図４及び図１２～図１４に関して上述したように、キャップ（例えば、図１
、図２及び図４のキャップ１０４を参照）を用いて閉じることも、フィルターホルダー（
例えば、図１０～図１４のフィルターハウジング３３２を参照）と連結することもできる
ようなツイストロック機構を有するように設計した。ＳＭＤコア４（ＳＭＤ４）は、図１
～図３、図４、図５及び図１２～図１４のサンプル検出容器１０２と実質的に同様であっ
た。成形された容器ＳＭＤ３及びＳＭＤ４内の単一マイクロキャビティの特徴を表２に示
す。
【０２１６】

【表２】

【０２１７】
　単一マイクロキャビティを有する１０ｍＬ容器、すなわちＳＭＤ３又はＳＭＤ４は、Ｋ
ｒａｕｓｓＭａｆｆｅｉ射出成形機（Ｍｏｄｅｌ　Ｋ６５－ＣＸ、ＫｒａｕｓｓＭａｆｆ
ｅｉ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（Ｍｕｎｉｃｈ，Ｇｅｒｍａｎｙ）製）にて、樹脂ＣＯ
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を２３２～２３８℃で溶融させた後、１６，０００ｐｓｉ（１１０ＭＰａ）で射出した。
成形温度は６６℃に維持し、射出時間は０．７８秒であった。各容器は個別に成形した。
【０２１８】
　成形容器の単一マイクロキャビティの走査電子顕微鏡による観察
　成形容器をマイクロキャビティ上方で切断した後、アルミニウムスタブに置き、金／パ
ラジウムでスパッタコーティングした。ＪＳＭ－７００１Ｆ走査電子顕微鏡（ＪＥＯＬ　
Ｌｔｄ、Ｔｏｋｙｏ，Ｊａｐａｎ）を使用して容器を検査した。初回の検査後、ディスク
を液体窒素に浸しながらハンマーで叩き、横断面で切断した。断面を別のスタブに置いて
スパッタコーティングし、先に述べたように検査した。スタブの表面に対して視野角７０
°で表面画像を撮影した。切断面の表面に対して直角な視野角で断面画像を撮影した。倍
率５０倍及び１５０倍で画像を取得した。
【０２１９】
　ＳＭＤ１容器の光学画像を図１９Ａ、図１９Ｂ、図１９Ｃ、及び図１９Ｄに示す。ＳＭ
Ｄ２を図２０Ａ、図２０Ｂ、図２０Ｃ、及び図２０Ｄに、ＳＭＤ３を図２１Ａ、図２１Ｂ
、図２１Ｃ、及び図２１Ｄに、ＳＭＤ４を図２２Ａ、図２２Ｂ、図２２Ｃ、及び図２２Ｄ
に示す。
【０２２０】
　成形した濾過装置の作製
　３０ｍｍ膜フィルター（例えば、図１０及び図１２～図１４のフィルター３１２を参照
）を保持するためのフィルターホルダー（図１０～図１４のフィルターハウジング３３２
を含むフィルター部３０８など）、フィルターホルダーに連結される、コネクタ（図１０
、図１１、及び図１４のコネクタ３２２など）及びガスケット（図１０のガスケット３２
４など）を含むフィルター接続アセンブリ（図１０、図１１及び図１４のフィルター接続
アセンブリ３２０など）、並びに膜フィルターとフィルター接続アセンブリとの間に封止
を付与するガスケット（図１０及び図１２のガスケット３３５など）を作製するため、Ｃ
ＡＤ設計を行った。フィルター接続アセンブリのガスケット（すなわち、図１０のガスケ
ット３２４）を使用すると、フィルター接続アセンブリの残部及びフィルターホルダーを
サンプルボトル（例えば、図１０～図１１及び図１４の貯蔵部３０６）に連結することが
できる。フィルターホルダー及びコネクタは、ポリプロピレンを使用して射出成形により
作製し、ガスケットは医療等級のＳＡＮＴＯＰＲＥＮＥ（登録商標）１８１－５５ＭＥＤ
熱可塑性エラストマー（ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｈ
ｏｕｓｔｏｎ，ＴＸ）を使用して作製した。コネクタは、焼結ポリプロピレンから形成さ
れたプラグ（図１０～図１１のプラグ３３０など）に嵌合する通気ポート（図１０～図１
１の通気ポート３２８など）を有し、真空濾過中の空気移動が可能である。コネクタは、
（例えば、図１０及び図１１に関して上述したねじ式接続によって）フィルターホルダー
にロックされる。フィルター接続アセンブリのガスケット（すなわち、図１０のガスケッ
ト３２４）は、コネクタ頚部に被さるように嵌められ、サンプルボトルをフィルター接続
アセンブリと接続する（更に、これをフィルターホルダー／ハウジングと接続する）ため
に使用される。
【０２２１】
　試験のための細菌培地の調製
　実施例で使用した細菌培地を表３に示す。細菌培地はＡｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃ
ｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ（ＡＴＣＣ）（Ｍａｎａｓｓａｓ，ＶＡ）から入手
した。
【０２２２】
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【表３】

【０２２３】
　試験用培地は、表３から純粋培養の標的細菌株をＴＳＢ（ＢＤ　Ｔｒｙｐｔｉｃ　Ｓｏ
ｙ　Ｂｒｏｔｈ、Ｂｅｃｔｏｎ，Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏ．，（Ｆｒａｎｋｌ
ｉｎ　Ｌａｋｅｓ，ＮＪ）製）に接種し、３７℃で一晩増殖させて作製した。培地をＢｕ
ｔｔｅｒｆｉｅｌｄのリン酸緩衝液（Ｗｈａｔｍａｎ　Ｉｎｃ．、Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ
，ＮＪ）で段階希釈し、水サンプルへの接種に望ましい所望のミリリットル当たりのコロ
ニー形成単位（ｃｆｕ）を得た。約１０１～１０２ｃｆｕ／ｍＬを含む最後の２段階の希
釈液を使用して、試験又は平板培養のためのサンプルを調製した。３Ｍ（商標）Ｐｅｔｒ
ｉｆｉｌｍ（商標）大腸菌／大腸菌類カウントプレート（３Ｍ　Ｃｏ．、Ｓｔ．Ｐａｕｌ
，ＭＮ）を使用して、細菌希釈液を検査し、大腸菌及び他の大腸菌類細菌濃縮物を定量化
した。プレートはメーカーの取扱説明書によって調製及び使用され、３７℃で一晩にわた
って培養された。３Ｍ（商標）ＰＥＴＲＩＦＩＬＭ（商標）Ｐｌａｔｅ　Ｒｅａｄｅｒ（
３Ｍ　Ｃｏ．）を使用してプレートを読み取り、ｃｆｕ／ｍＬを判定した。
【０２２４】
　糖染料（Sugar Dye）基質培地の調製
　培地は５グラム（ｇ）のトリプトース（Ｄｉｆｃｏ　ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｄｅ
ｔｒｏｉｔ，ＭＩ）、５ｇの塩化ナトリウム、１ｇのソルビトール、１ｇのトリプトファ
ン、２．７ｇのリン酸二カリウム、２ｇのリン酸二水素カリウム及び０．１ｇラウリル硫
酸ナトリウム塩（全て、Ｓｉｇｍａ　Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯから得ら
れ得る）を、１０００ｍＬの二重蒸留水と混合することによって調製された。培地は、１
２１℃で１５分間オートクレーブされた。
【０２２５】
　表４に示される染料基質は、ＤＭＳＯ　１ｍＬ当たり１００ｍｇの糖基質を含む溶液を
形成するために、ＤＭＳＯ（ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ，Ｓｉｇｍａ　Ａｌｄｒｉ
ｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）に溶かされた。培地１ｍＬ当たり４０μｇ（μｇ／ｍＬ
）の糖基質の最終的な濃度をもたらすために、基質溶液が、培地に添加された。
【０２２６】
【表４】

【０２２７】
　注：３つのサンプルが参考例及び各実施例に関して一般的に調製及び試験された。実施
例は単一のものとして記載されるが、３つの複製物が一般的に調製され、試験された。結
果の平均として計測数が記録された。蛍光の開始が、画像中において蛍光が観察される最
初の瞬間を記録された。
【０２２８】
　参考例－大腸菌／大腸菌類検出のための糖染料基質の選択
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　ａ）ガラクトシダーゼ基質を使用した大腸菌の検出
　糖酵素基質を有する培地は、上記の手順に従って調製され、黒い９６ウェル光学底部マ
イクロタイタープレート（Ｎａｌｇｅｎｅ　Ｎｕｎｃ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ｒ
ｏｃｈｅｓｔｅｒ，ＮＹ）に分配された。大腸菌培地は、上記のように調製され、所望の
量のｃｆｕ／ｍＬを得るために段階希釈された。９６ウェルプレートの培養物が、１０μ
Ｌの段階希釈されたセルで接種され、各ウェル中、１ｃｆｕ、１０ｃｆｕ、又は１００ｃ
ｆｕを含む、ウェルが得られ、各基質に関して最小３つのウェルが使用された。１０μＬ
のＢｕｔｔｅｒｆｉｅｌｄ緩衝液により対照ウェルが調製された。プレートが３７℃で培
養され、Ｔｅｃａｎ　Ｉｎｆｉｎｉｔｅ　２００　ＰＲＯマルチモードリーダー（Ｔｅｃ
ａｎ　ＵＳ，Ｉｎｃ．Ｄｕｒｈａｍ，ＮＣ）を使用して、速度論式で読み取られた。蛍光
強度は、時間の関数として記録された。検出までの時間は、信号が、初期読み取り値（背
景データ）の５０倍である時点で、画定された。結果を表５に示す。全ての試験された基
質は、大腸菌の成長に際して蛍光を示し、１００μＬ中において１ｃｆｕの大腸菌を検出
するまでに、１５～１７時間かかった。
【０２２９】
【表５】

【０２３０】
　ｂ）グルクロニダーゼ及びガラクトシダーゼ基質の組み合わせを使用した大腸菌の検出
　培地を調製して試験し、得られたデータを大腸菌検出のための手順に従って分析したが
、グルクロニダーゼ基質（Ｍｕ－ＧｌｃＵ又はＲｅｓ－ＧｌｃＵ）とガラクトシダーゼ基
質（Ｆｌｕ－ｄｉ－Ｇａｌ又はＲｅｓ－Ｇａｌ）との組み合わせを表６に示す糖染料基質
として使用した。培地は、９６ウェルマイクロタイタープレート内に分配され、ウェルは
およそ１ｃｆｕ、１０ｃｆｕ、又は１００ｃｆｕを得るために、段階希釈された培養物を
接種された。それぞれの接種に、最低限３つのウェルを使用した。表６のデータは、２つ
の異なる基材の組み合わせが単一のウェルで使用される場合、グルクロニダーゼ及びガラ
クトシダーゼの酵素活性がそれぞれ、異なる時間（ｈｒ）において蛍光により検出され得
ることを示す。反応はより高い細菌濃度においてより早く検出された。
【０２３１】

【表６】

【０２３２】
　ｃ）Ｆｌｕ－ｄｉ－ｇａｌを使用した大腸菌類の検出
　実施例ａ）に概要を記載した大腸菌の検出の手順が、表７に掲載された細菌を使用して
反復された。Ｆｌｕ－ｄｉ－ｇａｌで調製された培地を９６ウェルマイクロタイタープレ
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び１００ｃｆｕを得た。それぞれの接種に、最低限３つのウェルを使用した。表７のデー
タは、Ｆｌｕ－ｄｉ－ｇａｌが大腸菌類を検出するためのガラクトシダーゼにとって好適
な基質であることを示している。
【０２３３】
【表７】

【０２３４】
　実施例１－遠心によるＳＭＤ１（有効角度４５°）及びＳＭＤ２（有効角度６０°）の
マイクロキャビティ内への細菌の濃縮
　大腸菌及びＥ．エロゲネスの細菌懸濁液をそれぞれ１ｍＬのＢｕｔｔｅｒｆｉｅｌｄ緩
衝液（Ｗｈａｔｍａｎ）で調製し、約１０１～１０２ｃｆｕ／ｍＬの緩衝液を得て、ＳＭ
Ｄ１及びＳＭＤ２の容器に移した。各細菌懸濁液が入った６つの容器を作製し、キャップ
でしっかりと閉じた。キャップは、１．５ｍＬの微量遠心管容器（Ｐｌａｓｔｉｂｒａｎ
ｄ微細管、Ｂｒａｎｄ　ＧｍｂＨ　＆　Ｃｏ．ＫＧ（Ｗｅｒｔｈｅｉｍ，Ｇｅｒｍａｎｙ
）製）から切り取り、一般的に図６～図７に示すようなキャップ形状にした。次に、スイ
ングアウトローター（１１５４）を備えるＨｅｔｔｉｃｈ　Ｍｉｋｒｏ　２２微量遠心管
（Ａｎｄｒｅａｓ　Ｈｅｔｔｉｃｈ　ＧｍｂＨ　＆　Ｃｏ．ＫＧ（Ｔｕｔｔｌｉｎｇｅｎ
，Ｇｅｒｍａｎｙ）製）内に容器を置き、１３０００ＲＰＭで１０分間遠心した（１８，
８９０ｘｇ）。更にまた、固定角ローター（Ｒｏｔｏｒ　Ｆ－４５－３０－１１）を備え
るＥｐｐｅｎｄｏｒｆ　５４１７Ｒ遠心機（Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ、Ｈａｕｐｐａｕｇｅ，
ＮＹ）内で、個々の容器を１３，３７５ＲＰＭで１０分間（１９，０００ｘｇ）回転させ
た。
【０２３５】
　遠心後、容器を取り出した。上澄みを除去して、メーカーの取扱説明書に従って、大腸
菌及びＥ．エロゲネス用の３Ｍ（商標）Ｐｅｔｒｉｆｉｌｍ（商標）Ｅ．ｃｏｌｉ／Ｃｏ
ｌｉｆｏｒｍ　Ｃｏｕｎｔ　Ｐｌａｔｅｓに置いた。プレートを３７℃で一晩培養し、３
Ｍ（商標）ＰＥＴＲＩＦＩＬＭ（商標）Ｐｌａｔｅ　Ｒｅａｄｅｒを使用して読み取り、
コロニー形成単位（ｃｆｕ）を判定した。回収率（すなわち、マイクロキャビティに捕捉
された細菌の割合）は、上澄み中のｃｆｕを初期１ｍＬサンプル内でのｃｆｕから引き、
１００をかけることによって計算した。容器の種類ごとのマイクロキャビティ内の回収率
を表８に示す。マイクロキャビティ内の細菌回収率は、使用した遠心機及びｃｆｕ投入量
に関係なく、どの容器もほぼ同じであった。
【０２３６】



(52) JP 6240785 B2 2017.11.29

10

20

30

40

【表８】

【０２３７】
　実施例２－遠心によるＳＭＤ３（有効角度４５°）及びＳＭＤ４（有効角度６０°）の
マイクロキャビティ内への細菌の濃縮
　大腸菌及びＥ．エロゲネスの細菌懸濁液をそれぞれ１０ｍＬのＢｕｔｔｅｒｆｉｅｌｄ
緩衝液（Ｗｈａｔｍａｎ）で調製し、約１０１～１０２ｃｆｕ／ｍＬの緩衝液を得て、Ｓ
ＭＤ３及びＳＭＤ４の容器に移した。各細菌懸濁液が入った６つの容器を作製した。穴あ
け器を使用して、直径３０ｍｍの円形ディスク（１ｍｍ厚）をポリプロピレンシートから
打ち抜き、フィルターホルダー上に置き（すなわち、フィルターホルダー内の開口部（図
１２の開口部３３７を参照）を密封する）、容器ＳＭＤ３及びＳＭＤ４の第１の開口端を
閉じるのに使用した。すなわち、フィルターホルダーを改造して、サンプル検出容器ＳＭ
Ｄ３及びＳＭＤ４用の簡易なキャップ（例えば、図１、図２及び図４のキャップ１０４と
類似）を作った。ポリエチレンキャップ（Ｕ．Ｓ．Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｃｏｒｐ（Ｌｉｍａ
，ＯＨ）製、図１２のキャップ３１７を参照）を用いて、フィルターホルダー底部の開口
部を閉じた。容器をスイングバケット遠心ローター内に配置し、多目的遠心管内で４００
０ＲＰＭ（３２２０ｘｇ）にて１５分間、遠心した。遠心後、容器を取り出し、各容器内
の上澄みを、２５ｍｍの微粒子分析用フィルターホルダー（Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ）を使用
して、０．４５μｍ混合セルロースエステルフィルター（ＨＡＷＰ０２５００、Ｍｉｌｌ
ｉｐｏｒｅ（Ｂｉｌｌｅｒｉｃａ，ＭＡ）製）に通して濾過した。フィルターホルダーに
２５ｍｍの０．４５μｍ混合セルロースエステルフィルターを嵌め、１５ｍＬの漏斗を取
り付けた。フィルターホルダーの底部を真空アセンブリに取り付けられた真空フラスコに
接続した。遠心後の容器から上澄みを漏斗に添加し、約５０８ｍｍ　Ｈｇの真空圧でフィ
ルターを通して濾過した。
【０２３８】
　３Ｍ（商標）Ｐｅｔｒｉｆｉｌｍ（商標）Ｅ．ｃｏｌｉ／Ｃｏｌｉｆｏｒｍ　Ｃｏｕｎ
ｔ　Ｐｌａｔｅｓ（大腸菌及びＥ．エロゲネス用に使用）を、メーカーの取扱説明書に従
って水和した。フィルターをフィルターホルダーから滅菌ピンセットを用いて注意深く取
り除いて水和プレートに置き、プレートを３７℃で一晩培養した。３Ｍ（商標）Ｐｅｔｒ
ｉｆｉｌｍ（商標）プレートリーダー（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ．，ＭＮ
））及び／又は手作業でプレートを読み取り、コロニー形成単位（ｃｆｕ）を計測した。
マイクロキャビティの％回収（すなわち、マイクロキャビティに捕捉された細菌の割合）
は、遠心力を作用させる前の初期１０ｍＬサンプルｃｆｕから、フィルターのｃｆｕを引
き、初期１０ｍＬサンプルｃｆｕで割り、１００をかけることによって計算された。マイ
クロキャビティ内の回収率を表９に示す。
【０２３９】
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【表９】

【０２４０】
　実施例３－遠心によりＳＭＤ３（４５°）及びＳＭＤ４（６０°）のマイクロキャビテ
ィ内に濃縮された細菌の走査電子顕微鏡による観察
　大腸菌の細菌懸濁液を１０ｍＬの滅菌水で調製し、約１０６ｃｆｕ／ｍＬを得て、ＳＭ
Ｄ３及びＳＭＤ４の容器に移した。実施例２に従って、穴あけ器を使用して、直径３０ｍ
ｍの円形ディスク（１ｍｍ厚）をポリプロピレンシートから打ち抜き、フィルターホルダ
ー上に置き、容器ＳＭＤ３及びＳＭＤ４の密閉に使用した。ポリエチレンキャップ（Ｕ．
Ｓ．Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｃｏｒｐ）を用いて、フィルターホルダー底部の開口部を閉じた。
容器をスイングバケット遠心ローター内に配置し、多目的遠心管内で４０００ＲＰＭ（３
２２０ｘｇ）にて１０分間、遠心した。遠心後、容器を取り出して上澄みを除去した。容
器に残った液体があれば滅菌綿棒を使用して除去し、サンプルを直ちに処理した。
【０２４１】
　成形容器をマイクロキャビティ上方で切断した後、アルミニウムスタブに置き、金／パ
ラジウムでスパッタコーティングした。次に、これをＪＳＭ－７００１Ｆ走査電子顕微鏡
（ＪＥＯＬ　Ｌｔｄ）を使用して検査した。スタブの表面に対して視野角７０°で表面画
像を撮影した。倍率３０００倍で画像を取得した。
【０２４２】
　ＳＭＤ３及びＳＭＤ４の容器それぞれのマイクロキャビティ内部の細菌の光学画像を図
２３Ａ及び図２３Ｂにそれぞれ示す。
【０２４３】
　実施例４－ＳＭＤ１（４５°）及びＳＭＤ２（６０°）内の細菌検出
　１０１～１０２ｃｆｕを含有する大腸菌懸濁液を１ｍＬのＣＯＬＩＬＥＲＴ（商標）培
養物で調製して、ＳＭＤ１及びＳＭＤ２の容器内に分配し、１．５ｍＬ微量遠心管容器（
Ｐｌａｓｔｉｂｒａｎｄ微細管）から切り出されたキャップを使用して容器を密閉した。
対照サンプルは同様に調製されたが、１０μＬのＢｕｔｔｅｒｆｉｅｌｄ緩衝液を受容し
た。次に、スイングアウトローター（１１５４）を備えるＨｅｔｔｉｃｈ　Ｍｉｋｒｏ　
２２微量遠心管（Ａｎｄｒｅａｓ　Ｈｅｔｔｉｃｈ　ＧｍｂＨ　＆　Ｃｏ．ＫＧ）又は固
定角ローター（Ｒｏｔｏｒ　Ｆ－４５－３０－１１）を備えるＥｐｐｅｎｄｏｒｆ　５４
１７Ｒ遠心機（Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ）のいずれかに容器を配置した。１３０００ＲＰＭで
１０分間（１９，０００ｘｇ）、容器を遠心した。遠心後、容器を取り出し、ゆっくりと
反転させてマイクロキャビティから培養物（すなわち、上澄み）を排流し、３７℃で培養
した。容器のマイクロキャビティは、「材料及び器具」に記載したイメージャを使用して
毎時間撮影した。
【０２４４】
　同じ初期大腸菌懸濁液が、参考例に記載された９６ウェルマイクロタイタープレート内
で、Ｃｏｌｉｌｅｒｔ（商標）培養物で試験された。
【０２４５】
　ＳＭＤ２容器（有効角度６０°）と異なり、ＳＭＤ１容器（有効角度４５°）は、容器
の反転時にマイクロキャビティの開口上部の上方に過剰な液体を含有し、よって保持され
る体積はマイクロキャビティの体積よりも実質的に大きくなった。ＳＭＤ２内の液体の上
部表面は、マイクロキャビティの開口上部と同じ水位であり、よって保持される体積はマ
イクロキャビティの体積と実質的に等しくなることが観察された。過剰な液体の量を測定
するために、容器を空にして、口縁の周囲の過剰な液体を拭き取り、１０μＬのピペット
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（カタログ番号ＰＲ－１０、Ｒａｉｎｉｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ＬＬＣ（Ｏａｋｌａ
ｎｄ，ＣＡ）製）を使用して容器内の過剰な液体の量を測定した。ＳＭＤ１容器での過剰
な液体は平均で約２．３μＬであった（５７ｎＬ体積のマイクロキャビティでの比較を表
１１に示す）。ＳＭＤ２容器にピペット計量できる液体はなかった。
【０２４６】
　表１０に示すように、ＳＭＤ２容器内では約３時間で、ＳＭＤ１容器内では約５時間で
、マイクロタイタープレート内では約１５時間で蛍光の開始を観察した。対照サンプルで
は背後に蛍光の増加は観察されなかった。固定角ローター又はスイングアウトローターの
いずれを使用しても、ＳＭＤ１容器内の過剰な液体の量、あるいはＳＭＤ１又はＳＭＤ２
容器内での蛍光の開始の差に影響しなかった。
【０２４７】
【表１０】

　＊「有り」は蛍光が観察されたことを意味する。＊「なし」は蛍光が観察されなかった
ことを意味する。
【０２４８】
【表１１】

　＊０は液体を測定できなかったことを示す
【０２４９】
　実施例５－ＳＭＤ３（４５°）及びＳＭＤ４（６０°）内の細菌検出
　１０１～１０２ｃｆｕを含有する大腸菌懸濁液を１０ｍＬのＣＯＬＩＬＥＲＴ（商標）
培養物で調製して、ＳＭＤ３及びＳＭＤ４の容器内に分配した。実施例２及び３に従って
、穴あけ器を使用して、直径３０ｍｍの円形ディスク（１ｍｍ厚）をポリプロピレンシー
トから打ち抜き、フィルターホルダー上に置き、容器ＳＭＤ３及びＳＭＤ４の密閉に使用
した。ポリエチレンキャップ（Ｕ．Ｓ．Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｃｏｒｐ）を用いて、フィルタ
ーホルダー底部の開口部を閉じた。容器をスイングバケット遠心ローター内に配置し、多
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目的遠心管内で４０００ＲＰＭ（３２２０ｘｇ）にて１５分間、遠心した。遠心後、容器
を取り出し、ゆっくりと反転させてマイクロキャビティから培養物を排流し、３７℃で培
養した。容器のマイクロキャビティは、蛍光結像系を使用して毎時間撮影した。
【０２５０】
　参考例に記載した９６ウェルマイクロタイタープレート内で、同じ初期大腸菌懸濁液を
Ｃｏｌｉｌｅｒｔ（商標）培養物にて試験した。
【０２５１】
　ＳＭＤ４（有効角度６０°）とは異なり、ＳＭＤ３容器（有効角度４５°）は、容器の
反転時にマイクロキャビティの開口上部の上方に過剰な液体を示した。この挙動は、使用
した体積（１又は１０ｍＬ）に関係なく類似していた。マイクロキャビティの開口部の上
方にある過剰な液体の量を測定するために、容器を空にして、口縁の周囲の過剰な液体を
拭き取り、１０μＬのピペット（カタログ番号ＰＲ－１０、Ｒａｉｎｉｎ　Ｉｎｓｔｒｕ
ｍｅｎｔ　ＬＬＣ製）を使用して容器内の過剰な液体の量を測定した。ＳＭＤ３容器での
過剰な液体は平均で約４．４μＬであった（５７ｎＬ体積のマイクロキャビティでの比較
を表１３に示す）。ＳＭＤ４容器にピペット計量できる液体はなかった。
【０２５２】
　表１２に示すように、ＳＭＤ４容器内では約３時間で、ＳＭＤ３容器内では約７時間で
、マイクロタイタープレート内では約１５時間で蛍光の開始を観察した。対照サンプルで
は背後に蛍光の増加は観察されなかった。
【０２５３】
【表１２】

　＊「有り」は蛍光が観察されたことを意味する。＊「なし」は蛍光が観察されなかった
ことを意味する。
【０２５４】

【表１３】

　＊０は液体を測定できなかったことを示す
【０２５５】
　実施例６－ＳＭＤ４内の細菌の検出
　１０１～１０２ｃｆｕの細菌（Ｅ．エロゲネス、Ｃ．フロインディー、Ｋ．ニューモニ
エ）を含む細菌懸濁液を１０ｍＬのＣｏｌｉｌｅｒｔ（商標）培養物にて調製し、ＳＭＤ
４容器内に分配した。対照サンプルは同様に調製されたが、１００μＬのＢｕｔｔｅｒｆ
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ｉｅｌｄ緩衝液を受容した。Ｅ．エロゲネス、Ｃ．フロインディー、又はＫ．ニューモニ
エを含む細菌懸濁液それぞれに対して、Ｃｏｌｉｌｅｒｔ（商標）培養物に４０μｇ／ｍ
ＬのＭｕ－ｇａｌ又はＦｌｕ－ｇａｌを追加して、細菌株ごとに２種類のサンプルを得た
。上述のように、穴あけ器を使用して、直径３０ｍｍの円形ディスク（１ｍｍ厚）をポリ
プロピレンシートから打ち抜き、フィルターホルダー内部に置き、更に容器の密閉に使用
した。ポリエチレンキャップ（Ｕ．Ｓ．Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｃｏｒｐ）を用いて、フィルタ
ーホルダー底部の開口部を閉じた。容器をスイングバケット遠心ローター内に配置し、多
目的遠心管内で４０００ＲＰＭ（３２２０ｘｇ）にて１５分間、遠心した。遠心後、容器
を取り出し、ゆっくりと反転させてマイクロキャビティから培養物を排流し、３７℃で培
養した。容器のマイクロキャビティは、蛍光結像系を使用して毎時間撮影した。
【０２５６】
　蛍光の開始は、約３時間後に観察された。対照サンプルでは背後に蛍光の増加は観察さ
れなかった。
【０２５７】
　実施例７－マイクロキャビティ上部の残留液滴の保持に対する反転速度の影響
　１００ｍＬの蒸留水に、１０ｍｇのフルオレセインを溶解させて、フルオレセインナト
リウム塩（Ｓｉｇｍａ　Ａｌｄｒｉｃｈ）の溶液を調製した。１ｍＬの溶液をＳＭＤ１及
びＳＭＤ２の容器に分配し、１．５ｍＬ微量遠心管容器（Ｐｌａｓｔｉｂｒａｎｄ微細管
）から切り出したキャップを使用して容器を密閉した。１０ｍＬの溶液をＳＭＤ３及びＳ
ＭＤ４の容器に分配した。上述のように、穴あけ器を使用して、直径３０ｍｍの円形ディ
スク（１ｍｍ厚）をポリプロピレンシートから打ち抜き、フィルターホルダー内部に置き
、更に容器の密閉に使用した。ポリエチレンキャップ（Ｕ．Ｓ．Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｃｏｒ
ｐ）を用いて、フィルターホルダー底部の開口部を閉じた。実施例１の手順に従って、ス
イングローターを備えた微量遠心管内でＳＭＤ１及びＳＭＤ２の容器を回転させた。実施
例２の手順に従って、スイングバケットローターを備えた多目的遠心管内でＳＭＤ３及び
ＳＭＤ４の容器を回転させた。次に、容器をＴｈｅｒｍｏｌｙｎｅ　Ｖａｒｉ　Ｍｉｘ　
ｒｏｃｋｅｒ、モデルＭ８４７４（Ｂａｒｎｓｔｅａｄ　Ｔｈｅｒｍｏｌｙｎｅ、Ｄｕｂ
ｕｑｕｅ，ＩＡ）内にマイクロキャビティを下にして配置し、表１４に示す様々な速度で
回転させた。回転角度は６０°であり（反転位置において－３０°、直立位置において＋
３０°である）、完全な６０°にするまでの時間に基づき、°／ｓとして速度が計算され
た。回転が完了し、容器が反転位置に来た後、蛍光イメージャを使用してマイクロキャビ
ティを撮影し、分析した。
【０２５８】
　画像を検査して、様々な容器のマイクロキャビティの開口上部の上方に過剰な液体が残
留しているかどうかを確認した。表１４の結果は、容器ＳＭＤ１及びＳＭＤ３内（すなわ
ち、有効角度αが４５°である容器内）に過剰な液体が存在することを示している。反転
速度に関係なく、保持された液体の上面は、ＳＭＤ２及びＳＭＤ４内（すなわち、有効角
度αが６０°である容器内）のマイクロキャビティ開口部と同じ水位であった。
【０２５９】
【表１４】
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　なし＝マイクロキャビティの上方に液体は観察されなかった。
　有り＝マイクロキャビティの上方に２～４マイクロリットルを観察した。
【０２６０】
　実施例８－単一マイクロキャビティの容器を反転したときの液体挙動の映像取得
　青色の食品着色剤溶液（ＭｃＣｏｒｍｉｋ　＆　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｉｎｃ．、Ｈｕｎｔ
　Ｖａｌｌｅｙ，ＭＤ）を１００ｍＬの蒸留水で１：１００に希釈した。１ｍＬの溶液を
ＳＭＤ１及びＳＭＤ２の容器に分配し、１．５ｍＬ微量遠心管容器（Ｐｌａｓｔｉｂｒａ
ｎｄ微細容器）から切り出したキャップを使用して容器を密閉した。５ｍＬの溶液をＳＭ
Ｄ３及びＳＭＤ４の容器に分配した。上述のように、穴あけ器を使用して、直径３０ｍｍ
の円形ディスク（１ｍｍ厚）をポリプロピレンシートから打ち抜き、フィルターホルダー
内部に置き、更に容器の密閉に使用した。ポリエチレンキャップ（Ｕ．Ｓ．Ｐｌａｓｔｉ
ｃ　Ｃｏｒｐ）を用いて、フィルターホルダー底部の開口部を閉じた。実施例１の手順に
従って、スイングローターを備えた微量遠心管内でＳＭＤ１及びＳＭＤ２の容器を回転さ
せた。実施例２の手順に従って、スイングバケットローターを備えた多目的遠心管内でＳ
ＭＤ３及びＳＭＤ４の容器を回転させた。
【０２６１】
　遠心後、容器を取り出して、実験用支持台に取り付けられた標準の３段階スイベルクラ
ンプで直立に保持した。クランプをゆっくりと回転させ、容器を反転させた。光源を使用
して容器を照光した。Ｐｈｏｔｒｏｎ　ＦＡＳＴＣＡＭ　Ｕｌｔｉｍａ　ＡＰＸ高速イメ
ージングシステム（Ｐｈｏｔｒｏｎ　ＵＳＡ　Ｉｎｃ．、Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，ＣＡ）を
使用して、容器の壁部に沿って液体が移動する様子を２５０フレーム／秒又は５００フレ
ーム／秒でビデオ撮影した。映像を使用して、液体の界面が容器の壁部に沿って移動する
様子を観察した。ＳＭＤ１及びＳＭＤ３（すなわち、４５°の有効角度αを有する容器）
は、マイクロキャビティの開口上部の上方に過剰な液体が保持されていることが明らかで
あった。これに対して、ＳＭＤ２又はＳＭＤ４（すなわち、６０°の有効角度αを有する
容器）は、保持された液体の上面がマイクロキャビティの開口部と同じ水位であることを
示した。
【０２６２】
　４つの時点の映像から取得したＳＭＤ１及びＳＭＤ２の容器の光学画像を概略的な線図
に変換した。これについては、図８Ａ～図８Ｄ及び図９Ａ～図９Ｄにそれぞれ示し、上述
した通りである。
【０２６３】
　実施例９－様々な有効角度のサンプル検出容器内での液体挙動
　３０°、４０°、４５°、５０°、５５°、６０°、６５°、７０°、７５°及び８０
°（図２４Ａ～図２４Ｊ）の角度を有する小容器（１．５ｍＬ）をラピッドプロトタイピ
ングにより作製した。容器は、メーカーの取扱説明書に従って、ステレオリソグラフィ機
（Ｖｉｐｅｒ　ＳＩ２　ＳＬＡ（登録商標）　Ｓｙｓｔｅｍ）にて、ＵＶ硬化型エポキシ
組成物（Ａｃｃｕｒａ（登録商標）６０プラスチック）を使用して、ＣＡＤ図面から作製
した。エポキシ組成物及び機器は、３Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｒ
ｏｃｋ　Ｈｉｌｌ　ＳＣ）によって製造された。マイクロキャビティはラピッドプロトタ
イピングでは作製できないため、マイクロキャビティであると想定される領域は先の鋭い
円錐状に成形した。角度が大きくなるにつれ、円錐は平らになり、まだ先端は尖っている
が、それほど鋭くはない。
【０２６４】
　ａ）色を使用した視覚化：青色の食品着色剤溶液（ＭｃＣｏｒｍｉｋ　＆　Ｃｏｍｐａ
ｎｙ　Ｉｎｃ．，）を１００ｍＬの蒸留水で１：１００に希釈した。１ｍＬの溶液を様々
な角度の容器に分配し、１．５ｍＬ微量遠心管容器（Ｐｌａｓｔｉｂｒａｎｄ微細管）か
ら切り出したキャップを使用して容器を密閉した。容器をゆっくりと反転させ、テーブル
に対して上下反対となる位置に配置した。容器先端の液体の存在を白色光下で、目視にて
及びイメージャを使用して観察した。３０°、４０°及び４５°の有効角度を有する容器
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内には、過剰な液体の存在が認められ、５０°、５５°、６０°、６５°、７０°、７５
°及び８０°の有効角度を有する容器内には認められなかった。
【０２６５】
　ｂ）蛍光を使用した視覚化：１００ｍＬの蒸留水に、１０ｍｇのフルオレセインを溶解
させて、フルオレセインナトリウム塩（Ｓｉｇｍａ　Ａｌｄｒｉｃｈ）の溶液を調製した
。１ｍＬの溶液を様々な角度の容器に分配し、１．５ｍＬ微量遠心管容器（Ｐｌａｓｔｉ
ｂｒａｎｄ微細管）から切り出したキャップを使用して容器を密閉した。容器をゆっくり
と反転させ、テーブルに対して上下反対となる位置に配置した。容器先端の液体の存在を
目視にて及び蛍光イメージャを使用して観察した。３０°、４０°及び４５°の有効角度
を有する容器内には、過剰な液体の存在が再度認められ、５０°、５５°、６０°、６５
°、７０°、７５°及び８０°の有効角度を有する容器内には認められなかった。
【０２６６】
　ｃ）過剰な液体の測定：
　１）１ｍＬの蒸留水を様々な角度の容器に分配し、容器をゆっくりと反転させ水を排流
して容器を空にした。次に、容器をＫｉｍｗｉｐｅの上に上下反対に置き、容器の縁に液
体があれば除去した。容器を反転位置に維持し、２０μＬ（ＰＲ－２０）又は１０μＬ（
ＰＲ－１０）又は２μＬ（ＰＲ－２）のピペット（Ｒａｉｎｉｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ
　ＬＬＣ）を使用して、容器の先端に存在する過剰な液体の量を測定した。５種類の容器
（すなわち、複製）に対して測定を行い、少なくとも５回、それぞれの測定を繰り返した
。平均の結果を表１５に報告する。５０°以上の有効角度を有する容器では測定できる液
体は存在しなかったため、表１５にゼロと表記した。
【０２６７】
　２）比較例のＶｏｌｕＰａｃ管（Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｂｏ
ｈｅｍｉａ，ＮＹ）の５μＬ毛細管上部の側壁の測定角度は約４０°である。角度は分度
器を使用して測定した。１ｍＬの蒸留水をＶｏｌｕＰａｃ管に分配し、管をゆっくりと反
転させ水を排流して容器を空にした。次に、Ｋｉｍｔｅｃｈ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｋｉｍｗ
ｉｐｅｓ（商標）（Ｋｉｍｂｅｒｌｙ－Ｃｌａｒｋ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ）上に管
を上下反対に置き、管の縁に液体があれば除去した。管を反転位置に維持し、上述のよう
に管の先端に存在する過剰な液体の量を測定した。ＶｏｌｕＰａｃ管の先端毛管の上部に
存在する過剰な液体の平均量は、１２μＬであった（表１５）。容器ＳＭＤ１、ＳＭＤ２
、ＳＭＤ３、及びＳＭＤ４でも同様に、過剰な液体を測定した。毛管／マイクロキャビテ
ィの体積に対する保持された液体の総体積（過剰な液体と毛管／マイクロキャビティの体
積の合計）の比も計算した（表１６）。
【０２６８】
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【表１５】

　＊０は液体を測定できなかったことを示す
【０２６９】

【表１６】

　＊０は液体を測定できなかったことを示す
【０２７０】
　実施例１０－成形したディスクの接触角測定
　ＰＭＭＡ（ＷＦ１００ポリ（メチルメタクリレート）、Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ　Ｒａｙ
ｏｎ　Ｃｏ　Ｌｔｄ，（Ｔｏｋｙｏ，Ｊａｐａｎ）製）、ＣＯＣ１（透明環状オレフィン
コポリマー、Ｔｏｐａｓ（商標）８００７Ｘ１０、Ｔｏｐａｓ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｐｏ
ｌｙｍｅｒｓ　Ｇｍｂｈ（Ｆｌｏｒｅｎｃｅ　ＫＹ）製）、ＣＯＣ２（透明環状オレフィ
ンコポリマー、高水分バリア；Ｔｏｐａｓ（商標）８００７Ｓ－０４、Ｔｏｐａｓ　Ａｄ
ｖａｎｃｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ　Ｇｍｂｈ製）、ＰＣ（Ｌｅｘａｎポリカーボネート、
ＨＰＳ１Ｒ、ＳＡＢＩＣ　Ａｍｅｒｉｃａｓ　Ｃｏｒｐ．，（Ｈｏｕｓｔｏｎ　ＴＸ）製
）、ＣＯＰ（透明シクロオレフィンポリマー、Ｚｅｏｎｏｒ（商標）１４３０Ｒ、Ｚｅｏ
ｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｌ．Ｐ．，（Ｌｏｕｉｓｖｉｌｌｅ　ＫＹ）製）から成形した
ディスクを、ＰＣＴ特許公開番号第ＷＯ２０１３／００３３０８の準備実施例「Ｐｒｅｐ
ａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ，３－Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　Ｍ
ｏｌｄｅｄ　Ｌｉｄｓ」に記載のように作製した。成形されたポリマーの平坦な側の静的
及び動的接触角は、ＶＣＡ　２５００　ＸＥ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｎｔａｃｔ　Ａｎｇｌｅ
　Ｓｙｓｔｅｍで、液適法を使用して測定した。ＶＣＡ－２５００ＸＥ画像分析ソフトウ
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ェアを使用してデータは分析された。器具及びソフトウェアは、ＡＳＴ　Ｐｒｏｄｕｃｔ
ｓ，Ｉｎｃ．，Ｂｉｌｌｅｒｉｃａ　ＭＡから得られた。
【０２７１】
　静的接触角に関し、１μＬの水の液滴が室温において表面に送達された。液滴が表面上
に形成され、注射器の先端部が後退した直後に、右及び左接触角が測定された。
【０２７２】
　動的接触角において、１μＬの液滴が表面に送達され、中間的速度に設定されたシリン
ジで液滴に水が追加されるか、又は引き抜かれた。動的接触角の前進及び後退を判定する
ために、いつ液滴が最も対称的に拡大又は縮小するかを示す、ビデオ画像のフレームが得
られた。前進接触角と後退接触角との間の差として、ヒステリシスが計算された。結果を
表１７に示す。
【０２７３】
【表１７】

【０２７４】
　実施例１１－成形容器の接触角測定
　成形容器ＳＭＤ３及びＳＭＤ４の静的接触角を、実施例１０で説明した液適法を使用し
て測定した。成形容器を切断し、円錐角に近接した平坦な面を試験した。加えて、容器の
外側の表面も試験した。４つのサンプルを試験し、平均の結果を表１８に報告する。
【０２７５】
【表１８】

【０２７６】
　実施例１２－成形容器の液体挙動に対する表面処理の影響
　最初に成形容器を、本明細書において参照として全体を組み込まれる、米国特許番号第
５，８８８，５９４号に詳細に記載される装置を使用して、プラズマ処理した。
【０２７７】
　ａ）シラン（ＳｉＨ４）：Ｏ２処理：成形容器を円筒形ドラム電極上に置き、５×１０
（－４）Ｔｏｒｒの基底圧までチャンバを減圧した。５００ｓｃｃｍ（毎分標準立方セン
チメートル）の流量でチャンバの中にアルゴンガスを導入し、プラズマを点火させ、５０
０ワットの電力で３０秒間維持した。５００ｓｃｃｍの流量でチャンバの中に酸素ガスを
導入し、５００ワットの電力でプラズマを６０秒間、維持した。次いで、それぞれ１５０
及び５００ｓｃｃｍの流量のテトラメチルシラン（ＴＭＳ）蒸気及び酸素で処理を行い、
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５００ワットの電力でプラズマを６０秒間、維持した。テトラメチルシラン蒸気及び酸素
中のプラズマ処理後、２％のシラン（ＳｉＨ４）及び酸素をそれぞれ１０００ｓｃｃｍ及
び５００ｓｃｃｍの流量でチャンバ内に導入し、５００ワットの電力でプラズマを６０秒
間、維持した。これらのプラズマ処理工程の間、チャンバ内の圧力は、５～１０ｍＴｏｒ
ｒの範囲内であった。この処理の結果、表面は親水性になった。次いで、プラズマチャン
バを大気と通気させ、プラズマ処理された成形容器をチャンバから取り出し、ＳＭＤ１－
１、ＳＭＤ２－１、ＳＭＤ３－１、ＳＭＤ４－１と付番した（表１９）。
【０２７８】
　ｂ）ＴＭＳ：Ｏ２処理：別のセットの成形容器を、アルゴンプラズマ、次いでＴＭＳ蒸
気及び酸素によって同様に処理した。アルゴンプラズマ処理後、それぞれ５０ｓｃｃｍ及
び５００ｓｃｃｍの流量でチャンバ内にＴＭＳ蒸気及び酸素を導入し、５００ワットの電
力でプラズマを６０秒間維持した。これらのプラズマ処理工程の間、チャンバ内の圧力は
、５～１０ｍＴｏｒｒの範囲内であった。次いで、プラズマチャンバを大気と通気させ、
プラズマ処理された成形容器をチャンバから取り出し、ＳＭＤ１－２、ＳＭＤ２－２、Ｓ
ＭＤ３－２、ＳＭＤ４－２と付番した（表１９）。
【０２７９】
　ｃ）ＴＭＳ処理：別のセットの成形容器を、アルゴンプラズマ、次いで流量１５０ｓｃ
ｃｍのＴＭＳ蒸気によって同様に処理し、５００ワットの電力でプラズマを６０秒間維持
した。ＴＭＳ蒸気処理の後、プラズマチャンバを大気と通気させ、プラズマ処理された成
形容器を、チャンバから取り出し、ＳＭＤ１－３、ＳＭＤ２－３、ＳＭＤ３－３、ＳＭＤ
４－３と付番した（表１９）。
【０２８０】
　ｄ）ペルフルオロヘキサン（Ｃ６Ｆ１４）処理：別のセットの成形容器を、アルゴンプ
ラズマ、次いで流量１４５ｓｃｃｍのＣ６Ｆ１４蒸気によって同様に処理し、１０００ワ
ットの電力でプラズマを１２０秒間維持した。Ｃ６Ｆ１４蒸気処理の後、プラズマチャン
バを大気と通気させ、プラズマ処理された成形容器をチャンバから取り出し、ＳＭＤ１－
４、ＳＭＤ２－４、ＳＭＤ３－４、ＳＭＤ４－４と付番した（表１９）。
【０２８１】
　非処理の成形容器を、ＳＭＤ１－０、ＳＭＤ２－０、ＳＭＤ３－０、ＳＭＤ４－０と付
番した。（表１９）疎水性処理の順番は、Ｃ６Ｆ１４＞ＴＭＳ＞ＴＭＳ－Ｏ２＞シラン－
Ｏ２であり、シラン－Ｏ２処理は親水性である。非処理の容器はポリマーの性質として疎
水性であり、ＴＭＳ処理とＴＭＳ：Ｏ２処理との間に位置する。
【０２８２】
　液体の挙動の視覚化：１００ｍＬの蒸留水に、１０ｍｇのフルオレセインを溶解させて
、フルオレセインナトリウム塩（Ｓｉｇｍａ　Ａｌｄｒｉｃｈ）の溶液を調製した。１ｍ
Ｌの溶液をＳＭＤ１及びＳＭＤ２の容器に分配し、１．５ｍＬ微量遠心管容器（Ｐｌａｓ
ｔｉｂｒａｎｄ微細管）から切り出したキャップを使用して容器を密閉した。１０ｍＬの
溶液をＳＭＤ３及びＳＭＤ４の容器に分配した。上述のように、穴あけ器を使用して、直
径３０ｍｍの円形ディスク（１ｍｍ厚）をポリプロピレンシートから打ち抜き、フィルタ
ーホルダー内部に置き、更に容器の密閉に使用した。ポリエチレンキャップ（Ｕ．Ｓ．Ｐ
ｌａｓｔｉｃ　Ｃｏｒｐ）を用いて、フィルターホルダー底部の開口部を閉じた。実施例
１の手順に従って、スイングローターを備えた微量遠心管内でＳＭＤ１及びＳＭＤ２の容
器を回転させた。実施例２の手順に従って、スイングバケットローターを備えた多目的遠
心管内でＳＭＤ３及びＳＭＤ４の容器を回転させた。遠心後、容器をゆっくりと反転させ
、蛍光イメージャを使用してマイクロキャビティを撮影及び分析した。
【０２８３】
　画像を検査して、様々な容器のマイクロキャビティの開口上部の上方に過剰な液体が残
留しているかどうかを確認した。表１９の結果は、処理に関係なく、容器ＳＭＤ１及びＳ
ＭＤ３内に過剰な液体が存在することを示している。保持された液体の上面は、シラン酸
素（親水性）処理を除く全処理で、ＳＭＤ２及びＳＭＤ４内のマイクロキャビティ開口部
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と同じ水位であった。
【０２８４】
【表１９】

【０２８５】
　実施例１３－粗さ測定
　成形容器ＳＭＤ３及びＳＭＤ４をマイクロキャビティ上部で切断し、各サンプルの表面
トポグラフィーを、（１）マイクロキャビティ近傍、（２）円錐状表面の中心（すなわち
、マイクロキャビティと縁との間）、及び（３）円錐縁の近傍の３箇所で測定した。１０
倍の対物レンズ及び１．０倍の視野レンズを使用して、Ｗｙｋｏ　ＮＴ９８００干渉計（
Ｂｒｕｋｅｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｔｕｃｓｏｎ，ＡＺ）にて測定を実施した。隣
接するフレームを共につなぎ合わせて、デジタル処理により視野を広げ、より大きく連続
した測定領域を得た。計器は、フル解像度のＶＳＩモード、スキャン速度１倍、シングル
スキャンモード、及び変調しきい値の設定が２％にて使用した。データを処理して、傾斜
及び円筒状の湾曲を除去し、目的とする各領域に対して粗さ計算を実施した。Ｖｉｓｉｏ
ｎ（登録商標）分析ソフトウェアを使用して、粗さパラメータＲａ及びＲｑを計算した。
２つのサンプルについて、計算した粗さ値を表２０に示す。サンプルＳＭＤ４の粗さ値は
、一般にＳＭＤ３のものより低い。ＳＭＤ４及びＳＭＤ３の材料構成は同じだったため、
粗さの相違は成形アーティファクトに起因する可能性が高い。
【０２８６】
【表２０】

　Ｒａ：表面プロファイルの高さの絶対値の算術平均
　Ｒｑ：測定値の二乗値を得る関数。表面のＲＭＳ粗さは、表面粗さプロファイルの平均
二乗絶対値を求める点が異なるだけで、平均粗さと近似する。
【０２８７】
　実施例１４－濾過装置の作製
　フィルターホルダー（図１０～図１４のフィルターホルダー３３２を参照）及びフィル
ター接続アセンブリ（図１０、図１１及び図１４のフィルター接続アセンブリ３２０）を
含むフィルター部（図１０及び図１１のフィルター部３０８を参照）を、複数の（すなわ
ち、４つの同心円上に離間された）協調するツイストロックねじと突出部（図１０及び図
１２に示す）によって互いに連結するように構成した。フィルターホルダー内にフィルタ
ーを配置し、ガスケットによりフィルター接続アセンブリのフィルターとコネクタとの間
を封止した。コネクタはフィルタープラグを備える通気ポートを有した。フィルタープラ
グは、ＰＯＲＥＸ（登録商標）疎水性ポリエチレンシートＰＯＲ－４９０２（Ｐｏｒｅｘ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｆａｉｒｂｕｒｎ，ＧＡ）で形成され、通気ポートにフィ
ットするように切り取られた。ガスケット（図１０のガスケット３２４を参照）を、コネ
クタ（図１０のコネクタ３２０の第１の端部３２１などを参照）の上部頚部を受容するよ
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設定して、サンプルボトルの頚部と連結されるように構成されたフィルター接続アセンブ
リを形成した（すなわち、ガスケットをサンプルボトル（又は貯蔵部、図１０、図１１及
び図１４の貯蔵部３０６などを参照）の開口部に受容されるように構成した）。本実施例
のサンプルボトル（又は貯蔵部）は、１Ｌのポリプロピレン製サンプルボトル（Ｎａｌｇ
ｅｎｅ　２０８７　Ｎａｒｒｏｗ－Ｍｏｕｔｈ　Ｅｃｏｎｏｍｙ　Ｂｏｔｔｌｅ、カタロ
グ番号２０８７－００３２：Ｎａｌｇｅｎｅ　Ｎｕｎｃ、Ｔｈｅｒｍｏ　Ｆｉｓｈｅｒ　
Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ（Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒ　ＮＹ）製）であった。本開示に従って、サ
ンプルボトル（貯蔵部）と第１部とを組み合わせて、サンプル検出システムの「第１の容
器」（図１０、図１１、及び図１４の第１の容器３０３を参照）を形成した。
【０２８８】
　穴あけ器を使用して、３０ｍｍの不織布支持材（Ｕｎｉｂｌｅｎｄ　１３５、湿式ポリ
エステル／セルロースの混合フィルター材、Ｍｉｄｗｅｓｔ　Ｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ，Ｌ
ＬＣ，（Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ，ＯＨ）製）を材料シートから打ち抜き、フィルターホル
ダー、次いでフィルター（フィルターＡ、フィルターＢ、フィルターＣ）に挿入した。フ
ィルター接続アセンブリをフィルター部とサンプルボトルとの間に接続し、次にフィルタ
ー部の他方の端部を真空アセンブリ（すなわち、吸引源）に接続して濾過し、フィルター
上に細菌の少なくとも一部分を捕捉した。真空アセンブリを、真空フラスコ、又は複数の
器具を接続できる真空マニホールドに接続した。真空濾過に続いて、フィルター接続アセ
ンブリをサンプルボトルから取り外し、ポリエチレンキャップ（Ｕ．Ｓ．Ｐｌａｓｔｉｃ
　Ｃｏｒｐ、図１２のキャップ３１７を参照）を使用してフィルターホルダーの底部を閉
じた。フィルターホルダーをフィルター接続アセンブリと分離し、フィルターホルダーを
サンプル検出容器ＳＭＤ３又はＳＭＤ４に連結して、サンプル検出システムの第２の容器
（本開示の第２の容器、すなわちＳＭＤ４を用いたものを図１２～図１４の第２の容器３
０５を示す）を形成した。ガスケットは、処理中の漏れ防止のために使用でき、図１２に
示すように用いられ得る。
【０２８９】
　実施例１５－濾過装置を使用した細菌の回収
　大腸菌の細菌懸濁液が調製され、希釈液が１００ｃｆｕ／ｍＬを含むように、段階希釈
された。３つの１０００ｍＬサンプルのボトル（Ｎａｌｇｅｎｅ）は、１０００ｍＬの減
菌水を充填され、１ｍＬの懸濁液が各ボトルに添加された。実施例１４の手順に従って構
成したフィルター接続アセンブリに、フィルターＡ、フィルターＢ、又はフィルターＣを
取り付け、ガスケットを介して充填済みサンプルボトルと接続した。フィルターホルダー
の底部を、真空アセンブリに取り付けられた真空フラスコの上に配置し、サンプルを約５
０８ｍｍ　Ｈｇの真空圧でフィルターを通して濾過した。濾過後、フィルターホルダーを
真空装置から取り外し、フィルター接続アセンブリをフィルターホルダーから取り外して
、フィルター膜それぞれをフィルターホルダーから無菌状態のまま取り出し、メーカーの
取扱説明書に従って調製した、水和された３Ｍ（商標）ＰＥＴＲＩＦＩＬＭ（商標）大腸
菌／大腸菌類カウントプレート（３Ｍ　Ｃｏ．）上に配置して、３７℃で一晩培養した。
プレートは、３Ｍ（商標）ＰＥＴＲＩＦＩＬＭ（商標）　Ｐｌａｔｅ　Ｒｅａｄｅｒ（３
Ｍ　Ｃｏ．）を使用して読み取られ、及び／又はコロニー形成ユニット（ｃｆｕ）を測定
するために手作業で計測された。表２１に示す結果は、細菌のうち少なくとも約８７％が
回収されたことを示す。
【０２９０】
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【表２１】

【０２９１】
　実施例１６－濾過された水サンプルからの細菌の回収、及びその後の溶出
　実施例１５の手順に従って、大腸菌を含む３つの１０００ｍＬの水サンプルを調製し、
フィルターＡ～Ｃのそれぞれを使用して濾過した。濾過後、フィルターホルダーを真空装
置から取り外し、フィルターホルダーの底部に蓋をして、フィルターホルダーからフィル
ター接続アセンブリを取り外した。濾過物を含むフィルターホルダーを、５ｍＬのＢｕｔ
ｔｅｒｆｉｅｌｄリン酸緩衝液（Ｗｈａｔｍａｎ　Ｉｎｃ．）を含有するＳＭＤ４サンプ
ル検出容器に連結した。得られた「第２の容器」をフィルター部を下にして、室温にて約
２分間ボルテックスし（Ｆｉｘｅｄ　Ｓｐｅｅｄ　Ｖｏｒｔｅｘ　Ｍｉｘｅｒ、ＶＷＲ　
Ｉｎｔｌ．ＬＬＣ（Ｂａｔａｖｉａ，ＩＬ）製）、フィルターから細菌を溶出した。ボル
テックスされたサンプルは、メーカーの取扱説明書に従って、３Ｍ（商標）ＰＥＴＲＩＦ
ＩＬＭ（商標）Ｅ．ｃｏｌｉ／Ｃｏｌｉｆｏｒｍ　Ｃｏｕｎｔ　Ｐｌａｔｅｓ　（３Ｍ　
Ｃｏ．）上に塗布され、３７℃で一晩培養された。プレートは、３Ｍ（商標）ＰＥＴＲＩ
ＦＩＬＭ（商標）Ｐｌａｔｅ　Ｒｅａｄｅｒ（３Ｍ　Ｃｏ．）を使用して読まれ、及びコ
ロニー形成ユニット（ｃｆｕ）は判定され、各フィルターについて表２２に示される。フ
ィルターＡは、大腸菌の最高回収率を示した（約７２％、表２２）。
【０２９２】
【表２２】

【０２９３】
　実施例１７－サンプル検出容器内で増殖後、濾過された水サンプルからの細菌の検出
　実施例１５の手順に従って、それぞれ１０ｃｆｕの大腸菌を含む３つの１０００ｍＬの
水サンプルを調製し、フィルターＡを使用して濾過した。濾過後、フィルターホルダーを
真空装置から取り外し、フィルターホルダーの底部に蓋をして、フィルターホルダーから
フィルター接続アセンブリを取り外した。濾過物を含むフィルターホルダーを、１０ｍＬ
の調製済みＣｏｌｉｌｅｒｔ（商標）培養物を含有するＳＭＤ４サンプル検出容器に連結
した。フィルターホルダーとサンプル検出容器ＳＭＤ４の組み合わせは、本実施例では「
第２の容器」として機能した（図１２～図１４）。
【０２９４】
　対照サンプルは同様に調製されたが、１ｍＬのＢｕｔｔｅｒｆｉｅｌｄ緩衝液を受容し
た。
【０２９５】
　第２の容器をフィルター部を下にして、室温で２分間にわたりボルテックス（Ｆｉｘｅ
ｄ　Ｓｐｅｅｄ　Ｖｏｒｔｅｘ　Ｍｉｘｅｒ、ＶＷＲ）し、その後、多目的遠心機にて２
０分間にわたり、４０００ＲＰＭ（３２２０ｘｇ）で遠心した（すなわち、マイクロキャ
ビティに向かう）。遠心後、第２の容器を遠心機から取り外し、ゆっくりと反転させて、
培養物をマイクロキャビティから再び容器へと排流した。次に第２の容器を反転位置で３
７℃で培養した。構造は、蛍光イメージャを使用して画像化された。蛍光の開始は、約３
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時間でマイクロキャビティ内に観察された。対照サンプルでは、３時間以上、蛍光が認め
られなかった（最大１８時間の培養）。
【０２９６】
　実施例１８－フィルター上で増殖後、サンプル検出容器内で増殖させた、濾過された水
サンプルからの細菌の検出
　実施例１５の手順に従って、それぞれ１０ｃｆｕの大腸菌を含む３つの１０００ｍＬの
水サンプルを調製し、フィルターＡを使用して濾過した。濾過後、フィルターホルダーを
真空装置から取り外し、フィルターホルダーの底部に蓋をして、フィルターホルダーから
フィルター接続アセンブリを取り外した。濾過物を含むフィルターホルダーを、１０ｍＬ
の調製済みＣｏｌｉｌｅｒｔ（商標）培養物を含有するＳＭＤ４サンプル検出容器に連結
した。フィルターホルダーとサンプル検出容器の組み合わせは、本実施例では「第２の容
器」として機能した（図１２～図１４）。
【０２９７】
　対照サンプルは同様に調製されたが、１ｍＬのＢｕｔｔｅｒｆｉｅｌｄ緩衝液を受容し
た。
【０２９８】
　第２の容器をフィルター部を下にして、室温で２分間にわたりボルテックス（Ｆｉｘｅ
ｄ　Ｓｐｅｅｄ　Ｖｏｒｔｅｘ　Ｍｉｘｅｒ、ＶＷＲ）し、その後、振とう培養機（Ｍｏ
ｄｅｌ　Ｉｎｎｏｖａ　４０００、Ｎｅｗ　Ｂｒｕｎｓｗｉｃｋ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ
（Ｅｎｆｉｅｌｄ，ＣＴ）製）にフィルター部を下にして配置し、３７℃、３００ｒｐｍ
にて１時間、攪拌した。次に、第２の容器を多目的遠心機にて２０分間にわたり、４００
０ＲＰＭ（３２２０ｘｇ）で遠心した（すなわち、マイクロキャビティに向かう）。遠心
後、第２の容器を遠心機から取り外し、ゆっくりと反転させて、培養物をマイクロキャビ
ティから再び容器へと排流した。次に第２の容器を反転位置で３７℃で培養した。構造は
、蛍光イメージャを使用して画像化された。蛍光の開始は、約２時間でマイクロキャビテ
ィ内に観察された（フィルター上で増殖した１時間を加えると合計３時間）。対照サンプ
ルでは、２時間以上、蛍光が認められなかった（最大１８時間の培養）。
【０２９９】
　本開示の様々な特徴及び局面は、以下の請求項において述べられる。
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